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                                                        原子力発第２１３７０号             

令和 ４年 １月２８日 

 

 原子力規制委員会 殿 
 
 
 
 

香川県高松市丸の内２番５号             
四 国 電 力 株 式 会 社   

                                 取締役社長 社長執行役員   
長 井 啓 介 

 
 
 

伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 
 
 
 
  核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の

規定に基づき，下記のとおり伊方発電所原子炉施設における保安規定の変更認可を申請

いたします。 
 

 

記 

 

 

１．変更の内容 
 

 昭和５１年１０月５日付５１安（原規）第９７号で認可を受け，昭和５２年９月３０

日付５２安（原規）第２８４号，昭和５３年１１月２８日付５３安（原規）第３５０号，

昭和５４年６月２２日付５４資庁第８３５４号，昭和５４年８月７日付５４資庁第１

０４６６号，昭和５６年６月８日付５６資庁第６２４３号，昭和５６年８月２０日付５

６資庁第１０４４８号，昭和５７年２月２６日付５７資庁第２５３０号，昭和５７年３

月１８日付５７資庁第４１０７号，昭和５７年７月３１日付５７資庁第１０８８１号，

昭和５８年７月２０日付５８資庁第１０７０９号，昭和５９年２月２９日付５９資庁

第１４５７号，昭和６０年３月２５日付６０資庁第２９５７号，昭和６０年７月２５日

付６０資庁第８７２１号，昭和６１年５月１７日付６１資庁第６６８６号，平成元年３

月３１日付元資庁第３５０５号，平成元年１２月２６日付元資庁第１５２８３号，平成

２年３月２３日付２資庁第１８７８号，平成４年１月１６日付３資庁第１１７３７号，

平成５年７月２７日付５資庁第８２９５号，平成５年１２月２２日付５資庁第１３４

６２号，平成６年４月１９日付６資庁第２５７１号，平成６年１１月２８日付６資庁第

１３３６１号，平成８年２月２０日付７資庁第１５２４７号，平成８年５月２１日付８

資庁第４９６７号，平成８年１０月１１日付８資庁第９９８６号，平成９年７月２３日

付平成０９・０６・３０資第１１号，平成１２年５月２４日付平成１２・０５・１１資

第１号，平成１３年１月５日付平成１２・０９・２０資第４号，平成１３年２月２３日

付平成１３・０２・１６原第４号，平成１３年３月３０日付平成１３・０３・２３原第
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１０号，平成１３年９月１７日付平成１３・０８・２４原第３号，平成１３年１０月２

９日付平成１３・１０・１５原第３号，平成１４年４月１０日付平成１４・０４・０３

原第５号，平成１４年６月５日付平成１４・０５・２３原第７号，平成１４年１０月２

２日付平成１４・０９・３０原第１３号，平成１５年２月２１日付平成１５・０１・２

９原第２号，平成１５年１２月１８日付平成１５・１１・１７原第２０号，平成１６年

５月１０日付平成１５・１２・１９原第３３号，平成１６年８月１０日付平成１６・０

７・０９原第２２号，平成１７年２月１８日付平成１７・０１・１７原第１２号，平成

１７年９月２８日付平成１７・０９・１４原第２号，平成１８年２月２２日付平成１

８・０１・１９原第９号，平成１９年２月１６日付平成１９・０１・２９原第１１号，

平成１９年１２月１３日付平成１９・０９・２８原第３７号，平成１９年１２月１３日

付平成１９・１１・３０原第１６号，平成２０年８月２２日付平成２０・０７・１１原

第１８号，平成２０年１２月１２日付平成２０・１０・３１原第８号，平成２１年３月

２日付平成２１・０２・０９原第３３号，平成２１年４月２０日付平成２１・０３・２

６原第２号，平成２１年９月１５日付平成２１・０９・０９原第１１号，平成２２年２

月８日付平成２２・０１・１８原第３号，平成２３年４月４日付平成２３・０２・１８

原第９号，平成２３年５月６日付平成２３・０４・０８原第３０号，平成２３年５月１

１日付平成２３・０４・２５原第７号，平成２４年３月１５日付平成２３・０３・１１

原第６号，平成２４年９月６日付２０１２０８２０原第２４号，平成２５年６月２５日

付原管Ｐ発第１３０６２５１号，平成２７年２月２日付原規規発第１５０２０２１号，

平成２８年３月２４日付原規規発第１６０３２４１７号，平成２８年４月１９日付原

規規発第１６０４１９１号，平成２８年８月１日付原規規発第１６０８０１４号，平成

２９年２月１０日付原規規発第１７０２１０１１号，平成２９年６月２８日付原規規

発第１７０６２８３号，平成２９年１１月２７日付原規規発第１７１１２７５号，平成

３０年５月２１日付原規規発第１８０５２１８号，平成３０年１２月１７日付原規規

発第１８１２１７８号，平成３１年２月１３日付原規規発第１９０２１３３号，令和元

年６月４日付原規規発第１９０６０４７号，令和元年７月５日付原規規発第１９０７

０５６号，令和２年３月３１日付原規規発第２００３３１３号，令和２年９月１７日付

原規規発第２００９１７７号，令和２年１０月７日付原規規発第２０１００７６号，令

和２年１１月４日付原規規発第２０１１０４１０号，令和３年１月１４日付原規規発

第２１０１１４１号，令和３年４月２８日付原規規発第２１０４２８１３号，令和３年

１０月５日付原規規発第２１１００５７号で変更認可を受けた伊方発電所原子炉施設

保安規定の記述を，別添の伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表の変更後欄のと

おり変更する。（ただし，下線は含まない。） 
 
２．変更の理由 
（１）組織整備に伴う変更 
  伊方発電所における組織について、以下のとおり保安に関する組織および職務の

変更を行う。 
ａ．原子燃料課の新規設置 
  安全技術課で実施している原子燃料関係業務については専門性が高く、また、 

今後新たに乾式貯蔵施設に係る業務が発生することから、これらの業務を円滑に

遂行できるよう、原子燃料課を新規設置する。 
 

ｂ．訓練計画課業務を安全技術課業務に統合 
訓練計画課は、新規制基準で要求される緊急時対応要員の教育訓練や力量管理の

仕組みを考案・運用することにより、訓練体制を確立し、当初の設置目的を達成し

た。現在はこれを維持・向上させる段階に移行していることから、原子力防災組織

の整備、運用を担う安全技術課において原子力防災に係る運用、教育管理を一元的
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に実施することとし、これら業務を安全技術課に移管し、訓練計画課は廃止する。 
 

ｃ．防災課業務を保修統括課業務および総務課業務に移管 
 防災課は、新規制基準で要求される火災防護や自然災害への対応体制を構築する

とともに、防災・火災防護活動の定着化を牽引してきた。現在、これらの活動は、

発電所において定着が図られてきたことから、設備を主管する保修統括課において

一元管理する。また、防災課が所掌する消防防災・作業安全の業務は、労務を主管

する総務課に移管し、防災課を廃止する。 
 
 ｄ．土木建築部内の名称変更 

耐震工事課は、今後予定されている乾式貯蔵施設や、１・２号機廃止措置に伴う

新規の土木建築工事対応を行うこととし、課名を土木建築工事課に改める。これに

伴い、土木建築課は、発電施設の施設管理に対応する組織であることを明確化する

ため、土木建築保守課に課名を改める。 
 

３．施行期日 
（１）この規定は，原子力規制委員会の認可を受けた後，当社が定める日から施行する。 
 
 

以    上 
 



4 

 

別 添 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

第
３

章
 

保
安

管
理

体
制

 

第
１
節
 
組
織
お
よ
び
職
務

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）

第
４
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。

図
４ （

本
　
店
）

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
（
考
査

室
原

子
力
監

査
担

当
部

長
）

考
査
室

原
子

力
監
査

担
当

部
長

社
 
長

品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
（
原

子
力

本
部

長
）

原
子

力
発

電
安
全
委

員
会

原
子

力
部

原
子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部
長

原
子

力
保

安
研
修

所
長

※ 土
木
建

築
部

長

資
材
部

長

原
子
力

本
部

長

原
子

力
部

発
電
管

理
部
長

→

原
子
力

部
長

第
３

章
 
保

安
管

理
体

制
 

第
１
節
 
組
織
お
よ
び
職
務

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）

第
４
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。

図
４ （

本
　
店
）

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
（
考
査

室
原

子
力
監

査
担

当
部

長
）

考
査
室

原
子

力
監
査

担
当

部
長

社
 
長

品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
（
原

子
力

本
部

長
）

原
子

力
発

電
安
全
委

員
会

原
子

力
部

原
子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部
長

原
子

力
保

安
研
修

所
長

※ 土
木
建

築
部

長

資
材
部

長

原
子
力

本
部

長

原
子

力
部

発
電
管

理
部
長

→

原
子
力

部
長

本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 図
４
（
続
き
）

 

（
発
電

所
）

ボ
イ
ラ

ー
・

タ
ー
ビ

ン
主

任
技

術
者

電
気
主

任
技

術
者

伊
方
発

電
所

安
全

運
営
委

員
会

発
電

所
長

※
→

品
質

保
証

課
長

保
安

管
理

課
長

定
検

検
査

課
長

人
材

育
成

課
長

安
全

技
術

課
長

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

防
災

課
長

訓
練

計
画

課
長

施
設

防
護

課
長

発
電

課
長

発
電
課

当
直

長

保
修

統
括

課
長

機
械

計
画

第
一

課
長

機
械

計
画

第
二

課
長

電
気

計
画

課
長

設
備

改
良

工
事

課
長

土
木

建
築

課
長

品
質

保
証
部

長

安
全

管
理
部

長

発
 電

 部
 長

保
 修

 部
 長

土
木

建
築
部

長

耐
震

工
事
課

長

計
装

計
画

課
長

発
電

用
原

子
炉
主

任
技

術
者

（
注
）

（
注

）
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者

は
，

  
  

原
子

力
本

部
長

が
選

任
を

行
う

。

プ
ロ
セ

ス
管

理
課

長

 

 図
４
（
続
き
）

 

（
発
電

所
）

ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン

主
任
技
術
者

電
気
主
任
技
術
者

伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会

発
電
所
長

※
→

品
質

保
証
課

長

保
安

管
理
課

長

定
検

検
査
課

長

人
材

育
成
課

長

安
全

技
術
課

長

放
射

線
・
化

学
管

理
課

長

施
設

防
護
課

長

発
電

課
長

発
電

課
当

直
長

保
修

統
括
課

長

機
械

計
画
第

一
課

長

機
械

計
画
第

二
課

長

電
気

計
画
課

長

設
備

改
良
工

事
課

長

土
木

建
築
保

守
課

長

品
質

保
証

部
長

安
全

管
理

部
長

発
 電

 部
 長

保
 修

 部
 長

土
木

建
築

部
長

土
木

建
築

工
事

課
長

計
装

計
画
課

長

発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者

（
注
）

（
注

）
発

電
用

原
子

炉
主

任
技

術
者
は

，
  

  
原
子

力
本

部
長

が
選

任
を
行

う
。

プ
ロ
セ

ス
管

理
課

長

原
子

燃
料
課

長

総
務

課
長

総
務

広
報

部
長

 

   組
織
整
備
に
伴
う
変

更
（
以
下
，
本
頁
に

お
い
て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
保
安
に
関
す

る
職
務
）
 

第
５
条
 
社
長

は
，
全
社
規
程
で
あ
る
「
組
織
規
程
」
に
よ
り
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム

の
構
築
お
よ
び
実
施
な
ら
び
に
そ
の
有
効
性
の
継
続
的
な
改
善
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令
お
よ
び

保
安
規
定
の

遵
守
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
の
育
成
お
よ
び
維
持
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
取
組
み

を
統
括
す
る

。

２
 
原
子
力
本

部
長
は
，
品
質
保
証
活
動
（
内
部
監
査
業
務
を
除
く
）
の
実
施
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管

理
責
任
者
と

し
て
，
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
具
体
的
活
動
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規

定
の
遵
守
の

意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
た
め
の
取

組
み
を
統
括

（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

３
 
考
査
室
原

子
力
監
査
担
当
部
長
は
，
内
部
監
査
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
と
し
て
，
品
質

マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
内
部
監
査
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令
お
よ
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
意

識
を
定
着
さ

せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
た
め
の
取
組
み
を
統
括
（
内

部
監
査
部
門

に
限
る
）
す
る
。

４
 
原
子
力
部

長
は
，
原
子
力
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
全
般
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
関
係
法
令

お
よ
び
保
安

規
定
の
遵
守
の
意
識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持

す
る
た
め
の

取
組
み
を
総
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

５
 
原
子
力
部

発
電
管
理
部
長
（
以
下
「
発
電
管
理
部
長
」
と
い
う
。
）
は
，
原
子
力
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
 

関
連
す
る
業

務
（
原
子
力
部
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
部
長
（
以
下
「
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
部
長
」
と
い
う
。
）
が
実
施
す
 

る
業
務
を
除

く
）
を
統
括
す
る
。
 

６
 
原
子
燃
料

サ
イ
ク
ル
部
長
は
，
原
子
力
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
の
う
ち
，
燃
料
に
関
連
す

る
業
務
を
統

括
す
る
。
 

７
 
原
子
力
保

安
研
修
所
長
は
，
原
子
力
保
安
研
修
所
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

８
 
土
木
建
築

部
長
は
，
土
木
建
築
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

９
 
資
材
部
長

は
，
供
給
者
の
選
定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
0
 
発
電
所
長

（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
｡
 

1
1
 
品
質
保
証
部
長
は
，
品
質
保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
定
検
検
査
課
長
，
人
材
育
成
課
長
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
管
理

課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
2
 
品
質
保
証
課
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
3
 
保
安
管
理
課
長
は
，
発
電
所
の
保
安
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
4
 
定
検
検
査
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
定
期
事
業
者
検
査
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
修
，

改
造
作
業
に
お
け
る
工
程
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
5
 
人
材
育
成
課
長
は
，
保
安
教
育
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
6
 
プ
ロ
セ
ス
管
理
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
係
る
作
業
計
画
の
妥
当
性
の
確
認
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
7
 
安
全
管
理
部
長
は
，
安
全
技
術
課
長
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
防
災
課
長
，
訓
練
計
画
課
長
お
よ
び
施
設
防
護

課
長
の
所
管

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
8
 
安
全
技
術

課
長
は
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
重
大
事

故
等
発
生
時

」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
（
訓
練

計
画
課
長
お

よ
び
発
電
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行

う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
（
訓
練
計
画
課
長
お
よ
び
発
電
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
炉
心
の

管
理
お
よ
び

燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
非
常
時
の
措
置
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
9
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
管
理
，
放
射
線
管
理
お
よ
び
化
学
管
理
に
関
す

る
業
務
な
ら

び
に
有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務

を
行
う
。
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
５

条
 

社
長

は
，

全
社

規
程

で
あ

る
「

組
織

規
程

」
に

よ
り

，
発

電
所

に
お

け
る

保
安

活
動

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
実

施
な

ら
び

に
そ

の
有

効
性

の
継

続
的

な
改

善
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び

保
安

規
定

の
遵

守
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

確
実

に
す

る
た

め
の

取
組

み

を
統
括
す
る
。

２
 

原
子

力
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
内

部
監

査
業

務
を

除
く

）
の

実
施

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持
す

る
た

め
の

取

組
み
を
統
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

３
 

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

は
，

内
部

監
査

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

内
部

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

意

識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
た
め
の
取
組
み
を
統

括
（
内

部
監
査
部
門
に
限
る
）
す
る
。

４
 

原
子

力
部

長
は

，
原

子
力

部
が

実
施

す
る

発
電

所
の

保
安

に
関

連
す

る
業

務
全

般
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持

す
る
た
め
の
取
組
み
を
総
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

５
 

原
子

力
部

発
電

管
理

部
長

（
以

下
「

発
電

管
理

部
長

」
と

い
う

。
）

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

（
原

子
力

部
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部

長
（

以
下

「
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部

長
」

と
い

う
。

）
が

実
施

す

る
業
務
を
除
く
）
を
統
括
す
る
。
 

６
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

部
長

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

の
う

ち
，

燃
料

に
関

連
す

る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

７
 
原
子
力
保
安
研
修
所
長
は
，
原
子
力
保
安
研
修
所
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

８
 
土
木
建
築
部
長
は
，
土
木
建
築
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

９
 
資
材
部
長
は
，
供
給
者
の
選
定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
0
 
発
電
所
長
（
以
下
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
｡
 

1
1
 
品
質
保
証
部
長
は
，
品
質
保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
定
検
検
査
課
長
，
人
材
育
成
課
長
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
管
理

課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
2
 
品
質
保
証
課
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
3
 
保
安
管
理
課
長
は
，
発
電
所
の
保
安
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
4
 
定
検
検
査
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
定
期
事
業
者
検
査
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
修
，

改
造
作
業
に
お
け
る
工
程
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
5
 
人
材
育
成
課
長
は
，
保
安
教
育
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
6
 
プ
ロ
セ
ス
管
理
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
係
る
作
業
計
画
の
妥
当
性
の
確
認
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
7
 
安
全
管
理
部
長
は
，
安
全
技
術
課
長
，
原
子
燃
料
課
長
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
お
よ
び
施
設
防
護
課
長
の
所
管

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
8
 
安
全
技
術
課
長
は
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
重
大
事

故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
（
発
電

課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
に
関
す
る
業
務
（
発
電
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
お
よ
び
非
常
時
の
措
置
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
9
 
原
子
燃
料
課
長
は
,
炉
心
の
管
理
お
よ
び
燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
0
 

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

は
，

放
射

性
固

体
・

液
体

・
気

体
廃

棄
物

管
理

，
放

射
線

管
理

お
よ

び
化

学
管

理
に

関
す

る
業

務
な

ら
び

に
有

毒
ガ

ス
発

生
時

に
お

け
る

運
転

員
等

の
防

護
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務

を
行
う
。
 

組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）

7



  

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

2
0
 
防
災
課
長

は
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
，

内
部
溢
水
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
，
火
山
現
象
（
降

灰
）
に
よ
る
影
響
が
発
生
し
，
ま
た
は
発
生

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と

い
う
。
）
に

お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
お
よ
び
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に

お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
1
 
訓
練
計
画

課
長
は
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関

す
る
業
務
な

ら
び
に
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す

る
業
務
の
う

ち
，
教
育
お
よ
び
訓
練
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
2
 
施
設
防
護

課
長
は
，
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
3
 
発
電
部
長

は
，
発
電
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
4
 
 
発
電
課
長

は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

2
5
 
 
発
電
課
当

直
長
（
以
下
「
当
直
長
」
と
い
う
。
）
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
当
直
業
務
を
行
う
。
な
お
，
 

本
編
に
お
い

て
当
直
長
は
，
特
に
定
め
の
無
い
限
り
３
号
炉
の
当
直
長
を
い
う
。
 

2
6
 
保
修
部
長

は
，
保
修
統
括
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
，
計
装
計
画
課
長

お
よ
び
設
備

改
良
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
7
 
保
修
統
括

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

     2
8
 
機
械
計
画

第
一
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
原
子
炉
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実

施
す
る
工
程

管
理
業
務
を
除
く
）
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
運
転
基
準
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
9
 
機
械
計
画

第
二
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
タ
ー
ビ
ン
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が

実
施
す
る
工

程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
0
 
電
気
計
画

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
気
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業

務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
1
 
計
装
計
画

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業

務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
2
 
設
備
改
良

工
事
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の

う
ち
機
械
設
備
，
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
の
改
造
に
関
す
る

業
務
（
定

検
検
査
課
長

が
実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
な
ら
び
に
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
お

よ
び
計
装
計

画
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
3
 
土
木
建
築

部
長
は
，
土
木
建
築
課
長
お
よ
び
耐
震
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
4
 
土
木
建
築

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実

施
す
る
工
程

管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
5
 
耐
震
工
事

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
耐
震
工
事
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施

す
る
工
程
管

理
業
務
お
よ
び
土
木
建
築
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

   3
6
 
各
課
長
（

当
直
長
を
含
む
。
）
は
，
所
掌
業
務
に
も
と
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
 

の
活
動
等
，

内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，

有
毒
ガ
ス
発

生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の
活
動
等
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全
の
た
め
の

活
動
等
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
非
常
時
の
措
置
，
保

安
教
育
な
ら

び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
。
 

3
7
 
各
課
長
は

，
検
査
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
，
本
条
の
職
務
に
加
え
，
当
該
検
査
に
関
す
る
業

務
を
実
施
す

る
。
 

3
8
 
各
課
長
は

，
課
員
を
指
示
・
指
導
し
，
所
管
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
，
各
課
員
は
各
課
長
の
指
示
・
指
導
に

従
い
業
務
を

実
施
す
る
。
 

        2
1
 
施
設
防
護
課
長
は
，
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
2
 
発
電
部
長
は
，
発
電
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
3
 
 
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

2
4
 
 
発

電
課

当
直

長
（

以
下

「
当

直
長

」
と

い
う

。
）

は
，

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
関

す
る

当
直

業
務

を
行

う
。

な
お

，

本
編
に
お
い
て
当
直
長
は
，
特
に
定
め
の
無
い
限
り
３
号
炉
の
当
直
長
を
い
う
。
 

2
5
 
保
修
部
長
は
，
保
修
統
括
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
，
計
装
計
画
課
長
 

お
よ
び
設
備
改
良
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
6
 
保
修
統
括
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
総
括
業
務
,
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

に
関

す
る

業
務

（
総

務
課

長
が

実
施

す
る

業
務

を
除

く
）

，
内

部
溢

水
発

生
時

に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務
，

火
山

現
象

（
降

灰
）

に
よ

る
影

響

が
発

生
し

，
ま

た
は

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

（
以

下
「

火
山

影
響

等
発

生
時

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

原
子

炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
に

関
す

る
業

務
お

よ
び

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉

施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
7
 

機
械

計
画

第
一

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

原
子

炉
設

備
の

保
修

，
改

造
に

関
す

る
業

務
（

定
検

検
査

課
長

が
実

施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
運
転
基
準
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
8
 

機
械

計
画

第
二

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

タ
ー

ビ
ン

設
備

の
保

修
，

改
造

に
関

す
る

業
務

（
定

検
検

査
課

長
が

実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

2
9
 

電
気

計
画

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

電
気

設
備

の
保

修
，

改
造

に
関

す
る

業
務

（
定

検
検

査
課

長
が

実
施

す
る

工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
0
 

計
装

計
画

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

計
装

設
備

の
保

修
，

改
造

に
関

す
る

業
務

（
定

検
検

査
課

長
が

実
施

す
る

工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
1
 
設
備
改
良
工
事
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
機
械
設
備
，
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
の
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定

検
検

査
課

長
が

実
施

す
る

工
程

管
理

業
務

な
ら

び
に

機
械

計
画

第
一

課
長

，
機

械
計

画
第

二
課

長
，

電
気

計
画

課
長

お

よ
び
計
装
計
画
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
2
 
土
木
建
築
部
長
は
，
土
木
建
築
保
守
課
長
お
よ
び
土
木
建
築
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
3
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長

が
実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
4
 

土
木

建
築

工
事

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

土
木

・
建

築
設

備
の

工
事

に
関

す
る

業
務

（
定

検
検

査
課

長
が

実
施

す
る
工
程
管
理
業
務
お
よ
び
土
木
建
築
保
守
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
5
 
総
務
広
報
部
長
は
，
総
務
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
6
 

総
務

課
長

は
，

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
の

う
ち

初
期

消
火

活
動

に
関

す
る

業
務

を
行
う
。
 

3
7
 
各
課
長
（
当
直
長
を
含
む
。
）
は
，
所
掌
業
務
に
も
と
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め

の
活
動
等
，
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，

有
毒
ガ
ス
発
生
時
に
お
け
る
運
転
員
等
の
防
護
の
た
め
の
活
動
等
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全
の
た
め
の
活
動
等
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
非
常
時
の
措
置

，
保

安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
。
 

3
8
 

各
課

長
は

，
検

査
の

独
立

性
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

場
合

は
，

本
条

の
職

務
に

加
え

，
当

該
検

査
に

関
す

る
業

務
を
実
施
す
る
。
 

3
9
 
各
課
長
は
，
課
員
を
指
示
・
指
導
し
，
所
管
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
，
各
課
員
は
各
課
長
の
指
示
・
指
導
に

従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）

 
   

                
 

8



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
伊
方
発
電
所

安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
７
条
 
発
電

所
に
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
 
運
営
委
員

会
は
，
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
，
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
，
委

員
会
で
審
議
し
た
事
項
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
，
審
議
事
項

に
該
当
し
な

い
。
 

 
(
1
)
 
運
転
管

理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
運
転

員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
当
直

の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
原
子

炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
d
)
 
巡
視

点
検
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
e
)
 
異
常

時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
f
)
 
警
報

発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
g
)
 
原
子

炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
h
)
 
定
期

的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
i
)
 
誤
操

作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
j
)
 
火
災

発
生
時
，
内
部
溢
水
発
生
時
，
火
山
影
響
等
発
生
時
，
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発

生
時

の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
k
)
 
重
大

事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 
(
2
)
 
燃
料
管

理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
新
燃

料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
新
燃

料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
燃
料

の
検
査
お
よ
び
取
替
に
関
す
る
事
項
 

 
(
3
)
 
放
射
性

廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
放
射

性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
放
射

性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
放
射

性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
(
d
)
 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
(
4
)
 
放
射
線

管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
(
a
)
 
管
理
区
域
の
設
定
，
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
b
)
 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
c
)
 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
d
)
 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
e
)
 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
f
)
 
除
染
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
g
)
 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
h
)
 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
(
5
)
 
施
設
管

理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
(
6
)
 
改
造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
第
２
編
第
2
1
8
条
の
２
第
２
項
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）
 

 
(
7
)
 
非
常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第
1
2
2
条
）
 

 
(
8
)
 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
1
3
0
条
）
に
関
す
る
事
項
 

 
(
9
)
 
事
故
・

故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

(
1
0
)
 
そ
の
他
運
営
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
 
所
長
を
委

員
長
と
す
る
。
 

４
 
運
営
委
員

会
は
，
委
員
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
，
電
気
主
任
技
術
者
，
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
，
第

５
条
第
1
1
項

か
ら
第
3
5
項
（
第
2
5
項
を
除
く
）
に
定
め
る
職
位
の
者
に
加
え
，
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

（
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
７
条
 
発
電
所
に
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
 
運
営
委
員
会
は
，
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
，
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
，
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
，
審
議
事
項

に
該
当
し
な
い
。
 

 
(
1
)
 
運
転
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
運
転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
当
直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
原
子
炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
d
)
 
巡
視
点
検
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
e
)
 
異
常
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
f
)
 
警
報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
g
)
 
原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
h
)
 
定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
i
)
 
誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
j
)
 
火
災
発
生
時
，
内
部
溢
水
発
生
時
，
火
山
影
響
等
発
生
時
，
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発

生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
k
)
 
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

 
(
2
)
 
燃
料
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
燃
料
の
検
査
お
よ
び
取
替
に
関
す
る
事
項
 

 
(
3
)
 
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
(
d
)
 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
(
4
)
 
放
射
線
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
(
a
)
 
管
理
区
域
の
設
定
，
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
b
)
 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
c
)
 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
d
)
 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
e
)
 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
f
)
 
除
染
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
g
)
 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
h
)
 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
(
5
)
 
施
設
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
(
6
)
 
改
造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
第
２
編
第
2
1
8
条
の
２
第
２
項
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）
 

 
(
7
)
 
非
常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第
1
2
2
条
）
 

 
(
8
)
 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
1
3
0
条
）
に
関
す
る
事
項
 

 
(
9
)
 
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

(
1
0
)
 
そ
の
他
運
営
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
 
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。
 

４
 
運
営
委
員
会
は
，
委
員
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
，
電
気
主
任
技
術
者
，
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術
者
，
第

５
条
第
1
1
項
か
ら
第
3
6
項
（
第
2
4
項
を
除
く
）
に
定
め
る
職
位
の
者
に
加
え
，
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

              
                              組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

第
３
節
 
主
任
技
術
者
 

 （
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
）
 

第
８
条
 
原
子
力
本
部
長
は
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
代
行
者
を
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
，
(
1
)
か
ら
(
4
)
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
あ
る
特
別
管
理
者
の
中
か
ら
選
任
す
る
。
 

(
1
)
 
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
2
)
 
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
3
)
 
原
子
炉
施
設
の
設
計
に
係
る
安
全
性
の
解
析
お
よ
び
評
価
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
4
)
 
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
設
計
ま
た
は
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

２
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
原
子
炉
毎
に
選
任
す
る
。
 

３
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
，
第
５
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
職
務
と
兼
務
を
行
う
場
合
は
，
品
質
保
証
部

長
，
品
質

保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
人
材
育
成
課
長
，
安
全
管
理
部
長
，
防
災
課
長
ま
た
は
訓
練
計
画
課
長
と
兼

務
を
行
う

こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
原
子
炉
主

任
技
術
者
が
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
は
，
代
行
者
と
交
代
す
る
。
た
だ
し
，
職
務
を
遂
行
で
き
な
い

期
間
が
長
期

に
わ
た
る
場
合
は
，
第
１
項
か
ら
第
３
項
に
基
づ
き
，
あ
ら
た
め
て
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
。
 

第
３
節
 
主
任
技
術
者
 

 （
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
選
任
）
 

第
８
条
 
原
子
力
本
部
長
は
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
代
行
者
を
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者
で
あ
っ

て
，
(
1
)
か
ら
(
4
)
に
掲
げ
る
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
あ
る
特
別
管
理
者
の
中
か
ら
選
任
す
る
。
 

(
1
)
 
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
2
)
 
原
子
炉
の
運
転
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
3
)
 
原
子
炉
施
設
の
設
計
に
係
る
安
全
性
の
解
析
お
よ
び
評
価
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

(
4
)
 
原
子
炉
に
使
用
す
る
燃
料
体
の
設
計
ま
た
は
管
理
に
関
す
る
業
務
に
従
事
し
た
期
間
 

２
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
原
子
炉
毎
に
選
任
す
る
。
 

３
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
，
第
５
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
職
務
と
兼
務
を
行
う
場
合
は
，
品
質
保
証
部
長
，
品
質

保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
人
材
育
成
課
長
ま
た
は
安
全
管
理
部
長
と
兼
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ４
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
が
職
務
を
遂
行
で
き
な
い
場
合
は
，
代
行
者
と
交
代
す
る
。
た
だ
し
，
職
務
を
遂
行
で
き
な
い

期
間
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
は
，
第
１
項
か
ら
第
３
項
に
基
づ
き
，
あ
ら
た
め
て
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
選
任
す
る
。
 

         
 組
織
整
備
に
伴
う
変
更

 
（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
火
災
発
生
時

の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条
 
防
災

課
長
は
，
火
災
が
発
生
し
た
場

合
（
以
下
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の

活
動

※
１
を

行
う
体
制
の
整
備

と
し
て
，
次

の
事
項
を
含

む
火
災
防
護

計
画
を
定
め

，
所
長
の
承

認
を

得
る
。
火

災
防
護
計
画

の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
２
に
示
す
「
火
災

，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び

有
毒
ガ
ス
対

応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 

火
災

の
発

生
を

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
に

，
中

央
制

御
室

か
ら

消
防

機
関

へ
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設

備
の
設
置

に
関
す
る
こ
と

※
２
 

(
2
)
 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実
施

に

関
す
る
こ

と
 

(
4
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ

と
 

(
5
)
 
発
電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

２
 
各
課
長
は

，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
実

施
す
る
。
 

３
 
各
課
長
は

，
第
２
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ

き
必
要
な

措
置
を
講
じ

，
防
災
課
長
に
報
告
す
る
。
防
災
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価

を
行
う
と

と
も
に
，
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 
各
課
長
は

，
火
災
の
影
響
に
よ
り
，
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場

合
は
，
所
長

，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措

置
に
つ
い
て

協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
消

防
機

関
へ

の
通

報
，

消
火

ま
た

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
機

関
の

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
行

う
活

動
を

含
む

。
ま

た
，

火
災

の
発

生
防

止
，

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

に
よ

る
影
響

の
軽
減

に
係
る
措
置
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２

：
一

般
回

線
の

代
替

設
備

で
あ

る
専

用
回

線
，

通
報

設
備

が
点

検
ま

た
は

故
障

に
よ

り
使

用
不

能
と

な
っ

た
場

合
を

除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
ま
た
は
修
復
後
は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。
 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条
 
保
修
統
括
課
長
お
よ
び
総
務
課
長
は
，
火
災
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め

の
活
動

※
１
を

行
う
体
制
の

整
備
と
し
て

，
次
の
事
項

を
含
む
火
災
防

護
計
画
を
定

め
，

所

長
の

承
認

を
得

る
。

火
災

防
護

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

２
に

示
す

「
火

災
，

内
部

溢
水

，
火

山
現

象
（

降

灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 

火
災

の
発

生
を

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
に

，
中

央
制

御
室

か
ら

消
防

機
関

へ
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設

備
の
設
置
に
関
す
る
こ
と

※
２
 

(
2
)
 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実
施

に

関
す
る
こ
と
 

(
4
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ

と
 

(
5
)
 
発
電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

２
 
各
課
長
は
，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
第
２
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な

措
置
を
講
じ
，
保
修
統
括
課
長
ま
た
は
総
務
課
長
に
報
告
す
る
。
保
修
統
括
課
長
お
よ
び
総
務
課
長
は
，
第
１
項
に
定

め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 
各
課
長
は
，
火
災
の
影
響
に
よ
り
，
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場

合
は
，
所
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措

置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
消

防
機

関
へ

の
通

報
，

消
火

ま
た

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
機

関
の

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
行

う
活

動
を

含
む

。
ま

た
，

火
災

の
発

生
防

止
，

火
災

の
早

期
感

知
お

よ
び

消
火

な
ら

び
に

火
災

に
よ

る
影

響

の
軽
減
に
係
る
措
置
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２
：
一
般
回
線
の
代
替
設
備
で
あ
る
専
用
回
線
，
通
報
設
備
が
点
検
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
を

除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
ま
た
は
修
復
後
は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。
 

 組
織
整
備
に
伴
う
変
更

 
（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
内
部
溢
水
発

生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条
の
２
 

防
災
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
内

に
お
い
て
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
内
部
溢
水
発
生
時
」
と
い
う
。
）

に
お
け

る
原
子
炉
施

設
の
保
全
の

た
め
の
活
動

※
１
を

行
う
体

制
の
整
備
と

し
て
，
次
の

事
項
を
含
む

計
画
を

定
め
，
所

長
の
承
認
を
得
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
２
に
示
す
「
火
災

，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然

災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

 
(1
)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る

こ
と
 

 
(2
)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実

施
に
関
す
る
こ
と
 

 
(3
)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す

る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
防
災
課
長
に
報
告
す
る
。
防
災
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と

と
も
に
，

評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
内

部
溢

水
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場
合
は
，
所
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
て
原
子

炉
停
止
等

の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１
：
内
部
溢
水
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）

 

（
内
部
溢
水
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17

条
の

２
 

保
修

統
括

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
内

に
お

い
て

溢
水

が
発

生
し

た
場

合
（

以
下

「
内

部
溢

水
発

生
時

」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
事
項
を
含
む
計
画
を
定

め
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
２
に
示
す
「
火
災
，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
），

自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

 
(1

)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

要
員

の
配

置
に

関
す

る

こ
と
 

 
(2

)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実

施
に
関
す
る
こ
と
 

 
(3

)
 

内
部

溢
水

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す

る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
内

部
溢

水
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
実

施
す

る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
保
修
統
括
課
長
に
報
告
す
る
。
保
修
統
括
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評

価

を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
内

部
溢

水
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場
合
は
，
所
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉

停
止

等

の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１
：
内
部
溢
水
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
火
山
影
響
等

発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条

の
２
の
２
 

防
災
課
長
は

，
火
山
影
響

等
発
生
時
に

お
け
る
原
子

炉
施
設
の
保

全
の
た
め
の

活
動

※
１
を

行
う
体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
事

項
を

含
む

計
画

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付
２

に

示
す
「
火
災
，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て

実

施
す
る
。
 

(
1
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す

る
こ
と
 

(
2
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
お

よ
び

訓
練

の

実
施
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
フ

ィ
ル

タ
そ

の
他

資

機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

(
4)

 
 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

以
下

の
事

項
に

関
す

る
こ
と
 

(
a
)
 
 
非
常
用
交
流
動
力
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

(
b)

 
 
(
a)

項
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
代

替
電

源
設

備
そ

の
他

の
炉

心
を

冷
却

す
る

た
め

に
必

要
な

設
備

の
機

能
を
維

持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

(
c)

 
 
(
b)

項
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
交

流
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
お

け
る

炉
心

の
著

し
い

損
傷

を
防

止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

防
災
課

長
に

報
告
す

る
。

防
災
課

長
は

，
第
１

項
に

定
め
る

事
項

に
つ
い

て
定

期
的
に

評
価

を
行
う
と

と
も
に
，
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
火

山
影

響
等

発
生

時
に

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
，

所
長

，
原
子

炉
主

任
技
術

者
お

よ
び
関

係
課

長
に
連

絡
す

る
と
と

も
に

，
必
要

に
応

じ
て
原

子
炉

停
止
等
の

措
置
に
つ
い

て
協
議
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
火
山
現
象
に
関
す
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
，
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17
条

の
２

の
２

 
保

修
統

括
課

長
は

，
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
※
１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
事

項
を

含
む

計
画

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付

２
に
示
す
「
火
災
，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ

て
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す

る
こ
と
 

(
2
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
お

よ
び

訓
練

の

実
施
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
フ

ィ
ル

タ
そ

の
他

資

機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

(
4)

 
 
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

以
下

の
事

項
に

関
す

る
こ
と
 

(
a
)
 
 
非
常
用
交
流
動
力
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

(
b)

 
 
(
a
)
項

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
，

代
替

電
源

設
備

そ
の

他
の

炉
心

を
冷

却
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
の

機
能

を
維

持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

(
c)

 
 
(
b
)
項

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
，

交
流

動
力

電
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

お
け

る
炉

心
の

著
し

い
損

傷
を

防
止

す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
火

山
影

響
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講
じ
，

保
修

統
括
課

長
に

報
告
す

る
。

保
修
統

括
課

長
は
，

第
１

項
に
定

め
る

事
項
に

つ
い

て
定
期

的
に

評
価

を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
火

山
影

響
等

発
生

時
に

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

は
，
所
長

，
原

子
炉
主

任
技

術
者
お

よ
び

関
係
課

長
に

連
絡
す

る
と

と
も
に

，
必

要
に
応

じ
て

原
子
炉

停
止

等
の

措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
火
山
現
象
に
関
す
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
，
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
そ
の
他
自
然

災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条
の
３
 

防
災
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
，
津
波
お
よ
び
竜
巻
等
」
を
い
う
。

以
下
，
本
条

に
お
い
て
同
じ
。）

が
発
生
し
た

場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整

備
と

し
て

，
次

の
事

項
を

含
む

計
画

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付
２

に
示

す

「
火
災
，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す

る
。
 

 
(1
)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に

関
す
る
こ
と
 

 
(2
)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
お

よ
び

訓

練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
 

 
(3
)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備

に
関
す
る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施
す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
防
災
課
長
に
報
告
す
る
。
防
災
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価

を
行
う
と

と
も
に
，

評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

の
影

響
に

よ
り

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断
し
た
場
合
は
，
所
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ

て
原
子
炉

停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
そ
の
他
自
然
災
害
に
関
す
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
，
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

６
 

発
電

管
理

部
長

は
，

定
期

的
に

発
電

所
周

辺
の

航
空

路
の

変
更

状
況

を
確

認
し

，
確

認
結

果
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

要
否
を
評
価
す
る
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

（
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
1
7
条
の
３
 
保
修
統
括
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
，
津
波
お
よ
び
竜
巻
等

」
を
い

う
。
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
事

項
を

含
む

計
画

を
定

め
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付
２

に

示
す
「
火
災
，
内
部
溢
水
，
火
山
現
象
（
降
灰
）
，
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実

施
す
る
。
 

 
(1

)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に

関
す
る
こ
と
 

 
(2

)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
教

育
お

よ
び

訓

練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
 

 
(3

)
 

そ
の

他
自

然
災

害
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備

に
関
す
る
こ
と
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施
す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
保
修
統
括
課
長
に
報
告
す
る
。
保
修
統
括
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評

価

を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
そ

の
他

自
然

災
害

の
影

響
に

よ
り

，
原

子
炉

施
設

の
保

安
に

重
大

な
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

判
断
し
た
場
合
は
，
所
長
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
て

原
子

炉

停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
そ
の
他
自
然
災
害
に
関
す
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
，
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

６
 

発
電

管
理

部
長

は
，

定
期

的
に

発
電

所
周

辺
の

航
空

路
の

変
更

状
況

を
確

認
し

，
確

認
結

果
に

基
づ

き
防

護
措

置
の

要
否
を
評
価
す
る
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
重
大
事
故
等

発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17

条
の

５
 

安
全

技
術

課
長

お
よ

び
訓

練
計

画
課

長
は

，
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活
動
を

行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
事
項
を
含
む
計
画
（
発
電
課
長
が
定
め
る
計
画
に
含
ま
れ
る
事
項
を
除
く
）

を
定
め
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
運

転
に
係
る

計
画
を
定

め
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損

壊
対

応
に

係
る

実
施

基
準

」
に

従
っ

て
実

施
す

る
。

な
お

，
(
4)

項
の

対
策

に
係
る
手

順
は
，
的
確
か
つ
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
処
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
（

以
下

「
対

策

要
員
」
と
い
う
。
）
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

(
2
)

対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
を
，
以
下
の
と
お
り
実
施
す
る
こ
と

(
a
)

力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

(
b
)

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

（
以

下
「
成
立

性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

(
c
)

成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
，
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と

(
d
)

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と

(
3
)

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
，

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
等

の
原

子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
，
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

(
4
)

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
以

下
の

事
項

に
関

す

る
こ
と

(
a
)

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
b
)

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
c
)

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
d
)

原
子
炉
停
止
時
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
e
)

発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら
の
運
転
員
等
の
防
護

(
f
)

(
a
)
項
,
(
b
)
項
お
よ
び
(
d
)
項
に
お
け
る
特
重
施
設
を
用
い
た
対
策

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
安
全
技
術
課
長
，
訓
練
計
画
課
長
ま
た
は
発
電
課
長
に
報
告
す
る
。
安
全
技
術
課
長
，
訓
練
計
画
課
長

お
よ
び
発

電
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措

置
を
講
じ
る
。
 

４
 

原
子

力
部

長
は

，
重

大
事

故
等

発
生

時
の

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

事
項

を
含

む
計

画
を
定
め
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は

，
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施

基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

(
1
)

重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

(
2
)

重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

５
 
発
電
管
理

部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
計

画
に
基
づ
き
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を

実
施
す
る
。
 

６
 

発
電

管
理

部
長

は
，

第
５

項
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
ま
た
発
電
管
理
部

長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も

に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17

条
の

５
 

安
全

技
術

課
長

は
，

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備
と
し
て
，
次
の
事
項
を
含
む
計
画
（
発
電
課
長
が
定
め
る
計
画
に
含
ま
れ
る
事
項
を
除
く
）
を
定
め
，
原
子
炉

主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
係
る
計
画
を
定
め
，
原

子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事

故

等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
な
お
，
(
4
)
項
の
対
策
に
係
る
手
順
は
，
的
確

か
つ
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
処
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
（

以
下

「
対

策

要
員
」
と
い
う
。
）
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

(
2
)

対
策
要
員
に
対
す
る
教
育
お
よ
び
訓
練
を
，
以
下
の
と
お
り
実
施
す
る
こ
と

(
a
)

力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

(
b
)

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前

提
条

件
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

（
以

下
「

成
立

性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と

(
c
)

成
立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
，
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と

(
d
)

重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と

(
3
)

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
確

保
，

復
旧

作
業

お
よ

び
支

援
等

の
原

子

炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
，
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

(
4
)

重
大

事
故

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
以

下
の

事
項

に
関

す

る
こ
と

(
a
)

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
b
)

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
c
)

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
d
)

原
子
炉
停
止
時
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策

(
e
)

発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら
の
運
転
員
等
の
防
護

(
f
)

(
a
)
項
,
(
b
)
項
お
よ
び
(
d
)
項
に
お
け
る
特
重
施
設
を
用
い
た
対
策

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
重

大
事

故
等

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
安
全
技
術
課
長
ま
た
は
発
電
課
長
に
報
告
す
る
。
安
全
技
術
課
長
お
よ
び
発
電
課
長
は
，
第
１
項
に

定

め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

原
子

力
部

長
は

，
重

大
事

故
等

発
生

時
の

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

事
項

を
含

む
計

画
を
定
め
る
。
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実

施

基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
 

(
1
)

重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と

(
2
)

重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
き
，
重
大
事
故
等
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
実
施

す
る
。 

６
 
発
電
管
理
部
長
は
，
第
５
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基

づ
き

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
ま
た
発
電
管
理
部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と

と
も

に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
大
規
模
損
壊

発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17

条
の

６
 

安
全

技
術

課
長

お
よ

び
訓

練
計

画
課

長
は

，
大

規
模

な
自

然
災

害
ま

た
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

（
以

下
「

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

」
と

い
う

。
）

に
よ

る
原

子
炉

施
設

の
大

規
模

な
損

壊
が

発
生

し
た

場
合

（
以

下
「

大
規

模
損

壊
発

生
時

」
と

い
う

。
）

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

事
項

を
含

む
計

画
（

発
電

課
長

が
定

め
る

計
画

に
含

ま
れ

る
事

項
を

除
く

）
を

定
め

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
発

電
課

長
は

，
原

子
炉

施
設

の
運

転
に

係
る

計
画

を
定

め
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

計
画

の
策

定
に

あ
た

っ
て

は
，

添
付

３
に

示
す

「
重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
な
お
，
(
4
)
項
の
対
策
に
係
る
手
順

は
，
的
確
か
つ
状
況
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
処
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す

る
こ
と
 

(
2
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
以

下
の

教
育

お
よ

び

訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
 

(
a
)
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
b
)
 

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

技
術

的
能

力
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

お
よ

び
Ａ

Ｐ
Ｃ

等
時

の
操

作
の

前
提

条
件

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
訓

練
（

以
下

「
Ａ

Ｐ
Ｃ
等
時
の
成
立
性
の
確
認
訓
練
等
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
c
)
 

(
b
)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
，
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
 

(
d
)
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関

す
る
こ
と
 

(
4
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
以

下
の

事
項

に
関

す

る
こ
と
 

(
a
)
 
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
 

(
b
)
 
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
 

(
c
)
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
 

(
d
)
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
お

よ
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
 

(
e
)
 
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
 

(
f
)
 

(
b
)
項
，
(
c
)
項
お
よ
び
(
e
)
項
に
お
け
る
特
重
施
設
を
用
い
た
対
策
 

(
g
)
 

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

に
よ

る
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
特

重
施

設
を

用
い

た
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
に

よ
る

発
電

所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
異
常
な
水
準
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
安
全
技
術
課
長
，
訓
練
計
画
課
長
ま
た
は
発
電
課
長
に
報
告
す
る
。
安
全
技
術
課
長
，
訓
練
計
画
課
長

お
よ
び
発

電
課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措

置
を
講
じ
る
。
 

４
 

原
子

力
部

長
は

，
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
計

画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て

実
施
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
計

画
に
基
づ
き
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を

実
施
す
る
。
 

６
 

発
電

管
理

部
長

は
，

第
５

項
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と
と

も
に

，
評

価
の

結
果

に
基

づ
き

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
ま
た
発
電
管
理
部

長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も

に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。

 

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
17

条
の

６
 

安
全

技
術

課
長

は
，

大
規

模
な

自
然

災
害

ま
た

は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
（

以
下

「
Ａ

Ｐ
Ｃ

等
」

と
い

う
。

）
に

よ
る

原
子

炉
施

設
の

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
し

た
場

合
（

以
下

「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
事

項
を

含
む

計
画

（
発

電
課

長
が

定
め

る
計

画
に

含
ま

れ
る

事
項

を
除

く
）

を
定

め
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

，
所

長
の

承
認

を
得

る
。

発
電

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

運
転

に
係

る
計

画
を

定
め

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の
承

認
を

得
る

。
計

画
の

策
定

に
あ

た
っ

て
は

，
添

付
３

に
示

す
「

重
大

事
故

等
お

よ
び

大
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
な
お
，
(
4
)
項
の
対
策
に
係
る
手
順
は
，
的
確
か
つ
状
況
に

応
じ
て
柔
軟
に
対
処
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
1
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
要

員
の

配
置

に
関

す

る
こ
と
 

(
2
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
要

員
に

対
す

る
以

下
の

教
育

お
よ

び

訓
練
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
 

(
a
)
 
力
量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
b
)
 

重
大

事
故

の
発

生
お

よ
び

拡
大

の
防

止
に

必
要

な
措

置
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

技
術

的
能

力
を

満
足

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の

訓
練

（
以

下
「

技
術

的
能

力
の

確
認

訓
練

」
と

い
う

。
）

な
ら

び
に

技
術

的
能

力
の

成
立

性
の

確
認

訓
練

お
よ

び
Ａ

Ｐ
Ｃ

等
時

の
操

作
の

前
提

条
件

を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

の
訓

練
（

以
下

「
Ａ

Ｐ
Ｃ
等
時
の
成
立
性
の
確
認
訓
練
等
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
c
)
 

(
b
)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
，
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
 

(
d
)
 
重
大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
開
始
前
に
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
資

機
材

の
配

備
に

関

す
る
こ
と
 

(
4
)
 

大
規

模
損

壊
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
た

め
に

必
要

な
以

下
の

事
項

に
関

す

る
こ
と
 

(
a
)
 
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
 

(
b
)
 
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
 

(
c
)
 
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
 

(
d
)
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
水

位
を

確
保

す
る

た
め

の
対

策
お

よ
び

燃
料

体
の

著
し

い
損

傷
を

緩
和

す
る

た
め

の
対

策
 

(
e
)
 
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
 

(
f
)
 

(
b
)
項
，
(
c
)
項
お
よ
び
(
e
)
項
に
お
け
る
特
重
施
設
を
用
い
た
対
策
 

(
g
)
 

Ａ
Ｐ

Ｃ
等

に
よ

る
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
特

重
施

設
を

用
い

た
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
に

よ
る

発
電

所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
異
常
な
水
準
の
放
出
を
抑
制
す
る
た
め
の
対
策
 

２
 

各
課

長
は

，
前

項
の

計
画

に
基

づ
き

，
大

規
模

損
壊

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
安
全
技
術
課
長
ま
た
は
発
電
課
長
に
報
告
す
る
。
安
全
技
術
課
長
お
よ
び
発
電
課
長
は
，
第
１
項
に

定

め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ４
 

原
子

力
部

長
は

，
大

規
模

損
壊

発
生

時
の

支
援

に
関

す
る

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

に
つ

い
て

計
画

を
定

め
る

。
計

画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
，
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
っ

て

実
施
す
る
。
 

５
 
発
電
管
理
部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
計
画
に
基
づ
き
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
実
施

す
る
。 

６
 
発
電
管
理
部
長
は
，
第
５
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基

づ
き
 

必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
ま
た
発
電
管
理
部
長
は
，
第
４
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と

と
も

に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
臨
界
ボ
ロ
ン

濃
度
）
 

第
2
0
条
 
モ
ー

ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
は
，
表
2
0
－
１
で
定
め
る
事
項

を
運
転
上
の

制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
予
測
値
は
，
燃
料
取
替
後
，
実
効

大
出
力
運
転
日
数
が

6
0
日
を
超
え

る
ま
で
に
，
測
定
値
に
応
じ
た
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
臨
界
ボ
ロ

ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
，
次
の

各
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
モ
ー
ド
１
に
な
る
ま
で
に
１
回
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の

差
を
確
認

し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
実
効

大
出
力
運
転
日
数
が
6
0
日
に
達
し
て
以
降
，
１
ヶ
月

に
１
回
，

臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
を
確
認
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て

い
な
い
と
判

断
し
た
場
合
，
表
2
0
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長

は
，
同
表
の

措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
2
0
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値

の
差
 

±
1
0
0
p
p
m
以
内
で
あ
る
こ
と
 

 

 表
2
0
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
 

値
の
差
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

      

A
.
1
 
安
全
技
術
課
長
は
，
炉
心
設
計
お
よ
び
安
全

解
析
の
再
評
価
を
行
い
，
原
子
炉
の
継
続
運

転
が
許
容
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結

果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
安
全
技
術
課
長
は
，
必
要
に
応
じ
て
適
切
な

運
転
上
の
制
限
，
な
ら
び
に
確
認
項
目
お
よ

び
そ
の
頻
度
を
定
め
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

7
2
時
間
 

    

7
2
時
間
 

   

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡
 

 

1
2
時
間
 

 
 

（
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
）
 

第
2
0
条
 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
は
，
表
2
0
－
１
で
定
め
る
事
項

を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
予
測
値
は
，
燃
料
取
替
後
，
実
効

大
出
力
運
転
日
数
が

6
0
日
を
超
え
る
ま
で
に
，
測
定
値
に
応
じ
た
調
整
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る

た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
モ
ー
ド
１
に
な
る
ま
で
に
１
回
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の

差
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
実
効

大
出
力
運
転
日
数
が
6
0
日
に
達
し
て
以
降
，
１
ヶ
月

に
１
回
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
を
確
認
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値
の
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て

い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
2
0
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長

は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
2
0
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
値

の
差
 

±
1
0
0
p
p
m
以
内
で
あ
る
こ
と
 

 

 表
2
0
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
の
測
定
値
と
予
測
 

値
の
差
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

      

A
.
1
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
炉
心
設
計
お
よ
び
安
全

解
析
の
再
評
価
を
行
い
，
原
子
炉
の
継
続
運

転
が
許
容
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結

果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
必
要
に
応
じ
て
適
切
な

運
転
上
の
制
限
，
な
ら
び
に
確
認
項
目
お
よ

び
そ
の
頻
度
を
定
め
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

7
2
時
間
 

    

7
2
時
間
 

   

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡
 

 

1
2
時
間
 

 
 

      
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
減
速
材
温
度

係
数
）
 

第
2
1
条
 
モ
ー

ド
１
，
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
，
減
速
材
温
度
係
数
は
，
表
2
1
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
 

２
 
減
速
材
温

度
係
数
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
燃
料
取
替
に
伴
う
燃
料
装
荷
開
始
ま
で
に
，
減
速
材
温
度
係
数
を
解
析
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
モ
ー
ド
１
に
な
る
ま
で
に
１
回
，
減
速
材
温
度
係
数
が
負
で
あ
る
こ
と
を
測

定
に
よ
り

確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
減
速
材
温
度
係
数
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，

表
2
1
－
２
の

措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。 

 表
2
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

減
速
材
温
度
係
数
 

  

(
1
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
負
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
，

-7
8×

10
－
５
Δ
k/
k/
℃
以
上
で
 

 
 
 
あ
る
こ
と
 

 表
2
1
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
減
速
材
温
度
係
数
が
負
で
な
い
場
合
 

   

A
.
1
 
安
全
技
術
課
長
は
，
減
速
材
温
度
係
数
が
負

と
な
る
よ
う
に
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
引
抜

制
限
値
を
決
定
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に

通
知
す
る
。
 

2
4
時
間
 

   

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
未
臨
界
状
態
の
モ
ー
ド
２
に
す

る
。
 

1
2
時
間
 

 
 

（
減
速
材
温
度
係
数
）
 

第
2
1
条
 
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
，
減
速
材
温
度
係
数
は
，
表
2
1
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
 

２
 
減
速
材
温
度
係
数
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
取
替
に
伴
う
燃
料
装
荷
開
始
ま
で
に
，
減
速
材
温
度
係
数
を
解
析
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
モ
ー
ド
１
に
な
る
ま
で
に
１
回
，
減
速
材
温
度
係
数
が
負
で
あ
る
こ
と
を
測

定
に
よ
り
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
減
速
材
温
度
係
数
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，

表
2
1
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。 

 表
2
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

減
速
材
温
度
係
数
 

  

(
1
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
負
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
，

-7
8×

10
－
５
Δ
k/
k/
℃
以
上
で
 

 
 
 
あ
る
こ
と
 

 表
2
1
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
減
速
材
温
度
係
数
が
負
で
な
い
場
合
 

   

A
.
1
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
減
速
材
温
度
係
数
が
負

と
な
る
よ
う
に
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
引
抜

制
限
値
を
決
定
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に

通
知
す
る
。
 

2
4
時
間
 

   

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
未
臨
界
状
態
の
モ
ー
ド
２
に
す

る
。
 

1
2
時
間
 

 
 

     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
制
御
棒
動
作

機
能
）
 

第
2
2
条
 
モ
ー

ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
棒
動
作
機
能
は
，
表
2
2
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上

の
制
限
と
す

る
。
 

２
 
制
御
棒
動

作
機
能
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施

す
る
。
 

(
1
)

計
装
計
画
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
制
御
棒
の
全
引
抜
位
置
か
ら
の
落
下
時
間
（
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信

号
発
信
か
ら
全
ス
ト
ロ
ー
ク
の
8
5
％
に
至
る
ま
で
の
時
間
）
が
，
2
.
5
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を

当
直
長
に

通
知
す
る
。

(
2
)

当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
全
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
制
御
棒

を
バ
ン
ク

毎
に
動
か
し
て
，
各
制
御
棒
位
置
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
，
制
御
棒
が
固
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
。

(
3
)

当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
制
御
棒
毎
に
各
制
御
棒
位
置
が
，

ス
テ
ッ
プ

カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
当
直
長
は
モ
ー
ド
１
お

よ
び
２
（

臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
棒
位
置
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
４
時
間

に
１
回
，

制
御
棒
毎
に
各
制
御
棒
位
置
が
，
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

。

３
 
当
直
長
は

，
制
御
棒
動
作
機
能
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
１
と
判
断
し
た
場
合
,
表

22

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
制
御
棒
１
本
が
不
整
合
で
あ
る
場
合
は
安
全
技
術
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う

け
た
安
全
技

術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

※
１
：
制
御
棒

位
置
指
示
装
置
ま
た
は
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
動
作
不
良
に
よ
り
，
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ

の
表
示

値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
な
い
場
合
は
，
制
御
棒
の
不
整
合
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

表
2
2
－
１
 

項
 

目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
動
作
機
能

※
２
 

(
1
)
す
べ
て
の
制
御
棒
が
挿
入
不
能

※
３
で
な
い
こ
と

(
2
)
す
べ
て
の
制
御
棒
が
不
整
合

※
４
で
な
い
こ
と

※
２
：
制
御
棒

動
作
機
能
の
う
ち
，
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。

※
３

：
挿

入
不

能
と

は
，

機
械

的
固

着
の

た
め

，
制

御
棒

が
挿

入
で

き
な

い
こ

と
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）

 

※
４
：
不
整
合
と
は
，
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
な
い
場
合
を
い
う
｡

（
以
下

，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
制
御
棒
動
作
機
能
）
 

第
2
2
条
 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
棒
動
作
機
能
は
，
表
2
2
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
制
御
棒
動
作
機
能
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施

す
る
。
 

(
1
)

計
装
計
画
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
制
御
棒
の
全
引
抜
位
置
か
ら
の
落
下
時
間
（
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
信

号
発
信
か
ら
全
ス
ト
ロ
ー
ク
の
8
5
％
に
至
る
ま
で
の
時
間
）
が
，
2
.
5
秒
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を

当
直
長
に
通
知
す
る
。

(
2
)

当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
全
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
制
御
棒

を
バ
ン
ク
毎
に
動
か
し
て
，
各
制
御
棒
位
置
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
，
制
御
棒
が
固
着
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る
。

(
3
)

当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
制
御
棒
毎
に
各
制
御
棒
位
置
が
，

ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
当
直
長
は
モ
ー
ド
１
お

よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
棒
位
置
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
４
時
間

に
１
回
，
制
御
棒
毎
に
各
制
御
棒
位
置
が
，
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。

３
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
動
作
機
能
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
１
と
判
断
し
た
場
合
,
表

22

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
制
御
棒
１
本
が
不
整
合
で
あ
る
場
合
は
原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う

け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

※
１
：
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
ま
た
は
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
動
作
不
良
に
よ
り
，
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ

の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
な
い
場
合
は
，
制
御
棒
の
不
整
合
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

表
2
2
－
１
 

項
 

目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
動
作
機
能

※
２
 

(
1
)
す
べ
て
の
制
御
棒
が
挿
入
不
能

※
３
で
な
い
こ
と

(
2
)
す
べ
て
の
制
御
棒
が
不
整
合

※
４
で
な
い
こ
と

※
２
：
制
御
棒
動
作
機
能
の
う
ち
，
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。

※
３

：
挿

入
不

能
と

は
，

機
械

的
固

着
の

た
め

，
制

御
棒

が
挿

入
で

き
な

い
こ

と
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
 

※
４
：
不
整
合
と
は
，
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
な
い
場
合
を
い
う
｡

（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
2
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
制
御
棒
１
本
以
上
が
挿
入
不
能
で
あ

る
場
合
 

      

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
は
 

A
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

 
 
 
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

1
2
時
間
 

B
.
制
御
棒
１
本
が
不
整
合
で
あ
る
場
合
 

                         

B
.
1
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
の
不
整
合
を
復
旧
す
 

る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
は
 

B
.
2
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ

う
酸
に
よ
る
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
7
5
％
以
下

に
下
げ
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
3
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
4
 
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い
 
 

て
，
F
Ｎ

Δ
Ｈ
お
よ
び
F
Ｑ
(
Z
)
が
運
転
上
の
 
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
5
 
安
全
技
術
課
長
は
，
本
条
件
で
安
全
解
 
 

析
の
再
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
が
運
 
 

転
期
間
を
通
じ
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
 
 

確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
 
 

す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

１
時
間
 

   

２
時
間
 

  2
4
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

 

7
2
時
間
 

    

５
日

 

   

 

表
2
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
制
御
棒
１
本
以
上
が
挿
入
不
能
で
あ

る
場
合
 

      

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
は
 

A
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

 
 
 
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

1
2
時
間
 

B
.
制
御
棒
１
本
が
不
整
合
で
あ
る
場
合
 

                         

B
.
1
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
の
不
整
合
を
復
旧
す
 

る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

 
 
 
 
ま
た
は
 

B
.
2
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ

う
酸
に
よ
る
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
7
5
％
以
下

に
下
げ
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
3
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
｡
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
4
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い
 
 

て
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
お
よ
び
F
Ｑ
(
Z
)
が
運
転
上
の
 
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
2
.
5
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
本
条
件
で
安
全
解
 
 

析
の
再
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
が
運
 
 

転
期
間
を
通
じ
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
 
 

確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
 
 

す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

１
時
間
 

   

２
時
間
 

  2
4
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

 

7
2
時
間
 

    

５
日
 

   

 

                           
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
2
2
－
２
 
つ

づ
き

 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

C
.
条
件
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

 

1
2
時
間
 

 

D
.
２
本
以
上
の
制
御
棒
が
不
整
合
で
あ

る
場
合
 

      

D
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
は
 

D
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

 
 
 
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

1
2
時
間
 

 

表
2
2
－
２
 
つ
づ
き

 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

C
.
条
件
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

 

1
2
時
間
 

 

D
.
２
本
以
上
の
制
御
棒
が
不
整
合
で
あ

る
場
合
 

      

D
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
は
 

D
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k
 

 
 
 
以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

 
 
 
濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

１
時
間
 

  

１
時
間
 

   

1
2
時
間
 

 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
制
御
棒
の
挿

入
限
界
）
 

第
2
3
条
 
モ
ー

ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
制
御
棒
の
挿
入
限
界
は
，
表
2
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す

る
。
 

２
 
制
御
棒
の

挿
入
限
界
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実

施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
挿
入
限
界
を
定
め
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の

確
認
を
得
た
う
え
で
，
所
長
の
承
認
を
得
て
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
当
直
長

は
，
臨
界
操
作
開
始
前
の
４
時
間
以
内
に
，
臨
界
時
の
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び
停
止
グ
ル
ー
プ
バ

ン
ク
の
推

定
位
置
が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
各
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界
以
上
で

あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

 
(
4
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
各
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿

入
限
界
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制

御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
挿
入
限
界
異
常
低
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
な
場
合
，
４
時
間
に
１
回
,
各
制
御
グ
ル
ー

プ
バ
ン
ク

が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
5
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
炉
心
か
ら
全
引
抜
が
な
さ
れ
て

い
な
い
制

御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は

，
制
御
棒
の
挿
入
限
界
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
１
と
判
断
し
た
場
 

合
，
表
2
3
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
ま
た
は
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
動
作
不
良
に
よ
り
，
制
御
棒
位
置
が
定
め
ら
れ
た
挿
入
限

界
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

 表
2
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
の
挿
入
限
界
 

    

(
1
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界

以
上
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン

ク
が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
を
満

足
し
て

い
る
こ
と
 

 

（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
 

第
2
3
条
 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
制
御
棒
の
挿
入
限
界
は
，
表
2
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す

る
。
 

２
 
制
御
棒
の
挿
入
限
界
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実

施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
挿
入
限
界
を
定
め
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
た
う
え
で
，
所
長
の
承
認
を
得
て
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
当
直
長
は
，
臨
界
操
作
開
始
前
の
４
時
間
以
内
に
，
臨
界
時
の
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び
停
止
グ
ル
ー
プ
バ

ン
ク
の
推
定
位
置
が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
各
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
4
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
各
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿

入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制

御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
挿
入
限
界
異
常
低
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
な
場
合
，
４
時
間
に
１
回
,
各
制
御
グ
ル
ー

プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
5
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
1
2
時
間
に
１
回
，
炉
心
か
ら
全
引
抜
が
な
さ
れ
て

い
な
い
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
の
挿
入
限
界
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
１
と
判
断
し
た
場
 

合
，
表
2
3
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
ま
た
は
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
動
作
不
良
に
よ
り
，
制
御
棒
位
置
が
定
め
ら
れ
た
挿
入
限

界
を
下
回
っ
て
い
る
場
合
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

 表
2
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
の
挿
入
限
界
 

    

(
1
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界

以
上
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
（
臨
界
状
態
）
に
お
い
て
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン

ク
が
挿
入
限
界
以
上
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
 

 

     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
2
3
－
２
 

条
 

件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
ま
た
は
制
御

グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界
を
下

回
っ
て
い
る
場
合

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

ま
た
は
 

A
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び

制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
を
挿
入
限
界
以
上
に

復
旧
す
る
。
 

１
時
間
 

１
時
間
 

２
時
間
 

B
.
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
オ
ー
バ
ラ

ッ
プ
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合

B
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

ま
た
は
 

B
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
オ

ー
バ
ラ
ッ
プ
を
正
常
な
状
態
に
復
旧
す
る
｡
 

１
時
間
 

１
時
間
 

２
時
間
 

C
.
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

1
2
時
間
 

表
2
3
－
２
 

条
 

件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
ま
た
は
制
御

グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
挿
入
限
界
を
下

回
っ
て
い
る
場
合

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

ま
た
は
 

A
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
お
よ
び

制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
を
挿
入
限
界
以
上
に

復
旧
す
る
。
 

１
時
間
 

１
時
間
 

２
時
間
 

B
.
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
が
オ
ー
バ
ラ

ッ
プ
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合

B
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
 

ま
た
は
 

B
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
1
.
8
％
Δ
k
/
k

以
上
と
な
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
 

濃
縮
操
作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
制
御
グ
ル
ー
プ
バ
ン
ク
の
オ

ー
バ
ラ
ッ
プ
を
正
常
な
状
態
に
復
旧
す
る
｡
 

１
時
間
 

１
時
間
 

２
時
間
 

C
.
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。

1
2
時
間
 

本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
制
御
棒
位
置

指
示
）
 

第
2
4
条
 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
制
御
棒
位
置
指
示
は
，
表

2
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
制
御
棒
位
置
指
示
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。 

 
(
1
)
 
 
計
装
計
画
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
制
御
棒
の
移
動
範
囲
に
お
い
て
，
各
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ

ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
｡
 

３
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
 

表
2
4
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
は
，
安
全
技
術
課
長
 

に
通
知
す
る

。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
，
こ
の
措
置
は
，
制
御
棒
 

位
置
指
示
装

置
は
制
御
棒
毎
，
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
は
バ
ン
ク
毎
に
，
個
別
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 表
2
4
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

 

制
御
棒
位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
※

１
 

※
１
：
制
御
棒

位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
 

お
よ
び

ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
指
示
に
よ
り
制
御
棒
の
位
置
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
い
う
。

 

（
制
御
棒
位
置
指
示
）
 

第
2
4
条
 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
，
制
御
棒
位
置
指
示
は
，
表
2
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。 

２
 
制
御
棒
位
置
指
示
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。 

 
(
1
)
 
 
計
装
計
画
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
制
御
棒
の
移
動
範
囲
に
お
い
て
，
各
制
御
棒
位
置
が
ス
テ
ッ
プ
カ

ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
±
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
｡
 

３
 
当
直
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
 

表
2
4
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
は
，
原
子
燃
料
課
長
 

に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
，
こ
の
措
置
は
，
制
御
棒
 

位
置
指
示
装
置
は
制
御
棒
毎
，
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
は
バ
ン
ク
毎
に
，
個
別
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 表
2
4
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

 

制
御
棒
位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
※
１
 

※
１
：
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置

お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
指
示
に
よ
り
制
御
棒
の
位
置
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

      
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）

 
 

 
 

26



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
2
4
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
 

で
あ
る
場
合
 

       

A
.
1
 
安
全
技
術
課
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置

の
動
作
不
能
に
よ
り
位
置
表
示
が
さ
れ
な
く

な
っ
た
制
御
棒
の
位
置
を
，
炉
内
核
計
装
装

置
を
用
い
て
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

 ま
た
は
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

８
時
間
 

そ
の

後
の

８
時

間
に

１

回
 

た
だ

し
，

制
御

棒
の

移

動
が

な
い

場
合

は
，

１

日
に
１
回
 

 

８
時
間
 

 

B
.
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
 

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
そ
の
制
御
棒

が
終

確
認

位
置

か
ら

一
方

向
に

2
4

ス
テ
ッ
プ
を
超
え
る
移
動
が
あ
る
場

合
 

   

B
.
1
 
安
全
技
術
課
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置

の
動
作
不
能
に
よ
り
位
置
表
示
が
さ
れ
な
く

な
っ
た
制
御
棒
の
位
置
を
，
炉
内
核
計
装
装

置
を
用
い
て
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

４
時
間
 

     

８
時
間
 

 

C
.
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

        

C
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
バ
ン
ク
に
お
け
る
制
御

棒
位
置
指
示
装
置
の
す
べ
て
が
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
お
よ
び
 

C
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
当
該
バ
ン
ク
に
お
け
る
各
制

御
棒
位
置
の
差
が
，
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

８
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

 ８
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

 

８
時
間
 

 

D
.
条
件
Ａ
，
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

 
 
ま
た
は
 

 
 
１
つ
の
制
御
棒
に
対
し
て
制
御
棒
位

置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ

ン
タ
の
両
方
が
動
作
不
能
で
あ
る
場

合
 

D
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

     

1
2
時
間
 

     

 

表
2
4
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
 

で
あ
る
場
合
 

       

A
.
1
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置

の
動
作
不
能
に
よ
り
位
置
表
示
が
さ
れ
な
く

な
っ
た
制
御
棒
の
位
置
を
，
炉
内
核
計
装
装

置
を
用
い
て
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

 ま
た
は
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

８
時
間
 

そ
の

後
の

８
時

間
に

１

回
 

た
だ

し
，

制
御

棒
の

移

動
が

な
い

場
合

は
，

１

日
に
１
回
 

 

８
時
間
 

 

B
.
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
 

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
，
そ
の
制
御
棒

が
終

確
認

位
置

か
ら

一
方

向
に

2
4

ス
テ
ッ
プ
を
超
え
る
移
動
が
あ
る
場

合
 

   

B
.
1
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
制
御
棒
位
置
指
示
装
置

の
動
作
不
能
に
よ
り
位
置
表
示
が
さ
れ
な
く

な
っ
た
制
御
棒
の
位
置
を
，
炉
内
核
計
装
装

置
を
用
い
て
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長

に
通
知
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

４
時
間
 

     

８
時
間
 

 

C
.
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

        

C
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
バ
ン
ク
に
お
け
る
制
御

棒
位
置
指
示
装
置
の
す
べ
て
が
，
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
お
よ
び
 

C
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
当
該
バ
ン
ク
に
お
け
る
各
制

御
棒
位
置
の
差
が
，
1
2
ス
テ
ッ
プ
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

８
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

 ８
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

 

８
時
間
 

 

D
.
条
件
Ａ
，
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

 
 
ま
た
は
 

 
 
１
つ
の
制
御
棒
に
対
し
て
制
御
棒
位

置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ

ン
タ
の
両
方
が
動
作
不
能
で
あ
る
場

合
 

D
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

     

1
2
時
間
 

     

 

  
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）

 
 

 
 

27



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
炉
物
理
検
査

 
－
モ
ー
ド
２
－
）
 

第
2
6
条
 
モ
ー

ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
時

※
１
に
お
い
て
，
第
2
1
条
（
減
速
材
温
度
係
数
）
，
第
2
2
条
（
制
御
棒
動
作
機
能
）

お
よ
び
第
2
3
条
（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
停
止
余
裕
は
，
表
2
6
－

１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
停
止
余
裕
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
発
電
課
長
は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
開
始
ま
で
に
，
第

3
3
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
規
定
に
も
と

づ
く
出
力
領
域
お
よ
び
中
間
領
域
中
性
子
束
計
装
に
関
す
る
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
確
認
が
完
了
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
開
始
ま
で
に
，
炉
物
理
検
査
時
の
停
止
余
裕
を
解
析
に
よ
り
確

認
す
る
と

と
も
に
，
モ
ー
ド
２
（
臨
界
に
な
る
ま
で
の
期
間
を
除
く
。
）
で
の
炉
物
理
検
査
時
の
う
ち

も
制
御
棒

を
挿
入
し

た
状
態
に
お
い
て
，
１
回
，
停
止
余
裕
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
時
に
お
い
て
，
１
時
間
に
１
回
，
モ
ー
ド
２
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
停
止
余
裕
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
 

当
直
長
に
通

知
す
る
。
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
の
通
 

知
を
う
け
た

場
合
，
ま
た
は
モ
ー
ド
１
の
状
態
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
，
表
2
6
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
モ
ー
ド

２
で
の
炉
物
理
検
査
時
と
は
，
燃
料
取
替
後
の
モ
ー
ド
２
（
起
動
時
）
の
開
始
か
ら
所
要
の
炉
物
理
検
査

を
終
了

す
る
ま
で
の
期
間
を
い
い
，
臨
界
検
査
，
減
速
材
温
度
係
数
測
定
検
査
，
零
出
力
時
出
力
分
布
測
定
検
査
，

制
御
棒

価
値
測
定
検
査
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
測
定
検
査
，
原
子
炉
停
止
余
裕
検
査
お
よ
び

小
停
止
余
裕
ボ
ロ
ン

濃
度
測

定
検
査
の
う
ち
か
ら
必
要
事
項
を
実
施
す
る
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
2
6
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

停
止
余
裕
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
で
あ
る
こ
と
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

表
2
6
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
停
止
余
裕
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
運
転
上
の
制
限
を

満
足
す
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
濃
縮
操

作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
第
2
1
条
（
減
速
材
温
度
係
数
）
，
第
2
2
条
 

（
制
御
棒
動
作
機
能
）
お
よ
び
第
2
3
条
 

（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
の
適
用
を
開
始
 

す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

１
時
間
 

  

B
.
モ
ー
ド
１
の
状
態
で
あ
る
場
合
 

 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
し
ゃ
断
器
を

開
く
。
 

速
や
か
に
 

 
 

（
炉
物
理
検
査
 
－
モ
ー
ド
２
－
）
 

第
2
6
条
 
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
時

※
１
に
お
い
て
，
第
2
1
条
（
減
速
材
温
度
係
数
）
，
第
2
2
条
（
制
御
棒
動
作
機
能
）

お
よ
び
第
2
3
条
（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
停
止
余
裕
は
，
表
2
6
－

１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
停
止
余
裕
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
発
電
課
長
は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
開
始
ま
で
に
，
第

3
3
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
規
定
に
も
と

づ
く
出
力
領
域
お
よ
び
中
間
領
域
中
性
子
束
計
装
に
関
す
る
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能
確
認
が
完
了
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
開
始
ま
で
に
，
炉
物
理
検
査
時
の
停
止
余
裕
を
解
析
に
よ
り
確

認
す
る
と
と
も
に
，
モ
ー
ド
２
（
臨
界
に
な
る
ま
で
の
期
間
を
除
く
。
）
で
の
炉
物
理
検
査
時
の
う
ち

も
制
御
棒

を
挿
入
し
た
状
態
に
お
い
て
，
１
回
，
停
止
余
裕
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
時
に
お
い
て
，
１
時
間
に
１
回
，
モ
ー
ド
２
の
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
停
止
余
裕
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
 

当
直
長
に
通
知
す
る
。
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
の
通
 

知
を
う
け
た
場
合
，
ま
た
は
モ
ー
ド
１
の
状
態
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
，
表
2
6
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
モ
ー
ド
２
で
の
炉
物
理
検
査
時
と
は
，
燃
料
取
替
後
の
モ
ー
ド
２
（
起
動
時
）
の
開
始
か
ら
所
要
の
炉
物
理
検
査

を
終
了
す
る
ま
で
の
期
間
を
い
い
，
臨
界
検
査
，
減
速
材
温
度
係
数
測
定
検
査
，
零
出
力
時
出
力
分
布
測
定
検
査
，

制
御
棒
価
値
測
定
検
査
，
臨
界
ボ
ロ
ン
濃
度
測
定
検
査
，
原
子
炉
停
止
余
裕
検
査
お
よ
び

小
停
止
余
裕
ボ
ロ
ン

濃
度
測
定
検
査
の
う
ち
か
ら
必
要
事
項
を
実
施
す
る
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
2
6
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

停
止
余
裕
 

1
.
8
％
Δ

k/
k
以
上
で
あ
る
こ
と
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

表
2
6
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
停
止
余
裕
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
は
，
停
止
余
裕
が
運
転
上
の
制
限
を

満
足
す
る
よ
う
に
，
ほ
う
酸
に
よ
る
濃
縮
操

作
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
第
2
1
条
（
減
速
材
温
度
係
数
）
，
第
2
2
条
 

（
制
御
棒
動
作
機
能
）
お
よ
び
第
2
3
条
 

（
制
御
棒
の
挿
入
限
界
）
の
適
用
を
開
始
 

す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

１
時
間
 

  

B
.
モ
ー
ド
１
の
状
態
で
あ
る
場
合
 

 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
し
ゃ
断
器
を

開
く
。
 

速
や
か
に
 

 
 

        
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
原
子
炉
熱
出

力
）
 

第
2
8
条
 
モ
ー

ド
１
に
お
い
て
，
原
子
炉
熱
出
力

※
１
は
，
表
2
8
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
原
子
炉
熱
出
力
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
に
つ
い
て
運
転
管
理
目
標
を
定
め
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
，
当

直
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
１
時
間
に
１
回
，
原
子
炉
熱
出
力
の
瞬
時
値

※
２
お
よ
び
１
時
間
平
均
値

※
３
を
確
認

す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
４
と

判
断

し
た

場
合

，
表

2
8

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
｡
 

 ※
１
：
本
条
に
お
け
る
原
子
炉
熱
出
力
と
は
，
蒸
気
発
生
器
熱
出
力
を
い
う
。
 

※
２
：
瞬
時
値
は
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
１
分
値
を
い
う
。
た
だ
し
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
の

故
障
等
に

よ
り
値
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
の
指
示
計
ま
た
は
記
録
計

の
読
み
値

か
ら
換
算
し
た
値
を
い
う
。
 

※
３
：
１
時
間
平
均
値
は
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
該
１
時
間
の
瞬
時
値
の
平
均
値
を
い
う

。
た
だ
し
，

プ
ラ
ン
ト
計
算
機
の
故
障
等
に
よ
り
値
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
出
力
領
域
中
性
子
束

計
装
の
記

録
計
の
読
み
値
か
ら
換
算
し
た
値
を
い
う
。
 

※
４
：
定
期
的
な
機
器
の
切
替
や
原
子
炉
熱
出
力
の
ゆ
ら
ぎ
等
に
伴
い
発
生
す
る
瞬
時
値
の
逸
脱
は
，
運
転
上

の
制
限
を

満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

 表
2
8
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

原
子
炉
熱
出
力
 

2
,
6
6
0
M
W
t
以
下
で
あ
る
こ
と
 

 表
2
8
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
原
子
炉
熱
出
力
が
運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
す
る
よ

う
に
原
子
炉
熱
出
力
を
下
げ
る
措
置
を
 

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  
 

（
原
子
炉
熱
出
力
）
 

第
2
8
条
 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
原
子
炉
熱
出
力

※
１
は
，
表
2
8
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
原
子
炉
熱
出
力
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
に
つ
い
て
運
転
管
理
目
標
を
定
め
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
，
当

直
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
１
時
間
に
１
回
，
原
子
炉
熱
出
力
の
瞬
時
値

※
２
お
よ
び
１
時
間
平
均
値

※
３
を
確
認

す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

※
４
と

判
断

し
た

場
合

，
表

2
8

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
｡
 

 ※
１
：
本
条
に
お
け
る
原
子
炉
熱
出
力
と
は
，
蒸
気
発
生
器
熱
出
力
を
い
う
。
 

※
２
：
瞬
時
値
は
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
１
分
値
を
い
う
。
た
だ
し
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
の
故
障
等
に

よ
り
値
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
の
指
示
計
ま
た
は
記
録
計
の
読
み
値

か
ら
換
算
し
た
値
を
い
う
。
 

※
３
：
１
時
間
平
均
値
は
，
プ
ラ
ン
ト
計
算
機
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
当
該
１
時
間
の
瞬
時
値
の
平
均
値
を
い
う
。
た
だ
し
，

プ
ラ
ン
ト
計
算
機
の
故
障
等
に
よ
り
値
の
確
認
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
の
記

録
計
の
読
み
値
か
ら
換
算
し
た
値
を
い
う
。
 

※
４
：
定
期
的
な
機
器
の
切
替
や
原
子
炉
熱
出
力
の
ゆ
ら
ぎ
等
に
伴
い
発
生
す
る
瞬
時
値
の
逸
脱
は
，
運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

 表
2
8
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

原
子
炉
熱
出
力
 

2
,
6
6
0
M
W
t
以
下
で
あ
る
こ
と
 

 表
2
8
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
原
子
炉
熱
出
力
が
運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
す
る
よ

う
に
原
子
炉
熱
出
力
を
下
げ
る
措
置
を
 

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  
 

   
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
熱
流
束
熱
水
路
係
数
 
(
F
Ｑ
(
Z
))

) 

第
2
9
条
 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
F
Ｑ
(
Z
)
は
，
表
2
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
F
Ｑ
(
Z
)
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を

行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
，
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い

て
，
１
ヶ

月
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
を
確
認
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

，
表

2
9
－

２

の
措
置
を
講

じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
お
よ

び
計
装
計

画

課
長
は
，
同

表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
2
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

F
Ｑ
(
Z)
 

  

原
子

炉
熱

出
力

が
5
0
％

を
超

え
る

場
合

，
2
.
3
2
/
P
※
１
×

K
(
Z
)
※
２
以

下
で
あ
 

る
こ
と
 

原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
下
の
場
合
，
4
.
6
4
×

K
(
Z
)
以
下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
，
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る
割
合
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２
：
K
(
Z
)
は
，
図
2
9
に
示
す
炉
心
高
さ
Z
に
依
存
す
る
F
Ｑ
制
限
係
数
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

（
熱
流
束
熱
水
路
係
数
 
(
F
Ｑ
(
Z
))
) 

第
2
9
条
 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
F
Ｑ
(
Z
)
は
，
表
2
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
F
Ｑ
(
Z
)
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を

行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
，
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い

て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
を
確
認
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
が

第
１

項
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な

い
と

判
断

し
た

場
合

，
表

2
9
－

２

の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
お
よ
び
計
装
計
画

課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
2
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

F
Ｑ
(
Z)
 

  

原
子

炉
熱

出
力

が
5
0
％

を
超

え
る

場
合

，
2
.
3
2
/
P
※
１
×

K
(
Z
)
※
２
以

下
で
あ
 

る
こ
と
 

原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
下
の
場
合
，
4
.
6
4
×

K
(
Z
)
以
下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
，
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る
割
合
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２
：
K
(
Z
)
は
，
図

2
9
に
示
す
炉
心
高
さ

Z
に
依
存
す
る

F
Ｑ
制
限
係
数
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

   
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
2
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.F

Ｑ
(
Z
)
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
 

て
い
な
い
場
合
 
 

 
 

                    

A
.
1
 
当
直
長
は
，
F
Ｑ
(
Z
)
の
運
転
上
の
制
限
の
超

過
分
１
％
あ
た
り
原
子
炉
熱
出
力
を
１
％
以

上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力

偏
差
の
許
容
運
転
制
限
範
囲
を

F Ｑ
(Z
)の

運
転

上
の
制
限
の
超
過
分
（
％
）
だ
け
下
げ
，
そ

の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
計
装
計
画
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
の

運
転

上
の

制

限
の
超
過
分
１
％
あ
た
り
出
力
領
域
中
性
子

束
高
ト
リ
ッ
プ
設
定
値
を
１
％
以
上
下
げ
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
計
装
計
画
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
の

運
転

上
の

制

限
の
超
過
分
１
％
あ
た
り
過
出
力
Δ
Ｔ
ト
リ

ッ
プ
設
定
値
を
１
％
以
上
下
げ
，
そ
の
結
果

を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
5
 
安
全
技
術
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 

を
行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
お
よ
び

FＮ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の

結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

1
5分

 

   

４
時
間
 

    

８
時
間
 

    

7
2
時
間
 

    原
子
炉
熱
出
力
が
措
置
 

A
.1

の
制

限
値

を
超

え

て
増
加
す
る
前
 

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
２
に
す
る
 

 

1
2
時
間
 

 
 

表
2
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.F

Ｑ
(
Z
)
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
 

て
い
な
い
場
合
 
 

 
 

                    

A
.
1
 
当
直
長
は
，
F
Ｑ
(
Z
)
の
運
転
上
の
制
限
の
超

過
分
１
％
あ
た
り
原
子
炉
熱
出
力
を
１
％
以

上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力

偏
差
の
許
容
運
転
制
限
範
囲
を

F Ｑ
(Z
)の

運
転

上
の
制
限
の
超
過
分
（
％
）
だ
け
下
げ
，
そ

の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
計
装
計
画
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
の

運
転

上
の

制

限
の
超
過
分
１
％
あ
た
り
出
力
領
域
中
性
子

束
高
ト
リ
ッ
プ
設
定
値
を
１
％
以
上
下
げ
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
計
装
計
画
課
長
は
，
F Ｑ

(
Z
)
の

運
転

上
の

制

限
の
超
過
分
１
％
あ
た
り
過
出
力
Δ
Ｔ
ト
リ

ッ
プ
設
定
値
を
１
％
以
上
下
げ
，
そ
の
結
果

を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
5
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 

を
行
い
，
F
Ｑ
(
Z
)
お
よ
び

FＮ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の

結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

1
5分

 

   

４
時
間
 

    

８
時
間
 

    

7
2
時
間
 

    原
子
炉
熱
出
力
が
措
置
 

A
.1

の
制

限
値

を
超

え

て
増
加
す
る
前
 

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
２
に
す
る
 

 

1
2
時
間
 

 
 

                     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

図
2
9 

 
図

2
9 

 

 
本
頁
変
更
な
し

 
 

   

運
転
領
域

   

(0
.5
,1
.0
0)

   

(1
.0
,0
.9
2
5)

   

0
   

0
.2

   

0
.4

   

0
.6

   

0
.8

   

1
 

1
.2

   

炉
心
高

さ
 ( 相

対
高

さ
 )  

 

Ｋ(Ｚ) 

0
.2

 
0
.4

 
0
.6

 
0
.8

 
1.
0
 

   

運
転
領
域

   

(0
.5
,1
.0
0)

   

(1
.0
,0
.9
2
5)

   

0
   

0
.2

   

0
.4

   

0
.6

   

0
.8

   

1
 

1
.2

   

炉
心
高

さ
 ( 相

対
高

さ
 )  

 

Ｋ(Ｚ) 

0
.2

 
0
.4

 
0
.6

 
0
.8

 
1.
0
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
核

的
エ

ン
タ

ル
ピ

上
昇

熱
水

路
係

数
 
(
F
Ｎ
Δ
Ｈ
)
) 

第
3
0
条
 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
は
，

表
3
0
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
F
Ｎ

Δ
Ｈ
が

前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
，
炉
内
出
力
分

布
測
定
を

行
い
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
，
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
に
お
い

て
，
１
ヶ

月
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
，
F
Ｎ

Δ
Ｈ
を
確
認
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術
課
長
は
，
FＮ

Δ
Ｈ
が

第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
3
0
－
２

の
措
置
を
講

じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
お
よ
び
計
装
計

画
課
長
は
，

同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
0
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

F
Ｎ
Δ
Ｈ
 

1
.6

4(
１

+ 
0.
3
(１

－
P
※

１
)
)
以
下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
，
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る
割
合

 

（
核

的
エ

ン
タ

ル
ピ

上
昇

熱
水

路
係

数
 
(
F
Ｎ
Δ
Ｈ
)
) 

第
3
0
条
 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
は
，
表
3
0
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
取
替
後
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測

定
を

行
い
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
，
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１

に
お
い

て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
を
確
認
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
FＮ

Δ
Ｈ
が

第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表

30
－
２

の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
当
直
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
お
よ
び
計
装
計

画
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
0
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

F
Ｎ
Δ
Ｈ
 

1
.6

4(
１

+ 
0.
3
(１

－
P
※
１
)
)
以
下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
，
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る
割
合
 

   
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
3
0
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 
F
Ｎ

Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
 

て
い
な
い
場
合

※
２
 

                       

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
F
Ｎ

Δ
Ｈ
の
運
転
上
の
制
限
を
満

足
さ
せ
る
。
 

 
 
 
ま
た
は
 

A
.
1
.
2
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以

下
に
下
げ
る
。
 

 
 
 
 
お
よ
び
 

A
.
1
.
2
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
出
力
領
域
中
性
子

束
高
ト
リ
ッ
プ
設
定
値
を
5
5
％
以
下
に

下
げ
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
安

全
技

術
課

長
は

，
炉

内
出

力
分
布

測
定

を

実
施
し
，
F
Ｎ

Δ
Ｈ
お
よ
び

F Ｑ
(Z
)が

運
転
上
の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
 

し
,
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
安
全
技
術
課
長
は
，
所
定
の
出
力
以
上
に
上

昇
す
る
前
に
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
実
施

し
，
F
Ｎ

Δ
Ｈ
お
よ
び

F Ｑ
(Z
)が

運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果

を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
３
。
 

    

４
時
間
 

  

４
時
間
 

  

８
時
間
 

    

2
4
時
間
 

    原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
9
5
％

以
上

と
な

っ
た

後
の

2
4

時
間
以
内
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
２
に
す
る
。
 

 

1
2
時
間
 

 

※
２
：
条
件
Ａ

に
至
っ
た
場
合
は
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
，
A
.
3
の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

※
３
：
本
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
，
原
子
炉
熱
出
力
を
下
げ
る
必
要
は
な
い
。

 

表
3
0
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
 

て
い
な
い
場
合

※
２
 

                       

A
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
の
運
転
上
の
制
限
を
満

足
さ
せ
る
。
 

 
 
 
ま
た
は
 

A
.
1
.
2
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以

下
に
下
げ
る
。
 

 
 
 
 
お
よ
び
 

A
.
1
.
2
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
出
力
領
域
中
性
子

束
高
ト
リ
ッ
プ
設
定
値
を
5
5
％
以
下
に

下
げ
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
原

子
燃

料
課

長
は

，
炉

内
出

力
分
布

測
定

を

実
施
し
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
お
よ
び

F Ｑ
(Z
)が

運
転
上
の
制

限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
 

し
,
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
所
定
の
出
力
以
上
に
上

昇
す
る
前
に
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
実
施

し
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
お
よ
び

F Ｑ
(Z
)が

運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果

を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
３
。
 

    

４
時
間
 

  

４
時
間
 

  

８
時
間
 

    

2
4
時
間
 

    原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
9
5
％

以
上

と
な

っ
た

後
の

2
4

時
間
以
内
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
２
に
す
る
。
 

 

1
2
時
間
 

 

※
２
：
条
件
Ａ
に
至
っ
た
場
合
は
，
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
，
A
.
3
の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

※
３
：
本
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
，
原
子
炉
熱
出
力
を
下
げ
る
必
要
は
な
い
。
 

             
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
軸
方
向
中
性

子
束
出
力
偏
差
）
 

第
3
1
条
 
モ
ー

ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
は
，
表
3
1
－
１
で

定
め
る
事
項

を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
軸
方
向
中

性
子
束
出
力
偏
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各

号
を
実
施
す

る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
お
よ
び
許
容
運
転
制
限
範
囲
を
定
め
，
原
子
炉
主

任
技
術
者

の
確
認
を
得
た
う
え
で
，
所
長
の
承
認
を
得
て
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
実
測
に
よ

る
出
力
領

域
の
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
目
標
値
の
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
た
だ

し
，
燃
料

取
替
終
了
後
，
実
測
に
よ
る
評
価
を
行
う
ま
で
は
，
解
析
に
よ
る
目
標
値
の
評
価
で
代
替
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
軸
方
向
中
性
子
束

出
力
偏
差

を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
制
限
値
超
過
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
軸
方
向
中

性
子
束
出

力
偏
差
の
異
常
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
な
場
合
，
原
子
炉
熱
出
力
が
9
0
％
以
上
の
と
き
は
1
5
分
に

１
回
，
9
0
％
未
満
の
と
き
は
１
時
間
に
１
回
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は

，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
 

た
場
合
，
表
3
1
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
｡
 

 表
3
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
 

   

(
1
)
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
上
の
場
合
，
目
標
範
囲
内
に
あ
る
こ
 

 
  
と

※
１

※
２

※
３
 

(
2
)
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
5
0
％
未
満
の
場
合
，
許
容
運
転
制
限
範

囲
内
に
あ
る
こ
と
 

※
１
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
り
，
過
去
2
4
時
間
の
累
積
ペ
ナ
ル
テ
ィ
逸
脱
時
 

間
（
原

子
炉
熱
出
力
5
0
％
以
上
9
0
％
未
満
に
お
け
る
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
で
の
目
標
範
囲
逸
脱
の
実
時
間
 

と
，
5
0
％
未
満
に
お
け
る
目
標
範
囲
逸
脱
の
実
時
間
を
1
/
2
と
し
て
合
計
し
た
時
間
）
が
１
時
間
以
内
で
あ
れ
 

ば
，
原

子
炉
熱
出
力
9
0
％
未
満
に
お
け
る
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
２
：
軸
方
向

中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
る
限
り
，
炉
内
外
核
計
装
照
合
校
正
期
間
中
に
 

お
け
る
の
べ
1
6
時
間
ま
で
の
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
３
：
軸
方
向

中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
る
限
り
，
原
子
炉
熱
出
力
を
1
5
％
以
下
に
下
げ
 

る
た
め

の
操
作
中
に
お
け
る
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。

 

（
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
）
 

第
3
1
条
 
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
は
，
表
3
1
－
１
で

定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各

号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
お
よ
び
許
容
運
転
制
限
範
囲
を
定
め
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
た
う
え
で
，
所
長
の
承
認
を
得
て
，
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
実
測
に
よ

る
出
力
領
域
の
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
目
標
値
の
評
価
を
行
い
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
た
だ

し
，
燃
料
取
替
終
了
後
，
実
測
に
よ
る
評
価
を
行
う
ま
で
は
，
解
析
に
よ
る
目
標
値
の
評
価
で
代
替
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
軸
方
向
中
性
子
束

出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
制
限
値
超
過
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
軸
方
向
中

性
子
束
出
力
偏
差
の
異
常
を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
な
場
合
，
原
子
炉
熱
出
力
が
9
0
％
以
上
の
と
き
は
1
5
分
に

１
回
，
9
0
％
未
満
の
と
き
は
１
時
間
に
１
回
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
 

た
場
合
，
表
3
1
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
｡
 

 表
3
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
 

   

(
1
)
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
上
の
場
合
，
目
標
範
囲
内
に
あ
る
こ
 

 
  
と

※
１
※
２
※

３
 

(
2
)
原
子
炉
熱
出
力
が
1
5
％
を
超
え
5
0
％
未
満
の
場
合
，
許
容
運
転
制
限
範

囲
内
に
あ
る
こ
と
 

※
１
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
り
，
過
去
2
4
時
間
の
累
積
ペ
ナ
ル
テ
ィ
逸
脱
時
 

間
（
原
子
炉
熱
出
力
5
0
％
以
上
9
0
％
未
満
に
お
け
る
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
で
の
目
標
範
囲
逸
脱
の
実
時
間
 

と
，
5
0
％
未
満
に
お
け
る
目
標
範
囲
逸
脱
の
実
時
間
を
1
/
2
と
し
て
合
計
し
た
時
間
）
が
１
時
間
以
内
で
あ
れ
 

ば
，
原
子
炉
熱
出
力
9
0
％
未
満
に
お
け
る
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
２
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
る
限
り
，
炉
内
外
核
計
装
照
合
校
正
期
間
中
に
 

お
け
る
の
べ
1
6
時
間
ま
で
の
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
３
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
あ
る
限
り
，
原
子
炉
熱
出
力
を
1
5
％
以
下
に
下
げ
 

る
た
め
の
操
作
中
に
お
け
る
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
逸
脱
は
許
容
さ
れ
る
。
 

     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
3
1
－
２
 

条
 

件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
原
子
炉
熱
出
力
9
0
％
以
上
に
お
い

て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が

目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合

※
４

A
.
1
 
当
直
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
を

目
標
範
囲
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

1
5分

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
9
0
％
未
満
に

下
げ
る
。
 

1
5分

 

C
.
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
上
9
0
％
未

満
に
お
い
て
，
過
去
2
4
時
間
の
累
積

ペ
ナ
ル
テ
ィ
逸
脱
時
間
が
１
時
間
を

超
え
る
場
合
，
ま
た
は
軸
方
向
中
性

子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範

囲
内
に
な
い
場
合

※
５

C
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
未
満
に

下
げ
る
。

※
６
 

3
0分

 

D
.
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
未
満
に
お
い

て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が

許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合

D
.
1
 
当
直
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差

を
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
回
復
さ
せ
る
｡
 

3
0分

 

E
.
条
件
Ｃ
ま
た
は
Ｄ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

E
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
1
5
％
以
下
に

下
げ
る
。

※
６
 

９
時
間
 

※
４
：
軸
方
向

中
性
子
束
出
力
偏
差
が
目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合
と
は
，
動
作
可
能
な
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ

ン
ネ
ル

以
上
が
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合
を
い
う
。

※
５
：
軸
方
向

中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合
と
は
，
動
作
可
能
な
出
力
領
域
中
性
子

束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
が
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合
を
い
う
｡
 

※
６
：
条
件
Ｃ

ま
た
は
Ｅ
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
出
力
降
下
中
に
お
い
て
，
当
該
条
件
に
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
た
場

合
に
お

い
て
も
，
そ
の
出
力
降
下
を
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
3
1
－
２
 

条
 

件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
原
子
炉
熱
出
力
9
0
％
以
上
に
お
い

て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が

目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合

※
４

A
.
1
 
当
直
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
を

目
標
範
囲
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

1
5分

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
9
0
％
未
満
に

下
げ
る
。
 

1
5分

 

C
.
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
以
上
9
0
％
未

満
に
お
い
て
，
過
去
2
4
時
間
の
累
積

ペ
ナ
ル
テ
ィ
逸
脱
時
間
が
１
時
間
を

超
え
る
場
合
，
ま
た
は
軸
方
向
中
性

子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範

囲
内
に
な
い
場
合

※
５

C
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
未
満
に

下
げ
る
。

※
６
 

3
0分

 

D
.
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
未
満
に
お
い

て
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が

許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合

D
.
1
 
当
直
長
は
，
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差

を
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
回
復
さ
せ
る
｡
 

3
0分

 

E
.
条
件
Ｃ
ま
た
は
Ｄ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

E
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
1
5
％
以
下
に

下
げ
る
。

※
６
 

９
時
間
 

※
４
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合
と
は
，
動
作
可
能
な
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ

ン
ネ
ル
以
上
が
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
目
標
範
囲
内
に
な
い
場
合
を
い
う
。

※
５
：
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
が
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合
と
は
，
動
作
可
能
な
出
力
領
域
中
性
子

束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
が
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の
許
容
運
転
制
限
範
囲
内
に
な
い
場
合
を
い
う
｡
 

※
６
：
条
件
Ｃ
ま
た
は
Ｅ
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
出
力
降
下
中
に
お
い
て
，
当
該
条
件
に
あ
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
た
場

合
に
お
い
て
も
，
そ
の
出
力
降
下
を
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
）
 

第
3
2
条
 
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
は
，
表

3
2
－
１
で
定
め
る
事

項
を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差

を
確
認
す

る
。
 

 
 
 
た
だ
し

，
出
力
領
域
上
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知

す
る
警
報
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
，
1
2
時
間
に
１
回
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
出
力
領
域
中
性

子
束
計
装
か
ら
の
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
以
下
に
よ
り
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す

る
。
 
 

(
a
)
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
未
満
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の
1
/
4
炉
心
出

力

偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
１
週
間
に
１
回
，
残
り
の
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
に
よ
り
確
認

す
る
。
 

 
 

 
(
b
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
未
満
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
か
ら
の

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
１
週
間
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果
に
よ
り
確
認
し
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。

 

 
 
(
c
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
以
上
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
か
ら
の

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
1
2
時
間
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果
に
よ
り
確
認
し
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。

 

３
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表

32

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た

安
全
技
術

課
長
お
よ
び

計
装
計
画
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
2
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
 

1
.
0
2
以
下
で
あ
る
こ
と
 

 

（
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
）
 

第
3
2
条
 
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
は
，
表

3
2
－
１
で
定
め
る
事

項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
5
0
％
を
超
え
る
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差

を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
た
だ
し
，
出
力
領
域
上
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知

す
る
警
報
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
，
1
2
時
間
に
１
回
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
ま
た
，
出
力
領
域
中
性

子
束
計
装
か
ら
の
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
以
下
に
よ
り
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す

る
。
 
 

(
a
)
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
未
満
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の
1
/
4
炉
心
出
力

偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
１
週
間
に
１
回
，
残
り
の
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る
計
算
結
果
に
よ
り
確
認

す
る
。
 

 
 

 
(
b
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
未
満
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
か
ら
の

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
１
週
間
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果
に
よ
り
確
認
し
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

 
 
(
c
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
が
7
5
％
以
上
で
，
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以
上
か
ら
の

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
，
1
2
時
間
に
１
回
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果
に
よ
り

確
認
し
，

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
3
2

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料

課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
2
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
 

1
.
0
2
以
下
で
あ
る
こ
と
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
3
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

                             

A
.
1
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
の
1
.
0
0
か

ら

の
超
過
分
1
％
あ
た
り
，
原
子
炉
熱
出
力
を

1
0
0
％
か
ら
３
％
以
上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
 

し
，
A
.
1
措
置
後
の
状
態
か
ら
さ
ら
に
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
場
合
は
，
再
度
A
.
1
の
措
置
を

講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
安
全
技
術
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 
 

を
行
い
，

F Ｑ
(Z
)お

よ
び
F
Ｎ

Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
安
全
技
術
課
長
は
，
安
全
解
析
の
再
評
価
 
 

を
行
い
，
そ
の
結
果
が
運
転
期
間
を
通
じ
 
 

て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
 
 

果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
5
 
計
装
計
画
課
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
な

く
す
よ
う
に
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
を
調

整
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
１

。
 

お
よ
び
 

A
.
6
 
安
全
技
術
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 
 

を
行
い
，

F Ｑ
(Z
)お

よ
び
F
Ｎ

Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
２
。
 

    

２
時
間
 

   1
2
時
間
 

そ
の
後
の
1
2
時
間
に
１

回
 

  2
4
時
間
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１

回
 

  原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
の

措
置
で
制
限
さ
れ
る
値

を
超
え
る
前
 

  原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
 

の
措
置
で
制
限
さ
れ
る

値
を
超
え
る
前
 

  原
子
炉
熱
出
力
1
0
0
％
 

到
達
後
の
2
4
時
間
以
内

ま
た
は
 

原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
 

の
措
置
で
制
限
さ
れ
る

値
を
超
え
た
後
の
4
8
時

間
以
内
 

の
い
ず
れ
か
早
い
方
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

４
時
間
 

 

※
１
：
A
.
5
の
措
置
は
，
A
.
4
の
措
置
が
完
了
後
に
実
施
す
る
こ
と
 

※
２
：
条
件
A
に
至
っ
た
場
合
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
，
A
.
6
の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

。
 

表
3
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

                             

A
.
1
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
の
1
.
0
0
か

ら

の
超
過
分
1
％
あ
た
り
，
原
子
炉
熱
出
力
を

1
0
0
％
か
ら
３
％
以
上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
 

し
，
A
.
1
措
置
後
の
状
態
か
ら
さ
ら
に
増
加
す

る
傾
向
に
あ
る
場
合
は
，
再
度
A
.
1
の
措
置
を

講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 
 

を
行
い
，

F Ｑ
(Z
)お

よ
び
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
安
全
解
析
の
再
評
価
 
 

を
行
い
，
そ
の
結
果
が
運
転
期
間
を
通
じ
 
 

て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
 
 

果
を
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
5
 
計
装
計
画
課
長
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
な

く
す
よ
う
に
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
を
調

整
し
，
そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
１

。
 

お
よ
び
 

A
.
6
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
炉
内
出
力
分
布
測
定
 
 

を
行
い
，

F Ｑ
(Z
)お

よ
び
F
Ｎ
Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
 

制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
，
 
 

そ
の
結
果
を
当
直
長
に
通
知
す
る

※
２
。
 

    

２
時
間
 

   1
2
時
間
 

そ
の
後
の
1
2
時
間
に
１

回
 

  2
4
時
間
 

そ
の
後
の
１
週
間
に
１

回
 

  原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
の

措
置
で
制
限
さ
れ
る
値

を
超
え
る
前
 

  原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
 

の
措
置
で
制
限
さ
れ
る

値
を
超
え
る
前
 

  原
子
炉
熱
出
力
1
0
0
％
 

到
達
後
の
2
4
時
間
以
内

ま
た
は
 

原
子
炉
熱
出
力
が
A
.
1
 

の
措
置
で
制
限
さ
れ
る

値
を
超
え
た
後
の
4
8
時

間
以
内
 

の
い
ず
れ
か
早
い
方
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
熱
出
力
を
5
0
％
以
下
に

下
げ
る
。
 

４
時
間
 

 

※
１
：
A
.
5
の
措
置
は
，
A
.
4
の
措
置
が
完
了
後
に
実
施
す
る
こ
と
 

※
２
：
条
件
A
に
至
っ
た
場
合
は
，
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
が
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
，
A
.
6
の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
計
測
お
よ
び

制
御
設
備
）
 

第
3
3
条
 
次
の

計
測
お
よ
び
制
御
設
備
は
，
表
3
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
炉

保
護
系
計
装
 

 
(
2
)
 
工
学
的

安
全
施
設
等
作
動
計
装
 

 
(
3
)
 
事
故
時

監
視
計
装
 

 
(
4
)
 
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
計
装
 

 
(
5
)
 
中
央
制

御
室
換
気
系
隔
離
計
装
 

 
(
6
)
 
中
央
制

御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置
 

 
(
7
)
 
燃
料
落

下
お
よ
び
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
計
装
 

２
 
計
測
お
よ

び
制
御
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技

術
課
長
，
当
直
長
，
電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
で
定
め
る
確

認
事
項
を

実
施
す
る
。
ま
た
，
安
全
技
術
課
長
，
電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
そ
の
結
果
を
発
電
課

長
ま
た
は

当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
当
直
長
，

電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限

を
満
足
し
て

い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
，
関

係
各
課
長
へ

通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
関
係
各
課
長
は
，
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
計
測
お
よ
び
制
御

設
備
 

表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
に
定
め
る
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
，
系
統
数
お
よ
び
機

能
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
モ
ー
ド
に
お
い
て
動
作
可
能

※
１
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
本
条
に

お
け
る
動
作
可
能
と
は
，
当
該
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て
い
る
 

場
合
を

い
う
。
ま
た
，
本
条
に
お
け
る
動
作
不
能
と
は
，
特
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
，
点
検
・
修
理
の
た
 

め
に
当

該
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
し
く
は
論
理
回
路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合
，
ま
た
は
不
動
作
の
場
合
を
い
う
。
動
作
 

信
号
を

出
力
さ
せ
て
い
る
状
態
，
ま
た
は
誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は
，
動
作
可
能
と
 

み
な
す

。
 

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
 

第
3
3
条
 
次
の
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
は
，
表
3
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
炉
保
護
系
計
装
 

 
(
2
)
 
工
学
的
安
全
施
設
等
作
動
計
装
 

 
(
3
)
 
事
故
時
監
視
計
装
 

 
(
4
)
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
計
装
 

 
(
5
)
 
中
央
制
御
室
換
気
系
隔
離
計
装
 

 
(
6
)
 
中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置
 

 
(
7
)
 
燃
料
落
下
お
よ
び
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
計
装
 

２
 
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
，
当
直
長
，
電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
で
定
め
る
確

認
事
項
を
実
施
す
る
。
ま
た
，
原
子
燃
料
課
長
，
電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
そ
の
結
果
を
発
電
課

長
ま
た
は
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
当
直
長
，
電
気
計
画
課
長
お
よ
び
計
装
計
画
課
長
は
，
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限

を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
，
関

係
各
課
長
へ
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
関
係
各
課
長
は
，
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
3
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
計
測
お
よ
び
制
御

設
備
 

表
3
3
－
２
か
ら
表
3
3
－
８
に
定
め
る
所
要
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
，
系
統
数
お
よ
び
機

能
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
モ
ー
ド
に
お
い
て
動
作
可
能

※
１
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
本
条
に
お
け
る
動
作
可
能
と
は
，
当
該
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て
い
る

場
合
を
い
う
。
ま
た
，
本
条
に
お
け
る
動
作
不
能
と
は
，
特
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
，
点
検
・
修
理
の
た

め
に
当
該
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
し
く
は
論
理
回
路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合
，
ま
た
は
不
動
作
の
場
合
を
い
う
。
動
作

信
号
を
出
力
さ
せ
て
い
る
状
態
，
ま
た
は
誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は
，
動
作
可
能
と

み
な
す
。
 

           
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
 

原
子

炉
保

護
系

計
装

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

※
３
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
４

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
原

子
炉

ト
リ

ッ
 

 
プ

し
ゃ

断
器

１
 

 
系

統
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
 成

で
き

な
い

場
 

 
合

 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

閉
じ

，
制

御
棒

 
の

引
抜

き
が

行
 

え
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

 
４

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
原

子
炉

ト
リ

ッ
 

 
プ

し
ゃ

断
器

１
 

 
系

統
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
成

で
き

な
い

場
 

 
合

 
 ※

２
：

特
に

定
め

る
場

合
を

除
き

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
毎

に
個

別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

 
 

 
 

て
同

じ
。

）
 

※
３

：
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
に

お
け

る
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

は
，

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

兼
ね

る
。

 
※

４
：
「

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
」
と

は
，
定

期
事

業
者

検
査

時
の

記
録

確
認

お
よ

び
運

転
中

に
作

業
を

実
施

し
た

場
合

は
そ

の
復

旧
状

態
の

確
認

を
行

う
こ

と
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
※
４
 

 
  
 の

う
え

，
作

業
の

た
め

当
該

系
 

 
  
 統

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
 

 
 

で
き
る
。

 

 
６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。

 
残
り
の
系
統
が
動
作
可
能

 
な

状
態

に
お

い
て

は
，

 
機

能
確

認
の

た
め

の
バ

 
イ

パ
ス

を
２

時
間

に
限

 
り
行
う
こ
と
が

で
き

る
。

 １
ヶ

月
に

１
回

 
 交

互
に

２
系

 
 統

ず
つ

 

計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

 １
時

間
 

C.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
  
 な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
  
 の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で
 

 
  
 き

る
。

 

 
 4

8
時

間
 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

 4
8
時

間
 

C
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
 １

時
間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
 

原
子

炉
保

護
系

計
装

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

原
子

炉
保

護
系

論
理

回
路

※
３
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
４

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
原

子
炉

ト
リ

ッ
 

 
プ

し
ゃ

断
器

１
 

 
系

統
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
 成

で
き

な
い

場
 

 
合

 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

閉
じ

，
制

御
棒

 
の

引
抜

き
が

行
 

え
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

 
４

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
原

子
炉

ト
リ

ッ
 

 
プ

し
ゃ

断
器

１
 

 
系

統
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
成

で
き

な
い

場
 

 
合

 
 ※

２
：

特
に

定
め

る
場

合
を

除
き

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
毎

に
個

別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

 
 

 
 

て
同

じ
。

）
 

※
３

：
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
に

お
け

る
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

は
，

重
大

事
故

等
対

処
設

備
を

兼
ね

る
。

 
※

４
：
「

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
」
と

は
，
定

期
事

業
者

検
査

時
の

記
録

確
認

お
よ

び
運

転
中

に
作

業
を

実
施

し
た

場
合

は
そ

の
復

旧
状

態
の

確
認

を
行

う
こ

と
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
※
４
 

 
  
 の

う
え

，
作

業
の

た
め

当
該

系
 

 
  
 統

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
 

 
 

で
き
る
。

 

 
６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。

 
残
り
の
系
統
が
動
作
可
能

 
な

状
態

に
お

い
て

は
，

 
機

能
確

認
の

た
め

の
バ

 
イ

パ
ス

を
２

時
間

に
限

 
り
行
う
こ
と
が

で
き

る
。

 １
ヶ

月
に

１
回

 
 交

互
に

２
系

 
 統

ず
つ

 

計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

 １
時

間
 

C.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
  
 な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
  
 の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で
 

 
  
 き

る
。

 

 
 4

8
時

間
 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

 4
8
時

間
 

C
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
 １

時
間

 

 

  本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

２
．

手
動

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
※
５
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

閉
じ

，
制

御
棒

 
の

引
抜

き
が

行
 

え
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※
５
：
モ
ー
ド

１
お
よ
び
２
に
お
け
る
手
動
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で
き
な
い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 
 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
 す

る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 

 
 1
2時

間
 

  
 1
3時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
 
１
時
間
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

２
．

手
動

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
※
５

 －
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
  
２

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
が

閉
じ

，
制

御
棒

の
引

抜
き

が
行

え
る

場
合

の
モ

ー
ド

３
，

４
お

よ
び

５

  
２

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

※
５
：
モ
ー
ド

１
お
よ
び
２
に
お
け
る
手
動
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で
き
な
い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

す
る
｡

 
 4
8時

間
機

能
の

確
認

を
行

う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

お
よ

び
B
.
2
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。

 
 1
2時

間

 
 1
3時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

す
る
｡

 
 4
8時

間

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 
 
１
時
間

本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

出
力

領
域

 
 

 
中

性
子

束
高

 
 高

設
定

 
 定

格
出

力
の

1
1
1
％

以
下

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
 ４

※
６
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
 除

く
 

 
 が

動
作

不
能

で
 

 
 あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 低
設

定
 

 定
格

出
力

の
2
7
％

以
下

 
 
 モ

ー
ド

１
 

（
P
-
1
0
未

満
）

 
  
 お

よ
び

２
 

 
 ４

※
６
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
 除

く
 

 
 が

動
作

不
能

で
 

 
 あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

６
：
検

出
器

特
性

検
査

時
，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

 
 

 
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に

お
い

て
は

，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，
１

チ
ャ

 
 

 
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 
 

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
７
：
検

出
器

特
性

検
査

時
，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

 
 

 
 

ド
２

で
の

炉
物

理
検

査
時

に
お

い
て

は
，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，
１

チ
ャ

 
 

 
 

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

８
：

「
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
」

と
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
指

示
値

に
異

常
な

変
動

が
な

 
 

 
 

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

，
ま

た
可

能
で

あ
れ

ば
他

の
計

器
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

値
と

差
異

が
な

 
 

 
 

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

を
い

う
。

な
お

，
ト

リ
ッ

プ
状

態
に

あ
る

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

つ
い

て
は

指
示

値
の

確
認

 
 
 
 
を
行
う
必
要
は
な
い
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

原
子
炉
熱
出
力
と
出
力
領

 
域
中
性
子
束
計
装
の
指
示

 
値
と
の
差
を
確
認
す
る
。

 原
子

炉
熱

出
力

 
が

1
5
%
以

上
と

 
な

っ
て

か
ら

 
2
4
時

間
以

内
 

そ
の

後
の

１
日

 
に

１
回

 

 
  
当

直
長

 

出
力
領
域
中
性
子
束
計
装

 
の
指
示
値
の
校
正
を
実
施

 
す

る
。

 

原
子

炉
熱

出
力

 
と

出
力

領
域

中
 

性
子

束
計

装
の

 
指

示
値

の
差

が
 

±
２

％
を

超
え

 
る

場
合

 

当
直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
※

８
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
７
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

出
力

領
域

 
 

 
中

性
子

束
高

 
 高

設
定

 
 定

格
出

力
の

1
1
1
％

以
下

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
 ４

※
６
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
 除

く
 

 
 が

動
作

不
能

で
 

 
 あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 低
設

定
 

 定
格

出
力

の
2
7
％

以
下

 
 
 モ

ー
ド

１
 

（
P
-
1
0
未

満
）

 
  
 お

よ
び

２
 

 
 ４

※
６
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
 除

く
 

 
 が

動
作

不
能

で
 

 
 あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

６
：
検

出
器

特
性

検
査

時
，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

 
 

 
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に

お
い

て
は

，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，
１

チ
ャ

 
 

 
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
 

 
 

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
７
：
検

出
器

特
性

検
査

時
，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

 
 

 
 

ド
２

で
の

炉
物

理
検

査
時

に
お

い
て

は
，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，
１

チ
ャ

 
 

 
 

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

８
：

「
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
」

と
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
指

示
値

に
異

常
な

変
動

が
な

 
 

 
 

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

，
ま

た
可

能
で

あ
れ

ば
他

の
計

器
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

っ
て

得
ら

れ
た

値
と

差
異

が
な

 
 

 
 

い
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

を
い

う
。

な
お

，
ト

リ
ッ

プ
状

態
に

あ
る

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

つ
い

て
は

指
示

値
の

確
認

 
 
 
 
を
行
う
必
要
は
な
い
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

原
子
炉
熱
出
力
と
出
力
領

 
域
中
性
子
束
計
装
の
指
示

 
値
と
の
差
を
確
認
す
る
。

 原
子

炉
熱

出
力

 
が

1
5
%
以

上
と

 
な

っ
て

か
ら

 
2
4
時

間
以

内
 

そ
の

後
の

１
日

 
に

１
回

 

 
  
当

直
長

 

出
力
領
域
中
性
子
束
計
装

 
の
指
示
値
の
校
正
を
実
施

 
す

る
。

 

原
子

炉
熱

出
力

 
と

出
力

領
域

中
 

性
子

束
計

装
の

 
指

示
値

の
差

が
 

±
２

％
を

超
え

 
る

場
合

 

当
直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
※

８
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
７
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

 

  本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

４
．

出
力

領
域

 
 中

性
子

束
 
 変

化
率

高

増
加

率
高

定
格

出
力

の
1
1
％

ス
テ

ッ
プ

以
下

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

４
※

９
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

減
少

率
高

定
格

出
力

の
８

％
ス

テ
ッ

プ
以

下
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
４

※
９

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

５
．

中
間

領
域

中
性

子
束

高
 定

格
出

力
の

3
0
％

以
下

モ
ー

ド
１

（
P
-
1
0
未

満
）

 お
よ

び
２

（
P
-
6
以

上
）

２
※

１
１

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

モ
ー

ド
２

（
P
-
6
未

満
）

  
２

A
.
１

ま
た

は
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

※
９

：
検

出
器

特
性

検
査

時
，

炉
内

外
核

計
装

照
合

校
正

時
，

出
力

領
域

中
性

子
束

計
装

の
指

示
校

正
時

ま
た

は
モ

ー
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に

お
い

て
は

，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
※

1
0
：

検
出

器
特

性
検

査
時

，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

ド
２

で
の

炉
物

理
検

査
時

に
お

い
て

は
，

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

※
1
1
：

制
御

棒
引

抜
き

阻
止

の
設

定
ま

た
は

中
間

領
域

中
性

子
束

高
ト

リ
ッ

プ
設

定
点

の
設

定
時

に
お

い
て

は
，

残
り

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
２

時
間

に
限

り
，

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
１

０

 
 
６
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
１

０

 ６
時

間

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1
2時

間

A.
1 
当
直
長
は
，
P-
6未

満
に
す
る
。

ま
た

は
A.
2 
当
直
長
は
，
P-
10
以
上
に
す
る
｡

２
時

間

 
 
２
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
お

よ
び

制
御

棒
引

抜
き

操
作

を
 す

べ
て

中
止
す

る
。

お
よ

び
B.
2 
当
直
長
は
，
P-
6未

満
に
す
る
。

 
速
や
か
に

 
 
２
時
間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル
を

動
作
可

能
な

状
態
に

す
る

｡

P
-
6
を

超
え

る
ま

で
に
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

４
．

出
力

領
域

 
 
  
 中

性
子

束
 

 
  
 変

化
率

高
 

増
加

率
高

 定
格

出
力

の
1
1
％

 
ス

テ
ッ

プ
以

下
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 
 ４

※
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

減
少

率
高

 定
格

出
力

の
８

％
 

ス
テ

ッ
プ

以
下

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
 ４

※
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

５
．

中
間

領
域

中
性

子
束

高
 

 定
格

出
力

の
3
0
％

以
下

 
 
 モ

ー
ド

１
 

（
P
-
1
0
未

満
）

 
  
 お

よ
び

２
 

（
P
-
6
以

上
）

 

 
 ２

※
１

１
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
 モ

ー
ド

２
 

（
P
-
6
未

満
）

 
 
  
２

 
A
.
１

ま
た

は
２

チ
 

 
ャ

ン
ネ

ル
が

動
 

 
作

不
能

で
あ

る
 

 
場

合
 

 ※
９

：
検

出
器

特
性

検
査

時
，

炉
内

外
核

計
装

照
合

校
正

時
，

出
力

領
域

中
性

子
束

計
装

の
指

示
校

正
時

ま
た

は
モ

ー
 

 
 

 
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に

お
い

て
は

，
残

り
３

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，

１
チ

ャ
 

 
 

 
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
 

 
 

 
さ

な
い

。
 

※
1
0
：

検
出

器
特

性
検

査
時

，
炉

内
外

核
計

装
照

合
校

正
時

，
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は

モ
ー

 
 

 
 

ド
２

で
の

炉
物

理
検

査
時

に
お

い
て

は
，

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

 
 

 
 

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

1
1
：

制
御

棒
引

抜
き

阻
止

の
設

定
ま

た
は

中
間

領
域

中
性

子
束

高
ト

リ
ッ

プ
設

定
点

の
設

定
時

に
お

い
て

は
，

残
り

 
 

 
 

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
２

時
間

に
限

り
，

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

０
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

０
 

 
 ６

時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

A.
1 
当
直
長
は
，
P-
6未

満
に
す
る
。

 
ま

た
は

 
A.
2 
当
直
長
は
，
P-
10
以
上
に
す
る
｡ 

 
２

時
間

 
  
 
２
時
間

 

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
お

よ
び

制
御

棒
引

抜
き

操
作

を
 

 
  
 す

べ
て

中
止
す

る
。

 
お

よ
び

 
B.
2 
当
直
長
は
，
P-
6未

満
に
す
る
。

 

 
速
や
か
に

 
     
 
２
時
間

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を

動
作
可

能
な

状
態
に

 
 
  
 す

る
｡ 

P
-
6
を

超
え

 
る

ま
で

に
 

 

  本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

線
源

領
域

中
性

子
束

高
 

 
  

 ２
×

1
0

５
c
p
s
以

下
 

 
 モ

ー
ド

２
 

（
P
-
6
未

満
）

 
 
 ２

※
１

２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

閉
じ

，
制

御
棒

 
の

引
抜

き
が

行
 

え
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

  
 ※

１
２
 

 
 
２

※
１

３
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

C
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

開
放

さ
れ

て
い

 
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

 
  
１

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
す

べ
て

の
チ

ャ
 

 
ン

ネ
ル

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

 ※
1
2
：

「
中

間
領

域
中

性
子

束
高

」
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，

P
-
6
リ

セ
ッ

ト
時

に
お

い
 

 
 

 
て

は
，

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
 

 
 

 
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
1
3
：

「
線

源
領

域
炉

停
止

時
中

性
子

束
高

」
の

警
報

を
設

定
す

る
場

合
は

，
残

り
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

 
 

 
 

る
こ

と
を

条
件

に
，

２
時

間
に

限
り

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

 
 
 
 
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 
  
 お

よ
び

制
御

棒
引

抜
き

操
作
を

 
 
  
 す

べ
て

中
止

す
る

｡ 

 速
や

か
に

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

た
だ

し
，

適
用

 
モ

ー
ド

６
（

燃
 

料
移

動
中

）
の

 
場

合
は

，
1
2時

 
間

に
１

回
 

 
 
 
当
直
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 速

や
か

に
 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を

動
作
可

能
な

状
態
に

 
 
  
 す

る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
 
１
時
間

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
速
や
か
に

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
｡
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

停
止

余
裕

が
第

1
9
 

 
 

条
で

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

 
 

 
確

認
す

る
。

 

 速
や

か
に

 
   ２

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

線
源

領
域

中
性

子
束

高
 

 
  

 ２
×

1
0

５
c
p
s
以

下
 

 
 モ

ー
ド

２
 

（
P
-
6
未

満
）

 
 
 ２

※
１

２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

閉
じ

，
制

御
棒

 
の

引
抜

き
が

行
 

え
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

  
 ※

１
２
 

 
 
２

※
１

３
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

C
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

 
プ

し
ゃ

断
器

が
 

開
放

さ
れ

て
い

 
る

場
合

の
 

モ
ー

ド
３

，
４

 
お

よ
び

５
 

 
  
１

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
す

べ
て

の
チ

ャ
 

 
ン

ネ
ル

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

 ※
1
2
：

「
中

間
領

域
中

性
子

束
高

」
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
，

P
-
6
リ

セ
ッ

ト
時

に
お

い
 

 
 

 
て

は
，

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
 

 
 

 
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
1
3
：

「
線

源
領

域
炉

停
止

時
中

性
子

束
高

」
の

警
報

を
設

定
す

る
場

合
は

，
残

り
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能

で
あ

 
 

 
 

る
こ

と
を

条
件

に
，

２
時

間
に

限
り

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

 
 
 
 
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 
  
 お

よ
び

制
御

棒
引

抜
き

操
作
を

 
 
  
 す

べ
て

中
止

す
る

｡ 

 速
や

か
に

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

た
だ

し
，

適
用

 
モ

ー
ド

６
（

燃
 

料
移

動
中

）
の

 
場

合
は

，
1
2時

 
間

に
１

回
 

 
 
 
当
直
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 速

や
か

に
 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を

動
作
可

能
な

状
態
に

 
 
  
 す

る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
 
１
時
間

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
 

 
 

し
ゃ

断
器

を
開

く
。

 
 
速
や
か
に

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
｡
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

停
止

余
裕

が
第

1
9
 

 
 

条
で

定
め

る
値

で
あ

る
こ

と
を

 
 

 
確

認
す

る
。

 

 速
や

か
に

 
   ２

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
 

 

  本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

線
源

領
域

中
性

子
束

高
 

 
  
 つ

づ
き

 
 
  

 ２
×

1
0

５
c
p
s
以

下
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

内
で

の
燃

料
 

移
動

中
で

な
い

 
場

合
の

 
 
 モ

ー
ド

６
 

 
 １

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
す

べ
て

の
チ

ャ
 

 
ン

ネ
ル

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

原
子

炉
格

納
容

 
器

内
で

の
燃

料
 

移
動

中
の

場
合

 
の

 
 
 モ

ー
ド

６
 

  
２

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 ※
1
4
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
※

1
5
：

A
.
2
の

措
置

を
完

了
し

，
か

つ
，

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

8
0条

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
 

 
 

 
し

て
い

る
こ

と
を

１
日

に
１

回
確

認
す

る
こ

と
で

，
燃

料
の

取
出

作
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

1
6
：

B
.
3
の

措
置

を
完

了
し

，
か

つ
，

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

8
0条

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
 

 
 

 
し

て
い

る
こ

と
を

1
2
時

間
に

１
回

確
認

す
る

こ
と

で
，

燃
料

の
取

出
作

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 
  
 を

す
べ

て
中

止
す

る
｡
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

第
8
0条

で
定

め
 

 
 

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

 
 

 
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 速
や

か
に

 
   ４

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
  

 
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
 

 
 

内
で

の
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

 
 

 
る

。
※
１
４
※

１
５
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
。

 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
 

 
 

内
で

の
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

 
 

 
る

。
※
１
４
※

１
６
 

お
よ

び
 

B
.
2
 
計

装
計

画
課

長
は

，
１

チ
ャ

ン
 

 
 
 
 
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
 
 
 
 
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 
お

よ
び

 
B
.
3
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
。

 
お

よ
び

 
B
.
4
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

第
8
0条

で
定

め
 

 
 

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

 
 

 
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

    速
や

か
に

 
   ４

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

線
源

領
域

中
性

子
束

高
 

 
  
 つ

づ
き

 
 
  

 ２
×

1
0

５
c
p
s
以

下
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

内
で

の
燃

料
 

移
動

中
で

な
い

 
場

合
の

 
 
 モ

ー
ド

６
 

 
 １

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
す

べ
て

の
チ

ャ
 

 
ン

ネ
ル

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

原
子

炉
格

納
容

 
器

内
で

の
燃

料
 

移
動

中
の

場
合

 
の

 
 
 モ

ー
ド

６
 

  
２

 
 監

視
機

 
 能

の
み

 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 ※
1
4
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
※

1
5
：

A
.
2
の

措
置

を
完

了
し

，
か

つ
，

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

8
0条

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
 

 
 

 
し

て
い

る
こ

と
を

１
日

に
１

回
確

認
す

る
こ

と
で

，
燃

料
の

取
出

作
業

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
。

 
※

1
6
：

B
.
3
の

措
置

を
完

了
し

，
か

つ
，

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

8
0条

で
定

め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
 

 
 

 
し

て
い

る
こ

と
を

1
2
時

間
に

１
回

確
認

す
る

こ
と

で
，

燃
料

の
取

出
作

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 
  
 を

す
べ

て
中

止
す

る
｡
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

第
8
0条

で
定

め
 

 
 

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

 
 

 
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 速
や

か
に

 
   ４

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
  

 
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
 

 
 

内
で

の
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

 
 

 
る

。
※
１
４
※

１
５
 

お
よ

び
 

A
.
2
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
。

 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

原
子

炉
格

納
容

器
 

 
 

内
で

の
燃

料
の

移
動

を
中

止
す

 
 

 
る

。
※
１
４
※

１
６
 

お
よ

び
 

B
.
2
 
計

装
計

画
課

長
は

，
１

チ
ャ

ン
 

 
 
 
 
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
 
 
 
 
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 
お

よ
び

 
B
.
3
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

低
下

す
る

操
作

 
 

 
を

す
べ

て
中

止
す

る
。

 
お

よ
び

 
B
.
4
 当

直
長

は
，

１
次

冷
却

材
中

の
 

 
 

ほ
う

素
濃

度
が

第
8
0条

で
定

め
 

 
 

る
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

 
 

 
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

    速
や

か
に

 
   ４

時
間

 
そ

の
後

の
1
2 

時
間

に
１

回
 

 

  本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

７
．

１
次

冷
却

材
 

 
 

可
変

温
度

高
 

過
大

温
度

 
 Δ

Ｔ
高

 
 第

3
4
条

の
設

定
範

囲
内

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

過
出

力
 

 Δ
Ｔ

高
 

 第
3
4
条

の
設

定
範

囲
内

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
 い

場
合

 

８
．

原
子

炉
圧

力
 

 
  
低

 
 
1
2
.
7
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 
  
高

 
 
1
6
.
6
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

1
7
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

1
8
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

炉
内
外
核
計
装
照
合
校
正

 
を

実
施

す
る

。
 

燃
料

取
替

後
，

 
原

子
炉

熱
出

力
 

が
7
0
％

以
上

と
 

な
っ

て
4
8
時

間
 

以
内

に
１

回
 

お
よ

び
 

炉
内

出
力

分
布

 
測

定
結

果
と

軸
 

方
向

中
性

子
束

 
出

力
偏

差
の

差
 

が
±

３
％

を
超

 
え

る
場

合
 

安
全

技
術

課
長

 
お

よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 

炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果

 
と
軸
方
向
中
性
子
束
出
力

 
偏
差
の
差
を
比
較
す
る
。

 １
ヶ

月
に

１
回

 
安

全
技

術
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

７
．

１
次

冷
却

材
 

 
 

可
変

温
度

高
 

過
大

温
度

 
 Δ

Ｔ
高

 
 第

3
4
条

の
設

定
範

囲
内

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

過
出

力
 

 Δ
Ｔ

高
 

 第
3
4
条

の
設

定
範

囲
内

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
 い

場
合

 

８
．

原
子

炉
圧

力
 

 
  
低

 
 
1
2
.
7
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 
  
高

 
 
1
6
.
6
1
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 
  
４

※
１
７
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

1
7
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 

 
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

1
8
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

炉
内
外
核
計
装
照
合
校
正

 
を

実
施

す
る

。
 

燃
料

取
替

後
，

 
原

子
炉

熱
出

力
 

が
7
0
％

以
上

と
 

な
っ

て
4
8
時

間
 

以
内

に
１

回
 

お
よ

び
 

炉
内

出
力

分
布

 
測

定
結

果
と

軸
 

方
向

中
性

子
束

 
出

力
偏

差
の

差
 

が
±

３
％

を
超

 
え

る
場

合
 

原
子

燃
料

課
長

 
お

よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 

炉
内
出
力
分
布
測
定
結
果

 
と
軸
方
向
中
性
子
束
出
力

 
偏
差
の
差
を
比
較
す
る
。

 １
ヶ

月
に

１
回

 
原

子
燃

料
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
１

８
 

 
 ６

時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

 

          組
織

整
備

に
伴

う
変

更
（

以
下

，
本

頁
に

お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

９
．

加
圧

器
水

位
高

 
計

器
ス

パ
ン

の
9
4
％

以
下

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
  
４

※
１
９
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
0
．

１
次

冷
却

材
 

 
  
 流

量
低

 
１

ル
ー

プ
  

定
格

流
量

の
8
7
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
8
以

上
）

 １
ル

ー
プ

 
あ

た
り

 
 
  
４

※
１
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
ル

ー
プ

  
定

格
流

量
の

8
7
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

  
P
-
7
以

上
，

 
  

P
-
8
未

満
 

１
ル

ー
プ

 
あ

た
り

 
 
  
４

※
１
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
1
．

１
次

冷
却

材
ポ

ン
プ

 
 

 
電

源
電

圧
低

 
 定

格
電

圧
の

6
5
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

 １
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
2
．

１
次

冷
却

材
ポ

ン
プ

 
 

 
電

源
周

波
数

低
 

 
  

  
 5

7
H
z
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

 １
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

1
9
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
こ
の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
8未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

 ※
2
0
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

９
．

加
圧

器
水

位
高

 
計

器
ス

パ
ン

の
9
4
％

以
下

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
  
４

※
１
９
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
0
．

１
次

冷
却

材
 

 
  
 流

量
低

 
１

ル
ー

プ
  

定
格

流
量

の
8
7
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
8
以

上
）

 １
ル

ー
プ

 
あ

た
り

 
 
  
４

※
１
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
ル

ー
プ

  
定

格
流

量
の

8
7
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

  
P
-
7
以

上
，

 
  

P
-
8
未

満
 

１
ル

ー
プ

 
あ

た
り

 
 
  
４

※
１
９
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
1
．

１
次

冷
却

材
ポ

ン
プ

 
 

 
電

源
電

圧
低

 
 定

格
電

圧
の

6
5
％

以
上

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

 １
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
2
．

１
次

冷
却

材
ポ

ン
プ

 
 

 
電

源
周

波
数

低
 

 
  

  
 5

7
H
z
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

 １
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

1
9
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
 
 
こ
の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
8未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

０
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

 ※
2
0
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

1
3
．

蒸
気

発
生

器
水

位
低

計
器

ス
パ

ン
の

1
1
％

以
上

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

１
基

あ
た

り
４

※
２

１

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
4
．

タ
ー

ビ
ン

ト
リ

ッ
プ

タ
ー

ビ
ン

非
常

し
ゃ

断
油

圧
低

 
 6

.
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
モ

ー
ド

１
 （

P
-
7
以

上
）

 
 ４

※
２

１
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

主
蒸

気
止

 め
弁

閉
  
 －

モ
ー

ド
１

 （
P
-
7
以

上
）

 
 ４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
5
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

表
3
3
－
３
の
機
能
１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

 ２
系

統
A
.
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

1
6
．

地
震

加
速

度
高

水
平

方
向

 
  
原

子
炉

補
助

建
屋

地
下

２
階

床
(
E
L
 -

4
.
5
m
)

 
  

1
9
0
G
a
l
以

下

モ
ー

ド
１

お
よ

び
２

４
※

２
１

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
除

く
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 原

子
炉

建
屋

３
階

床
 
 （

E
L
 2
4
.
0
m
）

 
  

3
9
0
G
a
l
以

下

４
※

２
１

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

垂
直

方
向

 
  
原

子
炉

補
助

建
屋

地
下

２
階

床
(
E
L
 -

4
.
5
m
)

 
 9

0
G
a
l
以

下

４
※

２
１

※
2
1
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き

る
。
こ

の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 
 
６
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

 １
日

に
１

回
 当

直
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1
2時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 
 
６
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 1
2時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 
 
６
時
間

機
能

の
確

認
を

行
う

。
定

期
事

業
者

 
検

査
時

計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 1
2時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
６
時
間

機
能

の
確

認
を

行
う

。
定

期
事

業
者

 
検

査
時

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

※
２

２

 
 
６
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1
2時

間

※
2
2
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

と
が
で
き
る
。
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

1
3
．

蒸
気

発
生

器
水

位
低

 
計

器
ス

パ
ン

の
1
1
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
お

よ
 

び
２

 
１

基
あ

た
 

り
４

※
２

１
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
4
．

タ
ー

ビ
ン

 
 

 
ト

リ
ッ

プ
 

タ
ー

ビ
ン

 
非

常
し

ゃ
 

断
油

圧
低

  
 6

.
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
 ４

※
２

１
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

主
蒸

気
止

 
 め

弁
閉

 
 

 
 

  
 －

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

  
 ４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
5
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表
3
3
－
３
の
機
能
１
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

を
参

照
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

1
6
．

地
震

加
速

度
高

 
水

平
方

向
  

  
原

子
炉

補
助

建
屋

 
地

下
２

階
床

(
E
L
 -

4
.
5
m
)
 

 
  

  
1
9
0
G
a
l
以

下
 

モ
ー

ド
１

お
よ

 
び

２
 

 
  
４

※
２

１
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
 原

子
炉

建
屋

３
階

床
 

 
  

 （
E
L
 2
4
.
0
m
）

 
 
  

  
3
9
0
G
a
l
以

下
 

 
  
４

※
２
１
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

垂
直

方
向

  
  
原

子
炉

補
助

建
屋

 
地

下
２

階
床

(
E
L
 -

4
.
5
m
)
 

 
  

  
 9

0
G
a
l
以

下
 

 
  
４

※
２
１
 

 ※
2
1
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

 
 
 
る
。
こ
の
場
合
，
バ
イ
パ
ス
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 

の
確
認
を
行
う
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
7未

満
に
す
る
。

 
 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

２
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

 ※
2
2
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
こ

 
 
 
 
と
が
で
き
る
。

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

1
7
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

 ａ
．

P
-
6
 

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
 
  

9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
 
  

1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

 

 
 モ

ー
ド

２
 

 （
P
-
6
未

満
）

  
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

 
合

※
２

３
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

P
-
7
 

 ｄ
.
項
お
よ
び
ｅ
.
項
参
照

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
7
以

上
）

   
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

P
-
8
 

 出
力

領
域

中
性

子
束

 
 定

格
出

力
の

4
0
±

0
.
5
％

 
 
 モ

ー
ド

１
 

 （
P
-
8
以

上
）

  
 ４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

P
-
1
0
 

 出
力

領
域

中
性

子
束

 
 定

格
出

力
の

1
0
±

0
.
5
％

 
 
 モ

ー
ド

１
 

（
P
-
1
0
未

満
）

 
  
 お

よ
び

２
 

 
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｅ
．

P
-
1
3
 

 タ
ー
ビ

ン
第
１
段
後
圧
力

 
 定

格
出

力
の

1
0
±

0
.
6
％

 
 
 モ

ー
ド

１
 

（
P
-
1
3
以

上
）

  
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
3
：

表
3
3
－

２
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」

と
は

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

 
出

力
側

の
故

障
に

よ
り

，
関

連
す

る
ト

リ
ッ

プ
機

能
が

確
保

さ
れ

な
い

場
合

（
手

動
ブ

ロ
ッ

ク
許

可
信

号
が

 
誤

発
信

し
た

場
合

を
含

む
。

）
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

  ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
１
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

P
-
7
未

満
に

す
る

｡ 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

P
-
8
未

満
に

す
る

｡ 
 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
13
未
満
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

２
つ

づ
き

 機
 
  

 能
設

定
値

 適
用

モ
ー

ド
所

要
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
数

 所
要

チ
ャ

ン

 
 条

 
 件

1
7
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク

ａ
．

P
-
6

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
  

9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
  

1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

モ
ー

ド
２

 （
P
-
6
未

満
）

 
 ２

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
※

２
３

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｂ
．

P
-
7

 ｄ
.
項
お
よ
び
ｅ
.
項
参
照

モ
ー

ド
１

 （
P
-
7
以

上
）

２
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｃ
．

P
-
8

 出
力

領
域

中
性

子
束

 定
格

出
力

の
4
0
±

0
.
5
％

モ
ー

ド
１

 （
P
-
8
以

上
）

 
 ４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｄ
．

P
-
1
0

 出
力

領
域

中
性

子
束

 定
格

出
力

の
1
0
±

0
.
5
％

モ
ー

ド
１

（
P
-
1
0
未

満
）

 お
よ

び
２

  
４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

ｅ
．

P
-
1
3

タ
ー
ビ
ン
第
１
段
後
圧
力

定
格

出
力

の
1
0
±

0
.
6
％

モ
ー

ド
１

（
P
-
1
3
以

上
）

  
４

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

※
2
3
：

表
3
3
－

２
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」

と
は

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

出
力

側
の

故
障

に
よ

り
，

関
連

す
る

ト
リ

ッ
プ

機
能

が
確

保
さ

れ
な

い
場

合
（

手
動

ブ
ロ

ッ
ク

許
可

信
号

が
 

誤
発

信
し

た
場

合
を

含
む

。
）

を
い

う
。

（
以

下
，

本
条

に
お

い
て

同
じ

。
）

 

ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

確
認

事
項

 要
求

さ
れ

る
措

置
 完

了
時

間
 項

 
目

  
頻

 
度

  
担

 
当

A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 
 
１
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1
2時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

１
時
間

機
能

の
確

認
を

行
う

。
定

期
事

業
者

 
検

査
時

計
装
計
画
課
長

B
.
1
 当

直
長

は
，

P
-
7
未

満
に

す
る

｡
 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

１
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B
.
1
 当

直
長

は
，

P
-
8
未

満
に

す
る

｡
 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

１
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡

 
 1

2
時

間

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 
 
１
時
間

設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

の
確
認
を
行
う
。

定
期

事
業

者
 

検
査

時
計
装
計
画
課
長

B.
1 
当
直
長
は
，
P-
13
未
満
に
す
る
｡

 
 1
2時

間

本
頁
変
更
な
し

59



   

変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
 

工
学

的
安

全
施

設
等

作
動

計
装

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．
非
常
用

炉
心
冷
却
系
作
動

 

ａ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 
  
 論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 

 
  

 
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

高
 

 
  
 （

高
１

）
 

 
0
.
0
3
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

原
子

炉
圧

力
異

常
低

 
 
1
1
.
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
モ

ー
ド

１
 

  
お

よ
び

２
 

（
P
-
6
以

上
）

 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
4
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
5
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
 
 
当
直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
 

工
学

的
安

全
施

設
等

作
動

計
装

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．
非
常
用

炉
心
冷
却
系
作
動

 

ａ
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 
  
 論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 

 
  

 
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

高
 

 
  
 （

高
１

）
 

 
0
.
0
3
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

原
子

炉
圧

力
異

常
低

 
 
1
1
.
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

 
モ

ー
ド

１
 

  
お

よ
び

２
 

（
P
-
6
以

上
）

 

 
 ４

※
２

４
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
4
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
5
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
 
 
当
直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

５
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指
示
値
に
よ
り
確
認
す
る

  １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．
原
子
炉
圧
力
低
と

 
 
 
加
圧
器
水
位
低
の

 
 
  
 一

致
 

 原
子

炉
 

 圧
力

低
 

 
1
2
.
0
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 加
圧

器
 

 水
位

低
 

 計
器

ス
パ

ン
の

3
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
（

P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｆ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
6
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
7
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１
回

 
 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．
原
子
炉
圧
力
低
と

 
 
 
加
圧
器
水
位
低
の

 
 
  
 一

致
 

 原
子

炉
 

 圧
力

低
 

 
1
2
.
0
4
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

 加
圧

器
 

 水
位

低
 

 計
器

ス
パ

ン
の

3
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
（

P
-
1
1
以

上
）

  
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｆ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
２

６
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
6
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
2
7
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１
回

 
 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

７
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

２
．
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
作
動

 

ａ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
 

 
  
 系

作
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

３
）

 
 
0
.
1
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
  
４

※
２
８
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
8
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

 
 

 
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

2
9
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

 
 

 
こ

と
が

で
き

る
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し
，

残
り

の
系

統
が

正
常

 
 

 
な

状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計
画

課
長

は
，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

９
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3
6時

間
 

 

 

64



   

変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

２
．
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
作
動

 

ａ
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
 

 
  
 系

作
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

３
）

 
 
0
.
1
3
6
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 
  
４

※
２
８
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

2
8
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

 
 

 
る

。
こ

の
場

合
，

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能

と
は

み
な

さ
な

い
。

 
※

2
9
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

 
 

 
こ

と
が

で
き

る
。

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し
，

残
り

の
系

統
が

正
常

 
 

 
な

状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計
画

課
長

は
，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
２

９
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3
6時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

格
納

容
器

隔
離

Ａ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

 機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

ｂ
．

格
納

容
器

隔
離

Ｂ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ｂ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

．
手

動
起

動
を

参
照

 

(
3
)
格

納
容

器
圧

力
異

常
高

 
 
  
（

高
３

）
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｃ

．
格

納
容

器
圧

力
異

 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

  A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  常
高

（
高

３
）

を
参

照
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

格
納

容
器

隔
離

Ａ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 
  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

 機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

ｂ
．

格
納

容
器

隔
離

Ｂ
 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ｂ

 
 
  
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

．
手

動
起

動
を

参
照

 

(
3
)
格

納
容

器
圧

力
異

常
高

 
 
  
（

高
３

）
 

 機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｃ

．
格

納
容

器
圧

力
異

 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

  A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4

8
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  常
高

（
高

３
）

を
参

照
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｃ
．
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
6
.
6
k
V
非
常
用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ
る
隔
離

 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

と
6
.
6
k
V
非

 
  
 常

用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ

 
 
  
る

隔
離

作
動

論
理

回
路

 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
と

6
.
6
k
V
非

常
用

母
 

 
  
線

電
圧

低
の

一
致

 
 
  
に

よ
る

隔
離

 

格
納

容
器

 
隔

離
Ａ

 
 機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

を
参

照
 

6
.
6
k
V
 

非
常

用
母

 
線

電
圧

低
 定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

１
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

格
納

容
器

換
気

系
隔

離
 

(
1
)
格

納
容

器
換

気
系

隔
離

 
 

 作
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

ス
プ

レ
イ

系
 

手
動

起
動

 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

.
手

動
起

動
を

参
照

 

格
納

容
器

隔
離

 
Ａ

手
動

起
動

 
機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
(
2
)
手

動
起

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

 A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
を
実
施
す
 

る
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  動
を

参
照
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｃ
．
格
納
容
器
隔
離
Ａ
と
6
.
6
k
V
非
常
用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ
る
隔
離

 

(
1
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

と
6
.
6
k
V
非

 
  
 常

用
母
線
電
圧
低
の
一
致
に
よ

 
 
  
る

隔
離

作
動

論
理

回
路

 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
 
  
と

6
.
6
k
V
非

常
用

母
 

 
  
線

電
圧

低
の

一
致

 
 
  
に

よ
る

隔
離

 

格
納

容
器

 
隔

離
Ａ

 
 機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

を
参

照
 

6
.
6
k
V
 

非
常

用
母

 
線

電
圧

低
 定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

１
母

線
あ

 
た

り
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

格
納

容
器

換
気

系
隔

離
 

(
1
)
格

納
容

器
換

気
系

隔
離

 
 

 作
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

(
2
)
手

動
起

動
 

原
子

炉
格

納
容

 
器

ス
プ

レ
イ

系
 

手
動

起
動

 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

作
動

 
ｂ

.
手

動
起

動
を

参
照

 

格
納

容
器

隔
離

 
Ａ

手
動

起
動

 
機

能
３

．
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 
ａ

．
格

納
容

器
隔

離
Ａ

 
(
2
)
手

動
起

 

(
3
)
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

を
参

照
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

 A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
を
実
施
す
 

る
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6時

間
 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5

6
時

間
 

  動
を

参
照

 

 
 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

４
.
 主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離
 

ａ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

隔
離

 
 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

２
）

 
 
0
.
0
9
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 た
だ

し
，

全
主

 
蒸

気
隔

離
弁

が
 

閉
じ

て
い

る
場

 
合

を
除

く
 

 
  
４

※
３
０
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
 お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

０
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

3
0
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
1
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し
，

残
り

の
系

統
が

正
常

 
 

 
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

４
.
 主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離
 

ａ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

隔
離

 
 
  
 作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

  
２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｃ
．

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

 
 

（
高

２
）

 
 
0
.
0
9
2
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

下
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

 た
だ

し
，

全
主

 
蒸

気
隔

離
弁

が
 

閉
じ

て
い

る
場

 
合

を
除

く
 

 
  
４

※
３
０
 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｄ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

低
 

 
 3

.
3
5
M
P
a
[
g
a
g
e
]
以

上
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
 お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る

場
 

合
を

除
く

 

主
蒸

気
ラ

 
イ

ン
毎

に
 

 
 ４

※
３

０
 A

.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
バ

イ
パ

ス
し

た
 

 
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
 

 
除

く
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

3
0
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と

が
で

き
 

る
。

こ
の

場
合

，
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
3
1
：

残
り

３
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

，
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

措
置

を
行

う
 

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し
，

残
り

の
系

統
が

正
常

 
 

 
な

状
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 ６

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
 4
8時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

１
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

ｅ
．

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
 

 
減

少
率

高
 

 －
0
.
8
7
M
P
a
以

上
 

 モ
ー

ド
３

 
（

P
-
1
1
未

満
）

 
 た

だ
し

，
全

主
 

蒸
気

隔
離

弁
が

 
閉

じ
て

い
る
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。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

 A
.
1
 
計
装
計

画
課
長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
 
 
 
 
す

る
。

※
３

５
 

 
 
６
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１
回

 
 
 
 
当
直
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

ａ
．

P
-
6
 

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
 
  

9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
 
  

1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

 

 
 モ

ー
ド

１
 

  
 お

よ
び

２
 

 （
P
-
6
以

上
）

  
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

 
合

※
３

６
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

P
-
1
1
 

 加
圧

器
圧

力
 

1
3
.
7
3
±

0
.
0
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

3
6
：

表
3
3
－

３
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」

と
は

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

 
 

 
 

出
力

側
の

故
障

に
よ

り
，

関
連

す
る

動
作

機
能

が
確

保
さ

れ
な

い
場

合
（

手
動

ブ
ロ

ッ
ク

許
可

信
号

が
誤

発
 

 
 

 
信

し
た

場
合

を
含

む
。

）
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

３
つ

づ
き

 
   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

６
．

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

ａ
．

P
-
6
 

 中
間

領
域

中
性

子
束

 
 
  

9
.
1
×

1
0

－
１

１
～

 
 
  

1
.
1
×

1
0

－
１

０
Ａ

 

 
 モ

ー
ド

１
 

  
 お

よ
び

２
 

 （
P
-
6
以

上
）

  
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

 
合

※
３

６
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

ｂ
．

P
-
1
1
 

 加
圧

器
圧

力
 

1
3
.
7
3
±

0
.
0
3
M
P
a
[
g
a
g
e
]
 

モ
ー

ド
１

，
２

 
お

よ
び

３
 

（
P
-
1
1
以

上
）

  
  
４

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 
 ※

3
6
：

表
3
3
－

３
の

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に

お
け

る
「

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
」

と
は

，
チ

ャ
ン

ネ
ル

故
障

あ
る

い
は

 
 

 
 

出
力

側
の

故
障

に
よ

り
，

関
連

す
る

動
作

機
能

が
確

保
さ

れ
な

い
場

合
（

手
動

ブ
ロ

ッ
ク

許
可

信
号

が
誤

発
 

 
 

 
信

し
た

場
合

を
含

む
。

）
を

い
う

。
（

以
下

，
本

条
に

お
い

て
同

じ
。

）
 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

 A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
イ

ン
 

 
 
 
 
タ

ー
ロ

ッ
ク

を
運

転
状

態
に

適
 
 
 
 
合

さ
せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

 
 
１
時
間

 
設
定
値
確
認
お
よ
び
機
能

 
の
確
認
を
行
う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 １
日

に
１

回
 

 
  
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ

ー
ド

４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

４
 

事
故

時
監

視
計

装
 

   
  
 項

 
 

目
 

  
  

  
  

  
機

 
  

 
 

 
  
能

 
所

要
チ

ャ
 

 ン
ネ

ル
数

   適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
所

要
チ

 

 
  
 条

 
件

 

  １
次

冷
却

系
計

装
※
３
７
 

１
次

冷
却

材
圧

力
 

  
２

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
の

計
器

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
加

圧
器

水
位

 
 
  
２

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(高

温
側
) 

  
３

 
B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(低

温
側
) 

 
  
３

 

化
学
体
積
制
御
系
 

計
装

※
３

７
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
  

２
 

     主
蒸
気
お
よ
び
給
水
，

 
補

助
給

水
計

装
※
３

７
 

 主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
主

蒸
気

ラ
 

イ
ン

毎
に

 
 

 ２
 

C
.
１

つ
の

機
能

が
 

 
動

作
不

能
で

あ
 

 
る

場
合

 

補
助

給
水

タ
ン

ク
水

位
 

 
  
２

 
D
.
条

件
Ｃ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

広
域

）
 

 
  
３

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

狭
域

）
 

蒸
気

発
生

 
器

毎
に

２
 

補
助

給
水

流
量

 
 
  
３

 

燃
料
取
替
用
水
系
 

計
装

※
３

７
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

位
 

  
２

 

     原
子
炉
格
納
容
器
関
連

 
計

装
※

３
７
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(広

域
) 

 
  
２

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(狭

域
) 

 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力

 
 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

温
度

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水

 
位

 
 
  
２

 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
 
  
２

 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

高
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 

低
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 
 ※

3
7
：

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

，
第

8
4
条

（
表

8
4
－

1
6
）

の
運

転
上

の
制

限
も

確
認

す
る

。
 

 

   ャ
ン

ネ
ル

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
 項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

  
  
当

直
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
計

器
 

 
 
 
 
が

故
障

状
態

で
あ

る
こ

と
が

運
 
 
 
 
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
 
 
 
 
措

置
を

講
じ

る
。

 

 速
や

か
に

 

C
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
 
 
 
 
な

状
態

に
す

る
。
ま

た
は

代
替

 
 
 
 
 
の

監
視

手
段

を
確

保
す

る
｡
 

 
  
1
0
日

 

D
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

４
に

す
る

。
  
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

４
 

事
故

時
監

視
計

装
 

   
  
 項

 
 

目
 

  
  

  
  

  
機

 
  

 
 

 
  
能

 
所

要
チ

ャ
 

 ン
ネ

ル
数

   適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
所

要
チ

 

 
  
 条

 
件

 

  １
次

冷
却

系
計

装
※
３
７
 

１
次

冷
却

材
圧

力
 

  
２

 
モ

ー
ド

１
，

２
 

お
よ

び
３

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
の

計
器

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
加

圧
器

水
位

 
 
  
２

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(高

温
側
) 

  
３

 
B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

１
次
冷
却
材
温
度
（
広
域
）
(低

温
側
) 

 
  
３

 

化
学
体
積
制
御
系
 

計
装

※
３

７
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
  

２
 

     主
蒸
気
お
よ
び
給
水
，

 
補

助
給

水
計

装
※
３

７
 

 主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
主

蒸
気

ラ
 

イ
ン

毎
に

 
 

 ２
 

C
.
１

つ
の

機
能

が
 

 
動

作
不

能
で

あ
 

 
る

場
合

 

補
助

給
水

タ
ン

ク
水

位
 

 
  
２

 
D
.
条

件
Ｃ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

広
域

）
 

 
  
３

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

狭
域

）
 

蒸
気

発
生

 
器

毎
に

２
 

補
助

給
水

流
量

 
 
  
３

 

燃
料
取
替
用
水
系
 

計
装

※
３

７
 

燃
料

取
替

用
水

タ
ン

ク
水

位
 

  
２

 

     原
子
炉
格
納
容
器
関
連

 
計

装
※

３
７
 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(広

域
) 

 
  
２

 

格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
水
位
(狭

域
) 

 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力

 
 
  
２

 

原
子

炉
格

納
容

器
内

温
度

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
高
レ
ン
ジ
エ
リ
ア

 
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 
 
  
２

 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水

 
位

 
 
  
２

 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
 
  
２

 

非
常
用
炉
心
冷
却
系
計

 
装

※
３

７
 

高
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 

低
圧

注
入

流
量

 
 
  
２

 
 ※

3
7
：

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

，
第

8
4
条

（
表

8
4
－

1
6
）

の
運

転
上

の
制

限
も

確
認

す
る

。
 

 

   ャ
ン

ネ
ル

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
 項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

  
  
当

直
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
計

器
 

 
 
 
 
が

故
障

状
態

で
あ

る
こ

と
が

運
 
 
 
 
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
 
 
 
 
措

置
を

講
じ

る
。

 

 速
や

か
に

 

C
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
の

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
 
 
 
 
な

状
態

に
す

る
。
ま

た
は

代
替

 
 
 
 
 
の

監
視

手
段

を
確

保
す

る
｡
 

 
  
1
0
日

 

D
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

４
に

す
る

。
  
 1
2時

間
 

  
 3

6
時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

５
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
起

動
計

装
 

   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

 
 

起
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

モ
ー

ド
５

，
６

 
お

よ
び

照
射

済
 

燃
料

移
動

中
 

 １
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

２
．

6
.
6
k
V
非

常
用

母
線

電
圧

低
 

 
 

検
出

 
定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

，
 

５
，

６
お

よ
び

 
照

射
済

燃
料

移
 

動
中

 

所
要

の
 

１
母

線
 

あ
た

り
３

 A
.
１

母
線

あ
た

り
 

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
１

母
線

あ
た

り
 

 
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
成

で
き

な
い

場
 

 
合

 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統
が

正
常

 
 

 
な

状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
の

当
該

系
 

 
 

統
の

バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
 

 
 

で
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

当
該

非
常

用
デ

ィ
 

 
 

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

 
 

 
み

な
す

。
 

 速
や

か
に

 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
１

母
線

あ
た

り
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
 
２
時
間

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

当
該

非
常

用
デ

ィ
 

 
 

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

 
 

 
み

な
す

。
 

 
速
や
か
に
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

５
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
起

動
計

装
 

   
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

 
 

起
動

論
理

回
路

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

お
よ

び
 

４
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
条

件
Ａ

の
措

置
 

 
を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

モ
ー

ド
５

，
６

 
お

よ
び

照
射

済
 

燃
料

移
動

中
 

 １
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

２
．

6
.
6
k
V
非

常
用

母
線

電
圧

低
 

 
 

検
出

 
定

格
電

圧
の

6
4
.
7
％

以
上

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

，
 

５
，

６
お

よ
び

 
照

射
済

燃
料

移
 

動
中

 

所
要

の
 

１
母

線
 

あ
た

り
３

 A
.
１

母
線

あ
た

り
 

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
１

母
線

あ
た

り
 

 
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
以

上
が

動
作

不
 

 
能

で
あ

る
場

合
 

C
.
条

件
Ａ

ま
た

は
 

 
Ｂ

の
措

置
を

完
 

 
了

時
間

内
に

達
 

 
成

で
き

な
い

場
 

 
合

 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
 表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 

  

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統
が

正
常

 
 

 
な

状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
の

当
該

系
 

 
 

統
の

バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
 

 
 

で
き

る
。

 

 
 
６
時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 5
6時

間
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

当
該

非
常

用
デ

ィ
 

 
 

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

 
 

 
み

な
す

。
 

 速
や

か
に

 

A
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
｡ 

 
 
６
時
間

 
設

定
値

確
認

を
実

施
す

る
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長
 

B
.
1
 
電

気
計

画
課

長
は

，
１

母
線

あ
た

り
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
 
２
時
間

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

当
該

非
常

用
デ

ィ
 

 
 

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

 
 

 
み

な
す

。
 

 
速
や
か
に

 

 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

表
3
3
－

６
 

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

計
装

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

 
 

 
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

条
件

Ａ
 

 
 ま

た
は

Ｂ
の

措
 

 
置

を
完

了
時

間
 

 
内

に
達

成
で

き
 

 
な

い
場

合
 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

２
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

，
条

件
 

 
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
 

 
措

置
を

完
了

時
 

 
間

内
に

達
成

で
 

 
き

な
い

場
合

 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 
 ※

3
8
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 
速
や
か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

A
.
1
 計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 
速
や
か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た
は

 
D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   
速
や
か
に
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変
更
後
 

備
考
 

表
3
3
－

６
 

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

計
装

 

  
  
  
  
  
機

 
  

 能
 

設
定

値
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
 件

 

１
．

中
央

制
御

室
換

気
系

隔
離

 
 

 
作

動
論

理
回

路
 

 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 ２
系

統
 

A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

条
件

Ａ
 

 
 ま

た
は

Ｂ
の

措
 

 
置

を
完

了
時

間
 

 
内

に
達

成
で

き
 

 
な

い
場

合
 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

２
．

手
動

起
動

 
 
  

  
  
  
－

 
モ

ー
ド

１
，

 
２

，
３

，
４

 
お

よ
び

使
用

済
 

燃
料

ピ
ッ

ト
で

 
の

照
射

済
燃

料
 

移
動

中
 

 
 ２

 
A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

C
.
モ

ー
ド

１
，

２
,
 

 
３

お
よ

び
４

に
 

 
お

い
て

，
条

件
 

 
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
 

 
措

置
を

完
了

時
 

 
間

内
に

達
成

で
 

 
き

な
い

場
合

 

D
.
使

用
済

燃
料

ピ
 

 
ッ

ト
で

の
照

射
 

 
済

燃
料

移
動

中
 

 
に

お
い

て
，

条
 

 
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
 

 
の

措
置

を
完

了
 

 
時

間
内

に
達

成
 

 
で

き
な

い
場

合
 

３
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作
動

 
表

3
3
－

３
機

能
１

．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
を

参
照

 
 ※

3
8
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 

 ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状
態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

 
 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
系

統
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 
速
や
か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た

は
 

D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
原

子
燃

料
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   速

や
か

に
 

A
.
1
 計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
チ

ャ
 

 
 
 
 
ン

ネ
ル
を
動
作
可
能
な
状
態
に

 
  
  
す
る
｡ 

 
  
1
0
日

 

C
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

 
速
や
か
に

 

D
.
1
 当

直
長

は
，

中
央

制
御

室
非

常
 

 
 
用
給
気
フ
ァ
ン
を
起
動
さ
せ
る
｡ 

ま
た
は

 
D
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
原

子
燃

料
課

長
 

 
は

，
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
 

 
止

す
る

。
※
３

８
 

 速
や

か
に

 
   
速
や
か
に

 

 
 

                            組
織

整
備

に
伴

う
変

更
（

以
下

，
本

頁
に

お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

７
 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

   
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

機
能

を
 

 
  
  
  
  
条

 
件

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で
 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
加

圧
器

後
備

ヒ
ー

タ
 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔

離
弁

 
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

 
海

水
ポ

ン
プ

 
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
モ
ー
ド
４

 
A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

加
圧

器
圧

力
計

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

蒸
気

発
生

器
（

広
域

）
水

位
計

 
主

蒸
気

圧
力

計
 

加
圧

器
水

位
計

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

線
源
領
域
中
性
子
束
計

 
モ
ー
ド
２

 
（
P
-
6
未
満
）
，
 

３
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

１
次
冷
却
材
圧
力
計
（
広
域
）

 
１
次
冷
却
材
温
度
計
（
広
域
）
（
低
温
側
）

 
モ
ー
ド
３

 
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 ※
3
9
：

機
能

毎
に

個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 
 

   満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
３

９
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計

装
計

画
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計

装
計

画
課

長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課

長
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
30
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1
2時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 
当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 5

6
時

間
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

７
 

中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

   
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

 
  
  
  
  
  
 
  
  
 

機
能

を
 

 
  
  
  
  
条

 
件

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で
 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
加

圧
器

後
備

ヒ
ー

タ
 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔

離
弁

 
原

子
炉

補
機

冷
却

水
ポ

ン
プ

 
海

水
ポ

ン
プ

 
電

動
補

助
給

水
ポ

ン
プ

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 

４
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

 
モ
ー
ド
４

 
A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

加
圧

器
圧

力
計

 
モ

ー
ド

１
，

 

２
お

よ
び

３
 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

蒸
気

発
生

器
（

広
域

）
水

位
計

 
主

蒸
気

圧
力

計
 

加
圧

器
水

位
計

 

モ
ー

ド
１

，
 

２
，

３
お

よ
び

 
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 
 

あ
る

場
合

 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 
 

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合

 

線
源
領
域
中
性
子
束
計

 
モ
ー
ド
２

 
（
P
-
6
未
満
）
，
 

３
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

１
次
冷
却
材
圧
力
計
（
広
域
）

 
１
次
冷
却
材
温
度
計
（
広
域
）
（
低
温
側
）

 
モ
ー
ド
３

 
お
よ
び
４

 

A.
機
能
の
１
つ
が
動
作
不
能
で

 

 
あ

る
場

合
 

B.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間

 

 
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 ※
3
9
：

機
能

毎
に

個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 
 

   満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
３

９
 

確
認

事
項

 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1

2
時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長

 
お
よ
び

 
計

装
計

画
課

長
 

B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
｡ 

 
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計

装
計

画
課

長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B.
1 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
｡ 

お
よ

び
 

B.
2 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
４
に
す
る
｡ 

 
 1
2時

間
 

  
 3
6時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
  

  
3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課

長
 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1

2
時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  
30
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

B
.
2
 当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 1
2時

間
 

  
 5
6
時

間
 

A
.
1
 
計

装
計

画
課

長
は

，
当

該
機

能
 

 
 
 
 
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 
 
  

3
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を

 
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 
B
.
1
 
当

直
長

は
，
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
  
 5

6
時

間
 

 

 本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 表
3
3
－

８
 

燃
料

落
下

お
よ

び
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

計
装

 
   
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
件

 

１
．

燃
料

取
扱

棟
空

気
浄

化
系

作
動

論
理

回
路

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
 
 ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 
 を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
．

燃
料

落
下

検
知

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  

 ２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 

を
完

了
時

間
内

 
 

に
達

成
で

き
な

 
 

い
場

合
 

 ※
4
0
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
   

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 1

0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

る
。

※
４

０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
  

 1
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
安

全
技

術
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

 
 

る
。

※
４
０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
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変
更
後
 

備
考
 

 表
3
3
－

８
 

燃
料

落
下

お
よ

び
燃

料
取

扱
建

屋
空

気
浄

化
系

計
装

 
   
  
  
  
  
  
 
  

  
  

  
機

 
  

 能
 

  適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

 
ン

ネ
ル

・
 

系
統

数
 

 
  
  
所

要
チ

ャ
ン

 

 
  
 条

 
件

 

１
．

燃
料

取
扱

棟
空

気
浄

化
系

作
動

論
理

回
路

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  ２

系
統

 
A
.
１

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 

B
.
２

系
統

が
動

作
 

 
不

能
で

あ
る

場
 

 
合

 
 
 ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 
 を

完
了

時
間

内
 

 
に

達
成

で
き

な
 

 
い

場
合

 

２
．

燃
料

落
下

検
知

 
使

用
済

燃
料

ピ
 

ッ
ト

で
の

照
射

 
済

燃
料

移
動

中
 

 た
だ

し
，

照
射

 
終

了
後

，
所

定
 

の
期

間
を

経
過

 
し

た
照

射
済

燃
 

料
を

取
り

扱
う

 
場

合
は

除
く

。
  

 ２
 

A
.
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

B
.
２

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 
が

動
作

不
能

で
 

 
あ

る
場

合
 

 
ま

た
は

 
 

条
件

Ａ
の

措
置

 
 

を
完

了
時

間
内

 
 

に
達

成
で

き
な

 
 

い
場

合
 

 ※
4
0
：

移
動

中
の

燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で

は
な

い
。

 
   

   ネ
ル

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

 
  
  
  
要

求
さ

れ
る

措
置

 
 完

了
時

間
 

 
  
  
  
項

 
目

 
 
  
頻

 
度

 
 
  
担

 
当

 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

 
  
 た

だ
し

，
残

り
の

系
統

が
正

常
 

 
 

な
状

態
で

あ
る

こ
と
を

確
認

の
 

 
  
 う

え
，

作
業

の
た

め
当

該
系

統
 

 
 

の
バ
イ
パ
ス
を

行
う

こ
と

が
で

 
 

 
き

る
。

 

 
 1

0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
計
装
計
画
課
長

 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
原

子
燃

料
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

る
。

※
４

０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

A
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
が

運
転

可
能

な
状

 
 

 
態

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
  

 1
0
日

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

 
検

査
時

 
電
気
計
画
課
長
 

B
.
1
 当

直
長

は
，

ア
ニ

ュ
ラ

ス
排

気
 

 
 

フ
ァ

ン
１

台
を

運
転

状
態

と
す

 
 

 
る

。
 

ま
た

は
 

B
.
2
 
当

直
長

ま
た

は
原

子
燃

料
課

長
 

 
は

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
 

 
照

射
済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
 

 
 

る
。

※
４
０
 

 速
や

か
に

 
    速

や
か

に
 

 

                   組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
）
 

第
4
9
条
 
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
（
１
次
冷
却
材
温
度
が
2
6
0
 
℃
以
上
）
に
お
い
て
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃

度
は
，
表
4
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次

号
を
実
施
す

る
。
 

 
(
1
)
 
安
全
技
術
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
（
１
次
冷
却
材
温
度
が
2
6
0
 
℃
以
上
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１

回
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
を
確
認
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術
課
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
が
，
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

と
判
断
し
た

場
合
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
は
，
表
4
9
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
4
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
 

3
.
2
×

1
0
４
B
q/
c
m
３
以
下
で
あ
る
こ
と
 

 表
4
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
の
濃
度

が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
 
 

濃
度
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

4
8
時
間
 

  

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
し
，
１
次
冷
却
材

温
度
を
2
6
0
℃
未
満
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 
 

（
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
）
 

第
4
9
条

 
モ

ー
ド

１
，
２

お
よ

び
３
（

１
次

冷
却

材
温

度
が

2
6
0
 
℃

以
上

）
に

お
い

て
，
１

次
冷

却
材

中
の

よ
う

素
1
3
1
濃

度
は
，
表
4
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次

号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
モ
ー
ド
１
，
２
お
よ
び
３
（
１
次
冷
却
材
温
度
が
2
6
0
 
℃
以
上
）
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１

回
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
を
確
認
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
が
，
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

と
判
断
し
た
場
合
，
当
直
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
当
直
長
は
，
表
4
9
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
4
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
濃
度
 

3
.
2
×

1
0
４
B
q/
c
m
３
以
下
で
あ
る
こ
と
 

 表
4
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
の
濃
度

が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
よ
う
素
1
3
1
 
 

濃
度
の
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

4
8
時
間
 

  

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
し
，
１
次
冷
却
材

温
度
を
2
6
0
℃
未
満
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 
 

     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
中
央
制
御
室

非
常
用
循
環
系
）
 

第
6
9
条
 
モ
ー

ド
１
，
２
，
３
，
４
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
非

常
用
循
環
系

は
，
表
6
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
中
央
制
御

室
非
常
用
循
環
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各

号
を
実
施
す

る
。
 

 
(
1
)
 
機
械
計

画
第
一
課
長
は
，
定
期
事
業
者

検
査
時
に
，
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去

効
率
（
総

合
除
去
効

率
）
が
表
6
9
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
発
電
課

長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動

す
る
こ
と
，

お
よ
び
自

動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
ヶ

月
に
１
回

，
２
台
の
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
，
フ
ァ
ン
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

３
 
当
直
長
は

，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
，
表
6
9
－

３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
は
，
安
全
技
術
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置

を
講
じ
る
。

 

 表
6
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

※
１
 

２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
中
央
制

御
室
非
常
用
循
環
系
が
動
作
不
能
時
は
，
第
8
4
条
（
表
8
4
－
1
7
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

 表
6
9
－
２
 

項
 
 
目
 

よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
 

中
央
制
御

室
非
常
用
給
気
フ
ィ
ル
タ
 

9
5
％
以
上
 

 

（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
 

第
6
9
条
 
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
中
央
制
御
室
非

常
用
循
環
系
は
，
表
6
9
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各

号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
機
械
計
画
第
一
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総

合
除
去
効
率
）
が
表
6
9
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 
(
2
)
 
発
電
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
，

お
よ
び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
ヶ

月
に
１
回
，
２
台
の
中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
，
フ
ァ
ン
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
，
表
6
9
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置

を
講
じ
る
。
 

 表
6
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系

※
１
 

２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
動
作
不
能
時
は
，
第
8
4
条
（
表
8
4
－
1
7
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

 表
6
9
－
２
 

項
 
 
目
 

よ
う
素
除
去
効
率
（
総
合
除
去
効
率
）
 

中
央
制
御
室
非
常
用
給
気
フ
ィ
ル
タ
 

9
5
％
以
上
 

 

             
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
6
9
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
１
系
統

が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

3
0日

 

 

B
.
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
す
べ

て
の
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
少
な
く
と
も
１
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

1
0日

 

 

C
.
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４
に
お

い
て
，
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

D
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃

料
移
動
中
に
お
い
て
，
条
件
Ａ
ま
た

は
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る

※
２
。
 

 

速
や
か
に
 

   

※
２
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

表
6
9
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
１
系
統

が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

3
0日

 

 

B
.
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
す
べ

て
の
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
少
な
く
と
も
１
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

1
0日

 

 

C
.
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４
に
お

い
て
，
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

D
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃

料
移
動
中
に
お
い
て
，
条
件
Ａ
ま
た

は
Ｂ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成

で
き
な
い
場
合
 

D
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る

※
２
。
 

 

速
や
か
に
 

   

※
２
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

        
 組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
）
 

第
7
1
条
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
は
，
表
7
1
－
１
で
定

め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。 

 
(
1
)
 
発
電
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
，
お
よ

び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
２
台
の
ア
ニ
ュ
ラ
ス

排
気
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
，
フ
ァ
ン
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
，
表
7
1
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
は
，
安
全
技
術
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置

を
講
じ
る
。

 

 表
7
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

燃
料
取

扱
建
屋
空
気
浄
化
系
 

２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

※
１

：
照

射
終

了
後

の
所

定
期

間
を

経
過

し
た

照
射

済
燃

料
を

取
扱

う
場

合
，

運
転

上
の

制
限

を
適

用
し

な
い

。
な

お
，

所
定

期
間

に
つ

い
て

は
，

安
全

技
術

課
長

が
あ

ら
か

じ
め

定
め

，
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
，

所
長

の

承
認
を
得
る
。

 

（
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
）
 

第
7
1
条
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
は
，
表
7
1
－
１
で
定

め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施

す
る
。 

 
(
1
)
 
発
電
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
，
ア
ニ
ュ
ラ
ス
排
気
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る
こ
と
，
お
よ

び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
ヶ
月
に
１
回
，
２
台
の
ア
ニ
ュ
ラ
ス

排
気
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
，
フ
ァ
ン
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
，
表
7
1
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動

を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置

を
講
じ
る
。
 

 表
7
1
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
 

２
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

※
１

：
照

射
終

了
後

の
所

定
期

間
を

経
過

し
た

照
射

済
燃

料
を

取
扱

う
場

合
，

運
転

上
の

制
限

を
適

用
し

な
い

。
な

お
，

所
定

期
間

に
つ

い
て

は
，
原

子
燃

料
課
長

が
あ

ら
か
じ

め
定

め
，
原

子
炉

主
任
技

術
者

の
確
認

を
得

て
，

所
長

の

承
認
を
得
る
。

 

         
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
7
1
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
１
系
統

が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

    

A
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

1
0日

 

  ４
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

        

B
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
を
運

転
状
態
に
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
に
つ

い
て
，
運
転
状
態
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る

※
２
。
 

速
や
か
に
 

  

８
時
間
に
１
回
 

   

速
や
か
に
 

  

C
.
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
の
す
べ

て
の
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

 

C
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

表
7
1
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
１
系
統

が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

    

A
.
1
 
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
を
起
動

し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

1
0日

 

  ４
時
間
 

そ
の
後
の
８
時
間
に
１

回
 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

        

B
.
1
.
1
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
を
運

転
状
態
に
す
る
。
 

 
 
 
お
よ
び
 

B
.
1
.
2
 
当
直
長
は
，
残
り
の
系
統
の
フ
ァ
ン
に
つ

い
て
，
運
転
状
態
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.
2
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る

※
２
。
 

速
や
か
に
 

  

８
時
間
に
１
回
 

   

速
や
か
に
 

  

C
.
燃
料
取
扱
建
屋
空
気
浄
化
系
の
す
べ

て
の
系
統
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

 

C
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中

止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

               
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
外
部
電
源
）

 

第
7
2
条
 
モ
ー

ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６

お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，

外
部
電
源

※
１
は
，
表
7
2
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
外
部
電
源

が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

に
お
い
て

，
１
週
間
に
１
回
，
所
要
の
非
常
用
高
圧
母
線
に
電
力
供
給
可
能
な
外
部
電
源
３
回
線
以
上
の
電
圧
が
確

立
し
て
い

る
こ
と
，
お
よ
び
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

変
圧
器

１
次
側
に
お
い
て
１
相
開
放
を
検
知
し
た
場
合
，
故
障
箇
所
の
隔
離
ま
た
は
非
常
用
母
線
を
健
全
な
電
源

か
ら
受
電

で
き
る
よ
う
切
替
を
実
施
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は

，
外
部
電
源
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
2
－
２
の

措
置
を
講
じ

る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
安
全
技

術
課
長
に
通

知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
外
部
電

源
と
は
，
電
力
系
統
か
ら
の
電
力
を
第
7
8
条
お
よ
び
第
7
9
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
高
圧
母
線
に
供
給
す

る
設
備

を
い
う
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
7
2
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

外
部
電
源
 

(
1
)
３
回
線

※
２
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
３
 

(
2
)
(
1
)
の
外
部
電
源
の
う
ち
，
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立
性

を
有
し
て
い
る
こ
と

※
４

※
５

 

※
２
：
外
部
電

源
の
回
線
数
は
，
当
該
原
子
炉
に
対
す
る
個
々
の
非
常
用
高
圧
母
線
す
べ
て
に
対
し
て
電
力
供
給
す
る
こ

と
が
で

き
る
発
電
所
外
か
ら
の
送
電
線
の
回
線
数
と
す
る
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
３
：
送
電
線

事
故
の
瞬
停
時
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
４
：
独
立
性

を
有
す
る
と
は
，
「
送
電
線
の
上
流
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所
ま
た
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
し
な
い
こ
と
」

を
い
う

。
 

※
５

：
１

つ
の

変
電

所
ま

た
は

開
閉

所
の

ル
ー

ト
に

よ
り

供
給

ま
た

は
受

電
し

て
い

る
場

合
で

あ
っ

て
も

，
設

備
構

成
と

し
て
，
別
ル
ー
ト
で
の
連
系
が
可
能
な

状
態
で
あ
れ
ば
，
独
立
性
を
有
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
外
部
電
源
）
 

第
7
2
条
 
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，

外
部
電
源

※
１
は
，
表
7
2
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
外
部
電
源
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。
 

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間

に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
所
要
の
非
常
用
高
圧
母
線
に
電
力
供
給
可
能
な
外
部
電
源
３
回
線
以
上
の
電
圧
が
確

立
し
て
い
る
こ
と
，
お
よ
び
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

変
圧
器
１
次
側
に
お
い
て
１
相
開
放
を
検
知
し
た
場
合
，
故
障
箇
所
の
隔
離
ま
た
は
非
常
用
母
線
を
健
全
な
電
源

か
ら
受
電
で
き
る
よ
う
切
替
を
実
施
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
外
部
電
源
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
2
－
２
の

措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
原
子
燃

料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
外
部
電
源
と
は
，
電
力
系
統
か
ら
の
電
力
を
第
7
8
条
お
よ
び
第
7
9
条
で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
高
圧
母
線
に
供
給
す

る
設
備
を
い
う
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
7
2
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

外
部
電
源
 

(
1
)
３
回
線

※
２
以
上
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
３
 

(
2
)
(
1
)
の
外
部
電
源
の
う
ち
，
１
回
線
以
上
は
他
の
回
線
に
対
し
て
独
立
性

を
有
し
て
い
る
こ
と

※
４
※
５
 

※
２
：
外
部
電
源
の
回
線
数
は
，
当
該
原
子
炉
に
対
す
る
個
々
の
非
常
用
高
圧
母
線
す
べ
て
に
対
し
て
電
力
供
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
発
電
所
外
か
ら
の
送
電
線
の
回
線
数
と
す
る
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
３
：
送
電
線
事
故
の
瞬
停
時
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

※
４
：
独
立
性
を
有
す
る
と
は
，
「
送
電
線
の
上
流
に
お
い
て
１
つ
の
変
電
所
ま
た
は
開
閉
所
の
み
に
連
系
し
な
い
こ
と
」

を
い
う
。
 

※
５
：
１
つ
の
変
電
所
ま
た
は
開
閉
所
の
ル
ー
ト
に
よ
り
供
給
ま
た
は
受
電
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
，
設
備
構
成
と

し
て
，
別
ル
ー
ト
で
の
連
系
が
可
能
な
状
態
で
あ
れ
ば
，
独
立
性
を
有
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

          
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
7
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
す
べ
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に

対
し
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
な

く
と
も
１
回
線
以
上
を
他
の
回
線
に
対
し
て

独
立
性
を
有
し
て
い
る
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

3
0日

 

 

B
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
で

あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

3
0日

 

 

C
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
で

あ
る
場
合
 

お
よ
び
 

す
べ
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に

対
し
て
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場

合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
 

な
く
と
も
１
回
線
以
上
を
他
の
回
線
に
対
し

独
立
性
を
有
し
て
い
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

ま
た
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
 

外
部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

2
0日

 

    

D
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
１
回
線
で

あ
る
場
合
 

D
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

1
0日

 

 

  

表
7
2
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
す
べ
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に

対
し
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
な

く
と
も
１
回
線
以
上
を
他
の
回
線
に
対
し
て

独
立
性
を
有
し
て
い
る
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

3
0日

 

 

B
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
で

あ
る
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

3
0日

 

 

C
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
２
回
線
で

あ
る
場
合
 

お
よ
び
 

す
べ
て
の
外
部
電
源
が
他
の
回
線
に

対
し
て
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場

合
 

C
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

C
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
の
少
 

な
く
と
も
１
回
線
以
上
を
他
の
回
線
に
対
し

独
立
性
を
有
し
て
い
る
状
態
に
復
旧
す
る
。

ま
た
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
 

外
部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

2
0日

 

    

D
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
１
回
線
で

あ
る
場
合
 

D
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
可
能
な
外
部
電
源
に
つ
い

て
，
電
圧
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

D
.
2
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

そ
の
後
の
１
日
に
１
回
 

  

1
0日

 

 

 

 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
7
2
－
２
（
続

き
）
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

E
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
１
回
線
で

あ
る
場
合
 

お
よ
び
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合

※
６
 

E
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
１
回
線
ま
た
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
１
基
を
復
旧
す
る
。
 

1
2
時
間

 

 

F
.
す
べ
て
の
外
部
電
源
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

F
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

2
4
時
間
 

 

G
.
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４
に
お

い
て
，
条
件
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｅ
 

ま
た
は
Ｆ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

G
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

G
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

 

H
.
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
に
お
い
て
，
条
件
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，

Ｄ
，
Ｅ
ま
た
は
Ｆ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

       

H
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
移
動
中
の
場
合
は
，
照
射
済
燃
料
の
移

動
を
中
止
す
る

※
７
。
 

お
よ
び
 

H
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

H
.
3
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
 

っ
て
い
る
場
合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
６
：
モ
ー
ド

５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
に
は
，
非
常
用
発
電
機
１
基
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
常
用
発
電
機
と
は
，
所
要
の
電
力
供
給
が

可
能
な

も
の
を
い
う
。
な
お
，
非
常
用
発
電
機
は
複
数
の
号
炉
で
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
７
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 

表
7
2
－
２
（
続
き
）
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

E
.
動
作
可
能
な
外
部
電
源
が
１
回
線
で

あ
る
場
合
 

お
よ
び
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
が

動
作
不
能
で
あ
る
場
合

※
６
 

E
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
１
回
線
ま
た
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
１
基
を
復
旧
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

F
.
す
べ
て
の
外
部
電
源
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

F
.
1
 
当
直
長
は
，
動
作
不
能
と
な
っ
て
い
る
外
 

部
電
源
の
少
な
く
と
も
１
回
線
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

2
4
時
間
 

 

G
.
モ
ー
ド
１
，
２
，
３
お
よ
び
４
に
お

い
て
，
条
件
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，
Ｄ
，
Ｅ
 

ま
た
は
Ｆ
の
措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

G
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

G
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

 

H
.
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
に
お
い
て
，
条
件
Ａ
，
Ｂ
，
Ｃ
，

Ｄ
，
Ｅ
ま
た
は
Ｆ
の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

       

H
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
移
動
中
の
場
合
は
，
照
射
済
燃
料
の
移

動
を
中
止
す
る

※
７
。
 

お
よ
び
 

H
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

H
.
3
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
 

っ
て
い
る
場
合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

※
６
：
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
に
は
，
非
常
用
発
電
機
１
基
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
常
用
発
電
機
と
は
，
所
要
の
電
力
供
給
が

可
能
な
も
の
を
い
う
。
な
お
，
非
常
用
発
電
機
は
複
数
の
号
炉
で
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
７
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

 

              
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
－
）
 

第
7
4
条
 
モ
ー

ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
は

，
表
7
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を

実
施
す
る
｡
 

 
(
1
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，
１
ヶ
月

に
１
回
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
つ
い
て
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
｡
 

 
 
(
a
)
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
待
機
状
態
か
ら
起
動
し
，
無
負
荷
運
転
時
の
電
圧
が
6
,
9
0
0
±
3
4
5
V
お
よ
び
周
波

数
が
6
0
±
3
H
z
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 

(
b
)
 
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
貯
油
量
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は

，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
 

た
場
合
，
表
7
4
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
 

要
が
あ
る
場

合
は
，
安
全
技
術
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

表
7
4
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
１
 

  

(
1
)
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
※
３
 

(
2
)
(
1
)
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
対
応
す
る
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
の
貯
油
量
が
表
7
4
－
２
に
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こ
と

※
４
 

※
１
：
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。
 

※
２
：
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
予
備
潤
滑
運
転
（
タ
ー
ニ
ン
グ
，
エ
ア
ラ
ン
）
を
行
う
場
合
，
運
転
上
の
制
限
を

適
用
し

な
い
。
 

※
３
：
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
は
，
非
常
用
発
電
機
１
基
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
常
用
発
電
機
と
は
，
 

所
要
の

電
力
供
給
が
可
能
な
も
の
を
い
う
。
な
お
，
非
常
用
発
電
機
は
複
数
の
号
炉
で
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
４
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
の
2
4
時
間
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
｡
 

 表
7
4
－
２
 

項
 
 
目
 

制
 
限
 
値
 

燃
料
油
サ

ー
ビ
ス
タ
ン
ク
貯
油
量
 

（
保
有
油
量
）
 

1
,3
75
L以

上
 

 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
－
）
 

第
7
4
条
 
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
は
，
表
7
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を

実
施
す
る
｡
 

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
に
お
い
て
，
１
ヶ
月

に
１
回
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
つ
い
て
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
｡
 

 
 
(
a
)
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
待
機
状
態
か
ら
起
動
し
，
無
負
荷
運
転
時
の
電
圧
が
6
,
9
0
0
±
3
4
5
V
お
よ
び
周
波

数
が
6
0
±
3
H
z
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 
 

(
b
)
 
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
貯
油
量
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
 

た
場
合
，
表
7
4
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
 

要
が
あ
る
場
合
は
，
原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

表
7
4
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

※
１
 

  

(
1
)
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
※
３
 

(
2
)
(
1
)
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
対
応
す
る
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン

ク
の
貯
油
量
が
表
7
4
－
２
に
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こ
と

※
４
 

※
１
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼
ね
る
。
 

※
２
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
予
備
潤
滑
運
転
（
タ
ー
ニ
ン
グ
，
エ
ア
ラ
ン
）
を
行
う
場
合
，
運
転
上
の
制
限
を

適
用
し
な
い
。
 

※
３
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
は
，
非
常
用
発
電
機
１
基
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
常
用
発
電
機
と
は
，
 

所
要
の
電
力
供
給
が
可
能
な
も
の
を
い
う
。
な
お
，
非
常
用
発
電
機
は
複
数
の
号
炉
で
共
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
４
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
の
2
4
時
間
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
｡
 

 表
7
4
－
２
 

項
 
 
目
 

制
 
限
 
値
 

燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
貯
油
量
 

（
保
有
油
量
）
 

1
,3
75
L以

上
 

 

           
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
7
4
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
お

よ
び
非
常
用
発
電
機
１
基
の
う
ち
，

２
基
以
上
が
動
作
不
能

※
５
で
あ
る
 

場
合
 

      

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２

基
お
よ
び
非
常
用
発
電
機
１
基
の
う
ち
，
少

な
く
と
も
２
基
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
｡
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

※
５
：
非
常
用

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
の
貯
油
量
（
保
有
油
量
）
が
制
限
値
を
満
足
し
て
 
 
 

い
な
い

場
合
を
含
む
。
 

※
６
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

表
7
4
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
お

よ
び
非
常
用
発
電
機
１
基
の
う
ち
，

２
基
以
上
が
動
作
不
能

※
５
で
あ
る
 

場
合
 

      

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２

基
お
よ
び
非
常
用
発
電
機
１
基
の
う
ち
，
少

な
く
と
も
２
基
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
｡
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

※
５
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
燃
料
油
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク
の
貯
油
量
（
保
有
油
量
）
が
制
限
値
を
満
足
し
て
 
 
 

い
な
い
場
合
を
含
む
。
 

※
６
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

  
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
非
常
用
直
流

電
源
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）
 

第
7
7
条
 
モ
ー

ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
非
常
用
直
流
電
源
（
蓄
電
池
（
非
常
用
）
お
よ
び
充

電
器
）
は
，

表
7
7
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
非
常
用
直

流
電
源
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。 

 
(
1
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池

端
子
電
圧
が
1
2
6
.
5
V
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
非
常
用
直
流
電
源
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
7

－
２
の
措
置

を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，

安
全
技
術
課

長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
7
7
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

非
常
用
直
流
電
源
 

 

所
要
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
非
常
用
直
流
母
線
に
接
続
す
る
系
統
（
蓄
電

池
（
非
常
用
）

※
１
お
よ
び
充
電
器

※
２
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

 

※
１
：
蓄
電
池
（
非
常
用
）
が
動
作
不
能
時
は
，
第
8
4
条
（
表

8
4
－
1
5
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

※
２
：
充
電
器

と
は
，
充
電
器
ま
た
は
後
備
充
電
器
の
い
ず
れ
か
を
い
い
，
両
方
が
機
能
喪
失
と
な
っ
て
動
作
不
能
と
み

な
す
。

（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
7
7
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
所
要
の
非
常
用
直
流
電
源
の
蓄
電
池

（
非
常
用
）
ま
た
は
充
電
器
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
３
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
当
該
機
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

※
３
：
移
動

中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

（
非
常
用
直
流
電
源
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）
 

第
7
7
条
 
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
非
常
用
直
流
電
源
（
蓄
電
池
（
非
常
用
）
お
よ
び
充

電
器
）
は
，
表
7
7
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
非
常
用
直
流
電
源
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。 

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
浮
動
充
電
時
の
蓄
電
池

端
子
電
圧
が
1
2
6
.
5
V
 
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
非
常
用
直
流
電
源
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
7

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，

原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
7
7
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

非
常
用
直
流
電
源
 

 

所
要
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
非
常
用
直
流
母
線
に
接
続
す
る
系
統
（
蓄
電

池
（
非
常
用
）

※
１
お
よ
び
充
電
器

※
２
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
蓄
電
池
（
非
常
用
）
が
動
作
不
能
時
は
，
第
8
4
条
（
表

8
4
－
1
5
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

※
２
：
充
電
器
と
は
，
充
電
器
ま
た
は
後
備
充
電
器
の
い
ず
れ
か
を
い
い
，
両
方
が
機
能
喪
失
と
な
っ
て
動
作
不
能
と
み

な
す
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 表
7
7
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
所
要
の
非
常
用
直
流
電
源
の
蓄
電
池

（
非
常
用
）
ま
た
は
充
電
器
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
３
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
当
該
機
器
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

※
３
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

       
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
所
内
非
常
用

母
線
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）
 

第
7
9
条
 
モ
ー

ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
所
内
非
常
用
母
線
は
，
表
7
9
－
１
に
定
め
る
事
項
を

運
転
上
の
制

限
と
す
る
。
 

２
 
所
内
非
常

用
母
線
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す
る
。 

 
(
1
)
 
当
直
長

は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
所
要
の
設
備
の
維
持
に

必
要
な
非

常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用
低
圧
母
線
，
非
常
用
直
流
母
線
お
よ
び
非
常
用
計
装
用
母
線
が
受
電
さ
れ
て
い

る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
所
内
非
常
用
母
線
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
9

－
２
の
措
置

を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，

安
全
技
術
課

長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
7
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

所
内
非
常
用
母
線
 

     

所
要
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
次
の
所
内
非
常
用
母
線
が
受
電
し
て
い
る
 

こ
と

※
１
 

(
1
)
 
非
常
用
高
圧
母
線
 

(
2
)
 
非
常
用
低
圧
母
線
 

(
3
)
 
非
常
用
直
流
母
線
 

(
4
)
 
非
常
用
計
装
用
母
線
 

※
１
：
所
内
非

常
用
母
線
の
電
源
の
自
動
切
替
の
間
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

 表
7
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
所
要
の
非
常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用

低
圧
母
線
，
非
常
用
直
流
母
線
ま
た

は
非
常
用
計
装
用
母
線
の
う
ち
１
つ

以
上
が
受
電
不
能
の
場
合
 

        

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
２
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
当
該
母
線
を
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
当
直
長
は
，
当
該
母
線
か
ら
電
源
が
供
給
さ

れ
て
い
る
余
熱
除
去
系
を
動
作
不
能
と
み
な

す
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

（
所
内
非
常
用
母
線
 
－
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
－
）
 

第
7
9
条
 
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
所
内
非
常
用
母
線
は
，
表
7
9
－
１
に
定
め
る
事
項
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
所
内
非
常
用
母
線
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。 

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
，
６
お
よ
び
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
，
１
週
間
に
１
回
，
所
要
の
設
備
の
維
持
に

必
要
な
非
常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用
低
圧
母
線
，
非
常
用
直
流
母
線
お
よ
び
非
常
用
計
装
用
母
線
が
受
電
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
所
内
非
常
用
母
線
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，
表
7
9

－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，

原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
7
9
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

所
内
非
常
用
母
線
 

     

所
要
の
設
備
の
維
持
に
必
要
な
次
の
所
内
非
常
用
母
線
が
受
電
し
て
い
る
 

こ
と

※
１
 

(
1
)
 
非
常
用
高
圧
母
線
 

(
2
)
 
非
常
用
低
圧
母
線
 

(
3
)
 
非
常
用
直
流
母
線
 

(
4
)
 
非
常
用
計
装
用
母
線
 

※
１
：
所
内
非
常
用
母
線
の
電
源
の
自
動
切
替
の
間
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

 表
7
9
－
２
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
所
要
の
非
常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用

低
圧
母
線
，
非
常
用
直
流
母
線
ま
た

は
非
常
用
計
装
用
母
線
の
う
ち
１
つ

以
上
が
受
電
不
能
の
場
合
 

        

A
.
1
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る

※
２
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
材
中
の
ほ
う
素
濃
 

度
が
低
下
す
る
操
作
を
す
べ
て
中
止
す
る
｡
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
当
該
母
線
を
復
旧
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
当
直
長
は
，
当
該
母
線
か
ら
電
源
が
供
給
さ

れ
て
い
る
余
熱
除
去
系
を
動
作
不
能
と
み
な

す
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

        
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
の
水
位
お
よ
び
水
温
）
 

第
8
3
条
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
は
，
表
8
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す

る
。
 

 
(
1
)
 
当
直
長

は
，
１
週
間
に
１
回
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
，
水
温
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は

，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
,
表
8
3

－
３
の
措
置

を
講
じ
る
と
と
も
に
，
安
全
技
術
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
 

安
全
技
術
課

長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
安
全
技
術
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
8
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

水
位

※
１
お
よ
び
水
温
が
表
8
3
－
２
で
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こ
と
 

※
１
：
照
射
済

燃
料
の
移
動
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

 表
8
3
－
２
 

項
 
 
目
 

制
 
限
 
値
 

水
 
 
位
 

E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
 

水
 
 
温
 

6
5
℃
以
下
 

 表
8
3
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
制
限

値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
を

制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を

中
止
す
る

※
２
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

  

B
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
温
が
制
限

値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
温
を

制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

 

（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
お
よ
び
水
温
）
 

第
8
3
条
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
は
，
表
8
3
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施
す

る
。
 

 
(
1
)
 
当
直
長
は
，
１
週
間
に
１
回
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
，
水
温
を
確
認
す
る
。
 

３
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
,
表
8
3

－
３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
原
子
燃
料
課
長
に
よ
る
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
，
 

原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
う
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
，
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
8
3
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

水
位

※
１
お
よ
び
水
温
が
表
8
3
－
２
で
定
め
る
制
限
値
内
に
あ
る
こ
と
 

※
１
：
照
射
済
燃
料
の
移
動
を
行
っ
て
い
な
い
場
合
は
，
運
転
上
の
制
限
を
適
用
し
な
い
。
 

 表
8
3
－
２
 

項
 
 
目
 

制
 
限
 
値
 

水
 
 
位
 

E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
 

水
 
 
温
 

6
5
℃
以
下
 

 表
8
3
－
３
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
が
制
限

値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

     

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
位
を

制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を

中
止
す
る

※
２
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

  

B
.
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
温
が
制
限

値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
水
温
を

制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

※
２
：
移
動
中
の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

      
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
重
大
事
故
等

対
処
設
備
）
 

第
8
4
条
 
次
の

各
号
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
表
8
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
緊
急
停

止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
2
)
 
１
次
冷

却
系
統
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
3
)
 
炉
心
注

水
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
4
)
 
１
次
冷

却
系
統
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
5
)
 
原
子
炉

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
6
)
 
原
子
炉

格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
7
)
 
２
次
冷

却
系
か
ら
の
除
熱
（
注
水
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
8
)
 
２
次
冷

却
系
か
ら
の
除
熱
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
9
)
 
水
素
爆

発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
0
)
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
1
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

 
(
1
2
)
 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
3
)
 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

 
(
1
4
)
 
電
源
設
備
 

 
(
1
5
)
 
計
装
設
備
 

 
(
1
6
)
 
中
央
制
御
室
 

 
(
1
7
)
 
監
視
測
定
設
備
 

 
(
1
8
)
 
緊
急
時
対
策
所
 

 
(
1
9
)
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

 
(
2
0
)
 
中
型
ポ
ン
プ
車
 

 
(
2
1
)
 
そ
の
他
の
設
備
 

２
 
重
大
事
故

等
対
処
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
各
課
長
は
，
表
8
4
－
２
か
ら
表
8
4
－

2
2
に
定
め
る
確
認
事
項
を
実
施
す
る
。
ま
た
，
各
課
長
（
発
電
課
長
お
よ
び

当
直
長
を

除
く
。
）
は
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
ま
た
は
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
各
課
長
は

，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，

表
8
4
－
２
か
ら
表
8
4
－
2
2
の
措
置
を
講
じ
る

と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
，
関
係
各
課
長
へ
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

関
係
各
課
長
は
，
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講

じ
る
。
 

 表
8
4
－
１
 

項
 
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(
1
)
表

8
4
－
２
，
表
8
4
－
1
2
※
１
，
表

8
4
－

1
6
，
表
8
4
－
1
8
お
よ
び
表
8
4

－
2
0
に
定
め
る
機
能
，
系
統
数
お
よ
び
所
要
数
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適

用
モ
ー
ド
に
お
い
て
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
表

8
4
－
３
か
ら
表
8
4
－
1
5
※

２
，
表

8
4
－
1
7，

表
8
4
－
1
9
，
表

8
4
－

2
1
お
よ
び
表
8
4
－

2
2
に
つ
い
て
は
，
各
表
内
に
定
め
る

※
３
 

※
１
：
8
4
－
1
2
－
３
が
該
当
 

※
２
：
表
8
4
－
３
か
ら
表
8
4
－

1
5
の
う
ち
，
表
8
4
－
1
2
に
つ
い
て
は
8
4
－

1
2
－
１
，
8
4
－
1
2
－
２
が
該
当
 

※
３
：
可
搬
型

設
備
の
系
統
に
は
，
資
機
材
等
を
含
む

 

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

第
8
4
条
 
次
の
各
号
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
，
表
8
4
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

 
(
1
)
 
緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
2
)
 
１
次
冷
却
系
統
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
3
)
 
炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
4
)
 
１
次
冷
却
系
統
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
5
)
 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
6
)
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
7
)
 
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
（
注
水
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
8
)
 
２
次
冷
却
系
か
ら
の
除
熱
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
9
)
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
0
)
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
1
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

 
(
1
2
)
 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

 
(
1
3
)
 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

 
(
1
4
)
 
電
源
設
備
 

 
(
1
5
)
 
計
装
設
備
 

 
(
1
6
)
 
中
央
制
御
室
 

 
(
1
7
)
 
監
視
測
定
設
備
 

 
(
1
8
)
 
緊
急
時
対
策
所
 

 
(
1
9
)
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

 
(
2
0
)
 
中
型
ポ
ン
プ
車
 

 
(
2
1
)
 
そ
の
他
の
設
備
 

２
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
号
を
実
施

す
る
。
 

 
(
1
)
 
各
課
長
は
，
表
8
4
－
２
か
ら
表
8
4
－

2
2
に
定
め
る
確
認
事
項
を
実
施
す
る
。
ま
た
，
各
課
長
（
発
電
課
長
お
よ
び

当
直
長
を
除
く
。
）
は
，
そ
の
結
果
を
発
電
課
長
ま
た
は
当
直
長
に
通
知
す
る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
，

表
8
4
－
２
か
ら
表
8
4
－
2
2
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
必
要
に
応
じ
，
関
係
各
課
長
へ
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

関
係
各
課
長
は
，
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
8
4
－
１
 

項
 
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
 

(
1
)
表

8
4
－
２
，
表
8
4
－
1
2
※
１
，
表

8
4
－

1
6
，
表
8
4
－
1
8
お
よ
び
表
8
4

－
2
0
に
定
め
る
機
能
，
系
統
数
お
よ
び
所
要
数
が
そ
れ
ぞ
れ
の
適

用
モ
ー
ド
に
お
い
て
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

(
2
)
表

8
4
－
３
か
ら
表
8
4
－
1
5
※
２
，
表

8
4
－
1
7，

表
8
4
－
1
9
，
表

8
4
－

2
1
お
よ
び
表
8
4
－

2
2
に
つ
い
て
は
，
各
表
内
に
定
め
る

※
３
 

※
１
：
8
4
－
1
2
－
３
が
該
当
 

※
２
：
表
8
4
－
３
か
ら
表
8
4
－

1
5
の
う
ち
，
表
8
4
－
1
2
に
つ
い
て
は
8
4
－

1
2
－
１
，
8
4
－
1
2
－
２
が
該
当
 

※
３
：
可
搬
型
設
備
の
系
統
に
は
，
資
機
材
等
を
含
む
 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

 

 8
4
－

1
2
－

３
 

使
用

済
燃
料

ピ
ッ

ト
の
監

視
 

項
 
目

 
機

 
 

能
 

所
要
数
 

適
用

 
モ

ー
ド

 

 
 
 
 
所
要
数

 

条
 
件

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
監
視
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

※
２

 
２
個
 

 

使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期

間
 

A
.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
A
M
）
 

２
個
 

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
設

備
含

む
）

 
１

個
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域
水
位
（
A
M
）
 

２
個
 

 

使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期

間
 

A
.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

２
個

 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

ま
た

は
空

冷

式
非

常
用

発
電

装
置

 
「

8
4
－

1
5
－

１
 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

 

※
１
：
所
要
数

ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
広
域
水
位
（
A
M
）
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

※
４
：
代
替
品

の
補
充
等

 
   

  を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
１

 
確

認
事

項
 

措
 
置

 
完
了
時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 
 A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
お
よ
び

水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長

は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の

照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
３
。
 

 

 
速
や
か
に

 
    

速
や
か
に

 
   

速
や

か
に

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

A
M
）

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装

計
画

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

A
M
）

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

1
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
設

備
含

む
）

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
画

像
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 計
装

計
画

課
長

 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
お
よ
び

水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
ま
た
は

計
装
計
画
課
長
は
，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長

は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の

照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
３
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
ま

た
は

計
装

計
画

課
長

は
，

代
替

措
置

※
４
を

検
討

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域

水
位
（
A
M
）
の
機
能
の
確

認
を
行
う
。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域

水
位
（
A
M
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回

 

 

計
装
計
画
課
長

 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
機
能

の
確
認
を
行
う
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

放
射
線
・
化
学

管
理
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 放
射
線
・
化
学

管
理
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

電
機

ま
た

は
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
の

給
電

」
に

お
い

て
運

転
上

の
制

限
等

を
定

め
る

。
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変
更
後
 

備
考
 

 8
4
－

1
2
－

３
 

使
用

済
燃
料

ピ
ッ

ト
の
監

視
 

項
 
目

 
機

 
 

能
 

所
要
数
 

適
用

 
モ

ー
ド

 

 
 
 
 
所
要
数

 

条
 
件

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
の
監
視
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

※
２

 
２
個
 

 

使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期

間
 

A
.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
温
度
（
A
M
）
 

２
個
 

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
設

備
含

む
）

 
１

個
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域
水
位
（
A
M
）
 

２
個
 

 

使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯
蔵

し
て
い
る
期

間
 

A
.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

可
搬

型
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
 

２
個

 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

ま
た

は
空

冷

式
非

常
用

発
電

装
置

 
「

8
4
－

1
5
－

１
 

非
常

用
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

 

※
１
：
所
要
数

ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
２
：
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
広
域
水
位
（
A
M
）
が
動
作
可
能
で
あ
れ
ば
動
作
不
能
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
３
：
移
動
中

の
燃
料
を
所
定
の
位
置
に
移
動
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

※
４
：
代
替
品

の
補
充
等

 
   

  を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
１

 
確

認
事

項
 

措
 
置

 
完
了
時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 
 A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
お
よ
び

水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
計
装
計
画
課
長
は
，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長

は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の

照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
３
。
 

 

 
速
や
か
に

 
    

速
や
か
に

 
   

速
や

か
に

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

A
M
）

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装

計
画

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

（
A
M
）

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
（

A
M
）

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

1
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
（

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
設

備
含

む
）

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
画

像
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 計
装

計
画

課
長

 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト

水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以
上
お
よ
び

水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
ま
た
は

計
装
計
画
課
長
は
，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
ま
た
は
原
子
燃
料
課
長

は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
で
の

照
射
済
燃
料
の
移
動
を
中
止
す

る
※
３
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
ま

た
は

計
装

計
画

課
長

は
，

代
替

措
置

※
４
を

検
討

し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域

水
位
（
A
M
）
の
機
能
の
確

認
を
行
う
。
 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

計
装
計
画
課
長

 

 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
広
域

水
位
（
A
M
）
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回

 

 

計
装
計
画
課
長

 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
の
機
能

の
確
認
を
行
う
。

 

定
期

事
業

者
 

検
査

時
 

放
射
線
・
化
学

管
理
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

可
搬
型
使
用
済
燃
料
ピ
ッ

ト
エ
リ
ア
モ
ニ
タ
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回

 放
射
線
・
化
学

管
理
課
長

 
お
よ
び

 
計
装
計
画
課
長

 

電
機

ま
た

は
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か

ら
の

給
電

」
に

お
い

て
運

転
上

の
制

限
等

を
定

め
る

。
 

 

                組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

8
4
－

1
3
－

２
 

海
洋

へ
の
拡

散
抑

制
 

 （
１
）
運
転
上

の
制
限
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
モ
ー
ド
 

設
 
 
備
 

所
要
数
 

モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お

よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

放
射
性
物
質
吸
着
剤
 

2
0
0
個
 

海
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

２
本
 

取
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

２
本
 

放
水

ピ
ッ

ト
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

 
1
2
本

 

放
水

ピ
ッ

ト
テ

ン
ト

シ
ー

ト
 

4
8
枚

 

雨
水
排
水
口
海
洋
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 
２
本
 

小
型
船
舶
 

１
台
 

 （
２
）
確
認
事

項
 

項
 
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
 
度
 
 

担
 
 
当
 

放
射
性
物
質
吸
着
剤
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る

。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
・
化
学
管

理
課
長
 

海
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
一

課
長
 

取
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

放
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

放
水
ピ
ッ
ト
テ
ン
ト
シ
ー

ト
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

雨
水
排
水
口
海
洋
シ
ル
ト

フ
ェ
ン
ス
 

土
木
建
築
課
長
 

小
型
船
舶
 

放
射
線
・
化
学
管

理
課
長
 

  

8
4
－

1
3
－

２
 

海
洋

へ
の
拡

散
抑

制
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
モ
ー
ド
 

設
 
 
備
 

所
要
数
 

モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お

よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

放
射
性
物
質
吸
着
剤
 

2
0
0
個
 

海
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

２
本
 

取
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

２
本
 

放
水

ピ
ッ

ト
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

 
1
2
本

 

放
水

ピ
ッ

ト
テ

ン
ト

シ
ー

ト
 

4
8
枚

 

雨
水
排
水
口
海
洋
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 
２
本
 

小
型
船
舶
 

１
台
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
 
度
 
 

担
 
 

当
 

放
射
性
物
質
吸
着
剤
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に

よ
り
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
放
射
線
・
化

学
管

理
課
長

 

海
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
一

課
長
 

取
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

放
水
ピ
ッ
ト
シ
ル
ト
フ
ェ

ン
ス
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

放
水
ピ
ッ
ト
テ
ン
ト
シ
ー

ト
 

機
械
計
画
第
二

課
長
 

雨
水
排
水
口
海
洋
シ
ル
ト

フ
ェ
ン
ス
 

土
木
建
築
保
守

課
長

 

小
型
船
舶
 

放
射
線
・
化
学
管

理
課
長

 

 

 

         
 

 
                 組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
３

）
要

求
さ

れ
る

措
置

 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る
期

間
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以

上
お
よ
び
水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
課
長
は
，
当
該
設

備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
課
長
は
，
代
替
措

置
※

１
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

 

モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
台
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
残
り
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
２
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
課
長
は
，
代
替
措

置
※

１
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
課
長
は
，
当
該
設

備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    

7
2
時
間
 

    

1
0日

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

※
１
：
代
替
品

の
補
充
等
 

※
２
：
「
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
，
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。

 

（
３

）
要

求
さ

れ
る

措
置

 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る
期

間
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が
E
L
 
3
1
.
7
m
以

上
お
よ
び
水
温
が
6
5
℃
以
下
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
当

該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
代

替
措
置

※
１
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

    

速
や
か
に
 

 

モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
台
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
残
り
の
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
２
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
代

替
措
置

※
１
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機

械
計
画
第
二
課
長
ま
た
は
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
当

該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    

7
2
時
間
 

    

1
0日

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
 

※
２
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
，
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

        
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ

れ
る
措
置
 
つ
づ
き
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了

時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま
た

は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
，
１
次

系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 
つ
づ
き
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時

間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）
ま
た

は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
，
１
次

系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

表
8
4
－

2
2
 

そ
の

他
の

設
備

 
 8
4
－

2
2
－

１
 

ア
ク

セ
ス
ル

ー
ト

の
確
保

 
 （
１
）
運
転
上

の
制
限
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
モ
ー
ド
 

設
 
 
備
 

所
要
数
 

モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お

よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

２
台
 

 （
２
）
確
認
事

項
 

項
 
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
 
度
 
 

担
 
 
当
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

土
木
建
築
課
長
 

  

表
8
4
－

2
2
 

そ
の

他
の

設
備

 
 8
4
－

2
2
－

１
 

ア
ク

セ
ス
ル

ー
ト

の
確
保

 
 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
モ
ー
ド
 

設
 
 
備
 

所
要
数
 

モ
ー
ド
１
，
２
，
３
，
４
，
５
，
６
お

よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
燃
料
体
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

２
台
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
 
度
 
 

担
 
 
当
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

土
木
建
築
 

保
守
課
長
 

  

               
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
３

）
要

求
さ

れ
る

措
置

 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
土
木
建
築
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A
.
2
 
土
木
建
築
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

1
0日

 

  

1
0日

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

モ
ー
ド
５
，

６
お
よ
び

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る
期

間
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
土
木
建
築
課
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に

復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
（
１
次
系
冷
却
系
非
満
水
）
ま

た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
，
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
土
木
建
築
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

 

※
１
：
代
替

品
の
補
充
等

 

（
３

）
要

求
さ

れ
る

措
置

 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
，

２
，
３
お
よ

び
４
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A
.
2
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

1
0日

 

  

1
0日

 

B
.
条
件
Ａ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

B
.
1
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.
2
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

1
2
時
間
 

 

5
6
時
間
 

モ
ー
ド
５
，

６
お
よ
び

使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

に
燃
料
体

を
貯
蔵
し

て
い
る
期

間
 

A
.
所
要
数
を
満
足
し
て

い
な
い
場
合
 

A
.
1
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
2
 
当
直
長
は
，
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い
る
場

合
は
，
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
3
 
当
直
長
は
，
モ
ー
ド
５
（
１
次
系
冷
却
系
非
満
水
）
ま

た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
，
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.
4
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

   

速
や
か
に
 

 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
 

   
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

第
５

章
 
燃

料
管

理
 

 （
新
燃
料
の
運
搬
）
 

第
9
3条

 
安

全
技

術
課

長
は

，
新
燃
料
輸
送
容

器
か
ら
新
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
燃
料

取
扱

棟
ク

レ
ー

ン
，
ウ

ラ
ン

・

プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
取
扱
装
置
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら

必
要
な
燃
料

取
扱
設
備
を
使
用
す
る
。
 

２
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，
新
燃

料
輸
送
容
器

に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
燃
料
取

扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
取
扱
装
置
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使

用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
 

(
3
)
 
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
収
納
し
た
新
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
「
輸

送
物
」
と
い

う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
ま
た
は
船
舶
輸
送
に
伴
い
車
両
に
よ
っ
て
運
搬
す
る
場
合
は
，

運
搬
前
に
次

の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
輸
送
物
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

(
3
)
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も

に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行

わ
せ
る
こ
と
 

(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い

な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
（
以
下
「
表
面
汚
染
密
度
」
と
い
う
。
）
が
法

令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
1
0
5
条
第
１
項
（
１
）
に

定
め
る
区
域

か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
安
全
技
術
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場

合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

６
 
安
全
技
術

課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
3
)
 
未
臨
界
検
査
 

(
4
)
 
吊
上
検
査
 

(
5
)
 
重
量
検
査
 

(
6
)
 
収
納
物
検
査
 

(
7
)
 
表
面
密
度
検
査
 

７
 
安
全
技
術

課
長
は
，
新
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

    

第
５

章
 
燃

料
管

理
 

 （
新
燃
料
の
運
搬
）
 

第
9
3条

 
原

子
燃

料
課

長
は

，
新
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
新
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
燃
料
取

扱
棟

ク
レ

ー
ン

，
ウ

ラ
ン

・

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
取
扱
装
置
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら

必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
。
 

２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，
新
燃

料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
燃
料
取
扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
取
扱
装
置
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
 

(
3
)
 
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
収
納
し
た
新
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
「
輸

送
物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
ま
た
は
船
舶
輸
送
に
伴
い
車
両
に
よ
っ
て
運
搬
す
る
場
合
は
，

運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
輸
送
物
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

(
3
)
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
（
以
下
「
表
面
汚
染
密
度
」
と
い
う
。
）
が
法

令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し

，
第
1
0
5
条
第
１
項
（
１

）
に

定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場
合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

６
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
3
)
 
未
臨
界
検
査
 

(
4
)
 
吊
上
検
査
 

(
5
)
 
重
量
検
査
 

(
6
)
 
収
納
物
検
査
 

(
7
)
 
表
面
密
度
検
査
 

７
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
新
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

   

 

    
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
新
燃
料
の
貯

蔵
）
 

第
9
4
条
 
安
全

技
術
課
長
は
，
新
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
新
燃
料

貯
蔵
庫
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
 
 
 
た
だ
し

，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

ま
た
，

１
ヶ
月
に
１
回

※
１
以
上
，
巡
視
点
検
に
よ
り
，
貯
蔵
状
況
等
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
貯
蔵
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
燃
料
取
扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱

設
備
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
配
置
変
更
に
係
る
計
画
を
定
め
る
前
に
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨

界
に
達
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
新
燃
料
を
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
１
炉
心
以
上
の
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
の
空
き
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
 

 ※
１
：
毎
月
１
日
を
始
期
と
す
る
１
ヶ
月
間
に
１
回
を
い
う
。
（
以
下
，
本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

  

 

（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
9
4
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
新
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
新
燃
料
貯
蔵
庫
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
 
 
 
た
だ
し
，
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
新
燃
料
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

ま
た
，
１
ヶ
月
に
１
回

※
１
以
上
，
巡
視
点
検
に
よ
り
，
貯
蔵
状
況
等
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
貯
蔵
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
燃
料
取
扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱

設
備
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
配
置
変
更
に
係
る
計
画
を
定
め
る
前
に
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨

界
に
達
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
新
燃
料
を
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
１
炉
心
以
上
の
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
の
空
き
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
 

 ※
１
：
毎
月
１
日
を
始
期
と
す
る
１
ヶ
月
間
に
１
回
を
い
う
。
（
以
下
，
本
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
燃
料
の
検
査

）
 

第
9
5
条
 
安
全

技
術
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
装
荷
予
定
の
照
射
さ
れ
た
燃
料
の
う
ち
か
ら
燃
料
集
合
体
外
観
検

査
を
行
う
燃

料
を
選
定
し
，
健
全
性
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
燃
料
の
使
用
の
可
否
を

判
断
す
る
。
 

２
 
第
１
項
の

検
査
に
つ
い
て
は
，
第
８
章
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
第
１
項
の
検
査
の
結
果
，
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た

燃
料
に
つ
い

て
は
，
破
損
燃
料
容
器
に
収
納
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 
安
全
技
術

課
長
は
，
第
１
項
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
に
燃
料
を
移
動
す
る
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー

ン
を
使
用
す

る
。

 

（
燃
料
の
検
査
）
 

第
9
5
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
時
に
装
荷
予
定
の
照
射
さ
れ
た
燃
料
の
う
ち
か
ら
燃
料
集
合
体
外
観
検

査
を
行
う
燃
料
を
選
定
し
，
健
全
性
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
燃
料
の
使
用
の
可
否
を
判
断
す
る
。 

２
 
第
１
項
の
検
査
に
つ
い
て
は
，
第
８
章
に
基
づ
き
実
施
す
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
第
１
項
の
検
査
の
結
果
，
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た

燃
料
に
つ
い
て
は
，
破
損
燃
料
容
器
に
収
納
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
第
１
項
の
検
査
を
実
施
す
る
た
め
に
燃
料
を
移
動
す
る
場
合
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー

ン
を
使
用
す
る
。
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
燃
料
の
取
替

等
）
 

第
9
6
条
 
安
全

技
術
課
長
は
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
は
，
取
替
炉
心
の
配
置
，
燃
料
装
荷
の

た
め
の
安
全

措
置
，
方
法
，
体
制
を
燃
料
装
荷
実
施
計
画
に
定
め
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承

認
を
得
る
。

 

２
 
安
全
技
術

課
長
は
，
取
替
炉
心
ご
と
に
原
子
炉
の
運
転
履
歴
お
よ
び
燃
料
配
置
等
の
変
更
に
よ
っ
て
生
じ
る
炉
心
特

性
の
変
化
を

考
慮
し
，
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
に
基
づ
き
設
定
す
る
制
限
値
（
燃
料
の
機
械
設
計
，
核
設

計
お
よ
び
熱

水
力
設
計
を
考
慮
し
た
安
全
評
価
の
解
析
入
力
値
，
設
計
条
件
に
基
づ
く
値
ま
た
は
設
計
方
針
に
よ
る
値

）
を
満
足
す

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
項
の
燃
料
装
荷
実
施
計
画
を
定
め
る
前
に
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
し
た
後
の
原
子
炉
起
動

か
ら
次
回

定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
た
め
に
原
子
炉
を
停
止
す
る
ま
で
の
期
間
に
わ
た
り
原
子
炉
を
所
定
の
出

力
で
運
転

で
き
る
よ
う
設
定
し
た
取
替
炉
心
の
燃
焼
度
を
用
い
て
，
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
取
替
炉
心
の
安
全
性
評

価
を
行
い

，
そ
の
評
価
結
果
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
評
価
に
は
，
妥
当
性
を
確
認
し
た
計

算
コ
ー
ド

を
用
い
る
。
 

(
a
)
 
反
応
度
停
止
余
裕
 

(
b
)
 

大
線
出
力
密
度
 

(
c
)
 
燃
料
集
合
体

高
燃
焼
度
 

(
d
)
 
燃
料
棒

高
燃
焼
度
（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
装
荷
炉
心
の
場
合
）
 
 

(
e)
 
Ｆ

Ｎ
Ｘ
Ｙ
 

(
f
)
 
減
速
材
温
度
係
数
 

(
g
)
 
出
力
運
転
時
ほ
う
素
濃
度
 

(
h
)
 

大
反
応
度
添
加
率
 

(
i
)
 
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
落
下
時
の
ワ
ー
ス
お
よ
び
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
 

(
j
)
 
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
飛
出
し
時
の
ワ
ー
ス
お
よ
び
Ｆ

Ｑ
 

(
2
)
 
取
替
炉
心
の
安
全
性
の
評
価
結
果
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
，
所
長
に
報
告
す
る
。
 

３
 
原
子
力
部
長
は
，
第
２
項
(
1
)
の
評
価
で
用
い
る
計
算
コ
ー
ド
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
。
 

４
 
安
全
技
術
課
長
は
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
し
た
後
に
第
２
項
の
評
価
に
用
い
た
期
間
を
延
長
す
る

場
合
に
は
，

あ
ら
か
じ
め
，
そ
の
延
長
す
る
期
間
も
含
め
第
２
項
に
定
め
る
評
価
お
よ
び
確
認
を
行
い
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確

認
を
得
て
，
所
長
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
，
延
長
後
の
期
間
に
わ
た
り
原
子
炉
を
運
転
で
き
る
取
替
炉
心

の
燃
焼
度
が

，
第
２
項
の
評
価
に
用
い
た
取
替
炉
心
の
燃
焼
度
を
超
え
て
い
な
い
場
合
は
除
く
。
 

５
 
当
直
長
は

，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
，
ま
た
は
原
子
炉
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
取
り

出
す
場
合
は

，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

(
1
)
 
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
は
，
第
１
項
の
燃
料
装
荷
実
施
計
画
に
従
う
こ
と
 

(
2
)
 
燃
料
取
扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
，
燃
料
移
送
装
置
，
燃
料
取
替

ク
レ
ー
ン

の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
こ
と

 

（
燃
料
の
取
替
等
）
 

第
9
6
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
は
，
取
替
炉
心
の
配
置
，
燃
料
装
荷
の

た
め
の
安
全
措
置
，
方
法
，
体
制
を
燃
料
装
荷
実
施
計
画
に
定
め
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
の
承

認
を
得
る
。
 

２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
取
替
炉
心
ご
と
に
原
子
炉
の
運
転
履
歴
お
よ
び
燃
料
配
置
等
の
変
更
に
よ
っ
て
生
じ
る
炉
心
特

性
の
変
化
を
考
慮
し
，
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
に
基
づ
き
設
定
す
る
制
限
値
（
燃
料
の
機
械
設
計
，
核
設

計
お
よ
び
熱
水
力
設
計
を
考
慮
し
た
安
全
評
価
の
解
析
入
力
値
，
設
計
条
件
に
基
づ
く
値
ま
た
は
設
計
方
針
に
よ
る
値

）
を
満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
第
１
項
の
燃
料
装
荷
実
施
計
画
を
定
め
る
前
に
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
し
た
後
の
原
子
炉
起
動

か
ら
次
回
定
期
事
業
者
検
査
を
開
始
す
る
た
め
に
原
子
炉
を
停
止
す
る
ま
で
の
期
間
に
わ
た
り
原
子
炉
を
所
定
の
出

力
で
運
転
で
き
る
よ
う
設
定
し
た
取
替
炉
心
の
燃
焼
度
を
用
い
て
，
以
下
の
項
目
に
つ
い
て
取
替
炉
心
の
安
全
性
評

価
を
行
い
，
そ
の
評
価
結
果
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
評
価
に
は
，
妥
当
性
を
確
認
し
た
計

算
コ
ー
ド
を
用
い
る
。
 

(
a
)
 
反
応
度
停
止
余
裕
 

(
b
)
 

大
線
出
力
密
度
 

(
c
)
 
燃
料
集
合
体

高
燃
焼
度
 

(
d
)
 
燃
料
棒

高
燃
焼
度
（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
混
合
酸
化
物
燃
料
装
荷
炉
心
の
場
合
）
 
 

(
e)
 
Ｆ

Ｎ
Ｘ
Ｙ
 

(
f
)
 
減
速
材
温
度
係
数
 

(
g
)
 
出
力
運
転
時
ほ
う
素
濃
度
 

(
h
)
 

大
反
応
度
添
加
率
 

(
i
)
 
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
落
下
時
の
ワ
ー
ス
お
よ
び
Ｆ

Ｎ
Δ
Ｈ
 

(
j
)
 
制
御
棒
ク
ラ
ス
タ
飛
出
し
時
の
ワ
ー
ス
お
よ
び
Ｆ

Ｑ
 

(
2
)
 
取
替
炉
心
の
安
全
性
の
評
価
結
果
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
，
所
長
に
報
告
す
る
。
 

３
 
原
子
力
部
長
は
，
第
２
項
(
1
)
の
評
価
で
用
い
る
計
算
コ
ー
ド
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
体
制
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
る
。
 

４
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
し
た
後
に
第
２
項
の
評
価
に
用
い
た
期
間
を
延
長
す
る

場
合
に
は
，
あ
ら
か
じ
め
，
そ
の
延
長
す
る
期
間
も
含
め
第
２
項
に
定
め
る
評
価
お
よ
び
確
認
を
行
い
，
原
子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
，
所
長
に
報
告
す
る
。
た
だ
し
，
延
長
後
の
期
間
に
わ
た
り
原
子
炉
を
運
転
で
き
る
取
替
炉
心

の
燃
焼
度
が
，
第
２
項
の
評
価
に
用
い
た
取
替
炉
心
の
燃
焼
度
を
超
え
て
い
な
い
場
合
は
除
く
。
 

５
 
当
直
長
は
，
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
，
ま
た
は
原
子
炉
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
取
り

出
す
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

(
1
)
 
燃
料
を
貯
蔵
施
設
か
ら
原
子
炉
へ
装
荷
す
る
場
合
は
，
第
１
項
の
燃
料
装
荷
実
施
計
画
に
従
う
こ
と
 

(
2
)
 
燃
料
取
扱
棟
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
，
燃
料
移
送
装
置
，
燃
料
取
替

ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
 組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
）
 

第
9
7
条
 
安
全

技
術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
（
以
下
，
照
射
済
燃
料
を
含
む
）
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守

す
る
。
 

 
(
1
)
 
１
号
炉

，
２
号
炉
お
よ
び
３
号
炉
の
使
用
済
燃
料
を
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
以
上
，
巡

視
点
検
に

よ
り
，
貯
蔵
状
況
等
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と

 

 
(
3
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
配
置
変
更
に
係
る
計
画
を
定
め
る
前
に
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨

界
に
達
し

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
１
炉
心
以
上
の
使
用
済
燃
料
ラ
ッ

ク
の
空
き

容
量
を
確
保
す
る
こ
と
 

(
6
)
 

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク

に
収

納
す

る
こ

と
が

適
切

で
な

い
と

判
断

し
た

使
用

済
燃

料
に

つ
い

て
は

，
破

損
燃

料
容

器

に
収
納
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

 

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
9
7
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
（
以
下
，
照
射
済
燃
料
を
含
む
）
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守

す
る
。
 

 
(
1
)
 
１
号
炉
，
２
号
炉
お
よ
び
３
号
炉
の
使
用
済
燃
料
を
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
し
，
１
ヶ
月
に
１
回
以
上
，
巡

視
点
検
に
よ
り
，
貯
蔵
状
況
等
に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
の
燃
料
配
置
変
更
に
係
る
計
画
を
定
め
る
前
に
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨

界
に
達
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
原
子
炉
に
全
て
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
状
態
で
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
１
炉
心
以
上
の
使
用
済
燃
料
ラ
ッ

ク
の
空
き
容
量
を
確
保
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
使
用
済
燃
料
ラ
ッ
ク
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
切
で
な
い
と
判
断
し
た
使
用
済
燃
料
に
つ
い
て
は
，
破
損
燃
料
容
器

に
収
納
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト
の
管
理
）
 

第
9
7
条
の
２
 

安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
場
合
は
，
吊
荷
の
重
量
お
よ
び
吊
上
げ

上
限
高
さ
を

管
理
す
る
。
 

２
 
各
課
長
は

，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
周
辺
設
備
等
の
重
量
物
に
つ
い
て
，
落
下
防
止
対
策
を
行
う
。

 

（
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
管
理
）
 

第
9
7
条
の
２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
場
合
は
，
吊
荷
の
重
量
お
よ
び
吊
上
げ

上
限
高
さ
を
管
理
す
る
。
 

２
 
各
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
周
辺
設
備
等
の
重
量
物
に
つ
い
て
，
落
下
防
止
対
策
を
行
う
。
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

の
運
搬
）
 

第
9
8
条
 
安
全

技
術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
使
用
済
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お

い
て
，
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
。
 

２
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク
ピ

ッ
ト
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
収
納
す
る
使
用
済
燃
料
の
タ
イ
プ
お
よ
び
冷
却
期
間
が
，
容
器
の
収
納
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
 

３
 
安
全
技
術
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お

い
て
「
輸
送

物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物

の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に

定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経

路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も

に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
車
両
を

徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
核
燃
料

物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行

わ
せ
る
こ
と
 

 
(
6
)
 
輸
送
物

お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い

な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い
て
確
認

を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
安
全
技
術
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場

合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

６
 
安
全
技
術

課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
よ
う

措
置
を
講
じ
る
。
 

７
 
所
長
は
，

輸
送
物
が
法
令
で
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
を
統

括
す
る
。
 

８
 
所
長
は
，

第
４
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
組
織
の
う
ち
，
検
査
対
象
と
な
る
作
業
を
実
施
す
る
組
織
と
は
別
の
組

織
の
者
を
，

検
査
責
任
者
と
し
て
指
名
す
る
。
 

９
 
 
前
項
の
検

査
責
任
者
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準

に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
 
気
密
漏
え
い
検
査
 

(
3
)
 
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
5
)
 
 
未
臨
界
検
査
 

(
6
)
 
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 
表
面
密
度
検
査
 

1
0
 
安
全
技
術

課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

（
使
用
済
燃
料
の
運
搬
）
 

第
9
8
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
使
用
済
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お

い
て
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
。
 

２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
収
納
す
る
使
用
済
燃
料
の
タ
イ
プ
お
よ
び
冷
却
期
間
が
，
容
器
の
収
納
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お

い
て
「
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

 
(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場
合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

６
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
る
。
 

７
 
所
長
は
，
輸
送
物
が
法
令
で
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
を
統

括
す
る
。
 

８
 
所
長
は
，
第
４
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
組
織
の
う
ち
，
検
査
対
象
と
な
る
作
業
を
実
施
す
る
組
織
と
は
別
の
組

織
の
者
を
，
検
査
責
任
者
と
し
て
指
名
す
る
。
 

９
 
 
前
項
の
検
査
責
任
者
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
 
気
密
漏
え
い
検
査
 

(
3
)
 
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
5
)
 
 
未
臨
界
検
査
 

(
6
)
 
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 
表
面
密
度
検
査
 

1
0
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
放
射
性
固
体

廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
9
9
条
 
各
課

長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当

該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置

で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）

に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
発
電
課
長
が
固
化

装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫

に
保
管
す
る
。
 

 
(3
)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
炉

，
２

号
炉

お
よ

び
３

号
炉

共
用

）
で
固
型

化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
廃
棄

物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
(
4
)
 
 
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い

取
り
外
し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械
計
画
第
一
課
長
ま
た
は

設
備
改
良
工
事
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を

防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発

生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御

棒
等
は
，
安
全
技
術
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6
)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，

ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却

す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮

減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ

，
表
1
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は

，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1
)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
原

子
炉

容
器

上
部

ふ
た

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１

週
間

に
１

回
，

廃
棄

物
庫

お
よ

び
蒸

気
発
生
器

保
管
庫
を

巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
当
直
長

は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用

済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，

確
認
す
る
。
 

 
(3
)
 

安
全

技
術

課
長

は
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
お

け
る

原
子

炉
内

で
照

射
さ

れ
た

使
用

済
制

御
棒

等
の

貯
蔵

量
を

３

ヶ
月
に
１

回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示

す
る
。

 
５
 
各
課
長
は

，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施

状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射

能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令
に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は

，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と

 

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
9
9
条
 
各
課
長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当
該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）
に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫

に
保
管
す
る
。
 

 
(3

)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
炉

，
２

号
炉

お
よ

び
３

号
炉

共
用

）
で

固
型

化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
(
4
)
 
 
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械
計
画
第
一
課
長
ま
た
は

設
備
改
良
工
事
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発

生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6

)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却
す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ
，
表
1
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1

)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
原

子
炉

容
器

上
部

ふ
た

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１

週
間

に
１

回
，

廃
棄

物
庫

お
よ

び
蒸

気
発

生
器

保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
当
直
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

 
(3

)
 

原
子

燃
料

課
長

は
，

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
お

け
る

原
子

炉
内

で
照

射
さ

れ
た

使
用

済
制

御
棒

等
の

貯
蔵

量
を

３

ヶ
月
に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。

 
５
 
各
課
長
は
，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令

に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

             
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

６
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い

な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の

確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す

る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認

す
る
。
 

８
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。

 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等

の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 

※
１
：
貯
蔵
と

は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。
(
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
) 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す
る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

1
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 

※
１
：
貯
蔵
と
は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。
(
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
)
 

 
本
頁
変
更
な
し

 
 

 
 

117



   

変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

第
３

章
 

保
安

管
理

体
制

 

 

第
１
節
 
組
織
お
よ
び
職
務
 

 （
保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
2
0
4
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
2
0
4
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 図
2
0
4
 

（
本
　
店
）

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
（
考
査

室
原

子
力
監

査
担

当
部

長
）

考
査
室

原
子

力
監
査

担
当

部
長

社
 
長

品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
（
原

子
力

本
部

長
）

原
子

力
発

電
安
全
委

員
会

原
子

力
部

原
子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部
長

原
子

力
保

安
研
修

所
長

※ 土
木
建

築
部

長

資
材
部

長

原
子
力

本
部

長

原
子

力
部

発
電
管

理
部
長

→　
原

子
力

部
長

 

第
３

章
 
保

安
管

理
体

制
 

 

第
１
節
 
組
織
お
よ
び
職
務
 

 （
保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
2
0
4
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
，
図
2
0
4
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 図
2
0
4
 

（
本
　
店
）

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

管
理

責
任

者
（
考
査

室
原

子
力
監

査
担

当
部

長
）

考
査
室

原
子

力
監
査

担
当

部
長

社
 
長

品
質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者
（
原

子
力

本
部

長
）

原
子

力
発

電
安
全
委

員
会

原
子

力
部

原
子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部
長

原
子

力
保

安
研
修

所
長

※ 土
木
建

築
部

長

資
材
部

長

原
子
力

本
部

長

原
子

力
部

発
電
管

理
部
長

→　
原

子
力

部
長

 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

図
2
0
4
（
続
き
）

 

（
発

電
所

）

伊
方

発
電

所
安
全
運

営
委

員
会

発
電

所
長

※
→

安
全
技
術

課
長

放
射
線
・

化
学
管
理
課
長

防
災
課
長

訓
練
計
画

課
長

施
設
防
護

課
長

発
電
課
長

発
電

課
当
直
長

保
修
統
括

課
長

機
械
計
画

第
一
課
長

機
械
計
画

第
二
課
長

電
気
計
画

課
長

設
備
改
良

工
事
課
長

土
木
建
築

課
長

品
質

保
証
部
長

安
全

管
理
部
長

発
 電

 部
 長

保
 修

 部
 長

土
木

建
築
部
長

耐
震

工
事
課
長

計
装
計
画

課
長

廃
止
措
置
課
長

廃
止
措
置
室
長

廃
止

措
置

主
任
者

品
質
保
証
課

長

保
安
管
理
課

長

定
検
検
査
課

長

人
材
育
成
課

長

プ
ロ

セ
ス
管
理
課
長

 

図
2
0
4
（
続
き
）

 

（
発

電
所

）

伊
方

発
電

所
安
全

運
営

委
員

会

発
電

所
長

※
→

安
全
技
術
課
長

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長

原
子
燃
料
課
長

施
設
防
護
課
長

発
電
課
長

発
電
課
当
直
長

保
修
統
括
課
長

機
械
計
画
第
一
課
長

機
械
計
画
第
二
課
長

電
気
計
画
課
長

設
備
改
良
工
事
課
長

土
木
建
築
保
守
課
長

品
質
保
証
部
長

安
全
管
理
部
長

発
 電

 部
 長

保
 修

 部
 長

土
木
建
築
部
長

土
木
建
築
工
事
課
長

計
装
計
画
課
長

廃
止
措
置
課
長

廃
止
措
置
室
長

廃
止

措
置

主
任
者

品
質

保
証
課
長

保
安

管
理
課
長

定
検

検
査
課
長

人
材

育
成
課
長

プ
ロ
セ
ス
管
理
課
長

総
務
課
長

総
務
広
報
部
長

 

               
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
保
安
に
関
す

る
職
務
）
 

第
2
0
5
条
 
社
長
は
，
全
社
規
程
で
あ
る
「
組
織
規
程
」
に
よ
り
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
実

施
な

ら
び

に
そ

の
有

効
性

の
継

続
的

な
改

善
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び

保
安

規
定

の
遵

守
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

確
実

に
す

る
た

め
の

取
組

み

を
統
括
す
る

。
 

２
 

原
子

力
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
内

部
監

査
業

務
を

除
く

）
の

実
施

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持
す

る
た

め
の

取

組
み
を
統
括

（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

３
 

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

は
，

内
部

監
査

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

内
部

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

意

識
を
定
着
さ

せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
た
め
の
取
組
み
を
統
括
（
内

部
監
査
部
門

に
限
る
）
す
る
。
 

４
 

原
子

力
部

長
は

，
原

子
力

部
が

実
施

す
る

発
電

所
の

保
安

に
関

連
す

る
業

務
全

般
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持

す
る
た
め
の

取
組
み
を
総
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

５
 

発
電

管
理

部
長

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

（
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部

長
が

実
施

す
る
業
務
を

除
く
）
を
統
括
す
る
。
 

６
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

部
長

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

の
う

ち
，

燃
料

に
関

す
る

業
務
お
よ
び

廃
止
措
置
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

７
 
原
子
力
保

安
研
修
所
長
は
，
原
子
力
保
安
研
修
所
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

８
 
土
木
建
築

部
長
は
，
土
木
建
築
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

９
 
資
材
部
長

は
，
供
給
者
の
選
定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
0
 
所
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
｡
 

1
1
 
品
質
保
証

部
長
は
，
品
質
保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
定
検
検
査
課
長
，
人
材
育
成
課
長
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
管
理

課
長
の
所
管

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
2
 
品
質
保
証

課
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
3
 
保
安
管
理

課
長
は
，
発
電
所
の
保
安
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
4
 
定
検
検
査

課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
定
期
事
業
者
検
査
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
修
，

改
造
作
業
に

お
け
る
工
程
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
5
 
人
材
育
成

課
長
は
，
保
安
教
育
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
6
 
プ
ロ
セ
ス

管
理
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
係
る
作
業
計
画
の
妥
当
性
の
確
認
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
7
 
安
全
管
理

部
長
は
，
安
全
技
術
課
長
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
，
防
災
課
長
，
訓
練
計
画
課
長
お
よ
び
施
設
防
護

課
長
の
所
管

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
8
 
安
全
技
術

課
長
は
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
，
「
重
大

事
故
等
発
生

時
」
と
い
う

。
）
に
お
け
る
原

子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
（
訓

練
計
画
課
長

が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行

う
体
制
の
整

備
に
関
す
る
業
務
（
訓
練
計
画
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
な
ら
び

に
非
常
時
の

措
置
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

 1
9
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
管
理
，
放
射
線
管
理
お
よ
び
化
学
管
理
に
関
す

る
業
務
を
行

う
。
 

2
0
 
防
災
課
長

は
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
，

内
部
溢
水
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
お
よ
び
火
山
現
象
に
よ
る
影
響

が
発
生
し
，

ま
た
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
2
0
5
条
 
社
長
は
，
全
社
規
程
で
あ
る
「
組
織
規
程
」
に
よ
り

，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
活
動
に
係
る
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

構
築

お
よ

び
実

施
な

ら
び

に
そ

の
有

効
性

の
継

続
的

な
改

善
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び

保
安

規
定

の
遵

守
な

ら
び

に
健

全
な

安
全

文
化

の
育

成
お

よ
び

維
持

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

確
実

に
す

る
た

め
の

取
組

み

を
統
括
す
る
。
 

２
 

原
子

力
本

部
長

は
，

品
質

保
証

活
動

（
内

部
監

査
業

務
を

除
く

）
の

実
施

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
具

体
的

活
動

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持
す

る
た

め
の

取

組
み
を
統
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

３
 

考
査

室
原

子
力

監
査

担
当

部
長

は
，

内
部

監
査

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
管

理
責

任
者

と
し

て
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

に
お

け
る

内
部

監
査

業
務

を
統

括
す

る
。

ま
た

，
関

係
法

令
お

よ
び

保
安

規
定

の
遵

守
の

意

識
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
取
組
み
，
な
ら
び
に
健
全
な
安
全
文
化
を
育
成
お
よ
び
維
持
す
る
た
め
の
取
組
み
を
統

括
（
内

部
監
査
部
門
に
限
る
）
す
る
。
 

４
 

原
子

力
部

長
は

，
原

子
力

部
が

実
施

す
る

発
電

所
の

保
安

に
関

連
す

る
業

務
全

般
を

統
括

す
る

。
ま

た
，

関
係

法
令

お
よ

び
保

安
規

定
の

遵
守

の
意

識
を

定
着

さ
せ

る
た

め
の

取
組

み
，

な
ら

び
に

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

お
よ

び
維

持

す
る
た
め
の
取
組
み
を
総
括
（
内
部
監
査
部
門
を
除
く
）
す
る
。
 

５
 

発
電

管
理

部
長

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

（
原

子
燃

料
サ

イ
ク

ル
部

長
が

実
施

す
る
業
務
を
除
く
）
を
統
括
す
る
。
 

６
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

部
長

は
，

原
子

力
部

が
実

施
す

る
発

電
所

の
保

安
に

関
連

す
る

業
務

の
う

ち
，

燃
料

に
関

す
る

業
務
お
よ
び
廃
止
措
置
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

７
 
原
子
力
保
安
研
修
所
長
は
，
原
子
力
保
安
研
修
所
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

８
 
土
木
建
築
部
長
は
，
土
木
建
築
部
が
実
施
す
る
発
電
所
の
保
安
に
関
連
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

９
 
資
材
部
長
は
，
供
給
者
の
選
定
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
0
 
所
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
｡
 

1
1
 
品
質
保
証
部
長
は
，
品
質
保
証
課
長
，
保
安
管
理
課
長
，
定
検
検
査
課
長
，
人
材
育
成
課
長
お
よ
び
プ
ロ
セ
ス
管
理

課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
2
 
品
質
保
証
課
長
は
，
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
3
 
保
安
管
理
課
長
は
，
発
電
所
の
保
安
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
4
 
定
検
検
査
課
長
は
，
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
定
期
事
業
者
検
査
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
保
修
，

改
造
作
業
に
お
け
る
工
程
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
5
 
人
材
育
成
課
長
は
，
保
安
教
育
の
総
括
業
務
を
行
う
。
 

1
6
 
プ
ロ
セ
ス
管
理
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
施
設
管
理
に
係
る
作
業
計
画
の
妥
当
性
の
確
認
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

1
7
 
安
全
管
理
部
長
は
，
安
全
技
術
課
長
，
原
子
燃
料
課
長
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
お
よ
び
施
設
防
護
課
長
の
所
管

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

1
8
 
安
全
技
術
課
長
は
，
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
，
「
重
大

事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
，

大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
お
よ
び
非
常

時
の
措
置
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

 1
9
 
原
子
燃
料
課
長
は
,
燃
料
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
・
液
体
・
気
体
廃
棄
物
管
理
，
放
射
線
管
理
お
よ
び
化
学
管
理
に
関
す

る
業
務
を
行
う
。
 

 

                     
 

          
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

2
1
 
訓
練
計
画

課
長
は
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関

す
る
業
務
お

よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る

業
務
の
う
ち

，
教
育
お
よ
び
訓
練
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
2
 
施
設
防
護

課
長
は
，
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
3
 
発
電
部
長

は
，
発
電
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
4
 
 
発
電
課
長

は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

2
5
 
 
当
直
長
は

，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
当
直
業
務
を
行
う
。
な
お
，
本
編
に
お
い
て
当
直
長
は
，
特
に
定
め
の

無
い
限
り
１

号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
当
直
長
を
い
う
。
 

2
6
 
保
修
部
長

は
，
保
修
統
括
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
，
計
装
計
画
課
長

お
よ
び
設
備

改
良
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
7
 
保
修
統
括

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

    2
8
 
機
械
計
画

第
一
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
原
子
炉
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実

施
す
る
工
程

管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

2
9
 
機
械
計
画

第
二
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
タ
ー
ビ
ン
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が

実
施
す
る
工

程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
0
 
電
気
計
画

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
気
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業

務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
1
 
計
装
計
画

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業

務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
2
 
設
備
改
良

工
事
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の

う
ち
機
械
設
備
，
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
の
改
造
に
関
す
る

業
務
（
定

検
検
査
課
長

が
実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
な
ら
び
に
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
お

よ
び
計
装
計
画
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 
 
 

3
3
 
土
木
建
築

部
長
は
，
土
木
建
築
課
長
お
よ
び
耐
震
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
4
 
土
木
建
築

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実

施
す
る
工
程

管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
5
 
耐
震
工
事

課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
耐
震
工
事
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施

す
る
工
程
管

理
業
務
お
よ
び
土
木
建
築
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
6
 
 
廃
止
措
置

室
長
は
，
廃
止
措
置
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
発
電
所
に
お
け
る
廃
止
措
置
に
関
す

る
業
務
を
総

括
す
る
。
 

3
7
 
廃
止
措
置

課
長
は
，
廃
止
措
置
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

   3
8
 
各
課
長
（

当
直
長
を
含
む
。
）
は
，
所
掌
業
務
に
も
と
づ
き
，
廃
止
措
置
工
事

※
１
に
関
す
る
業
務
，
火
災
発
生
時
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，

火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
非
常
時
の
措
置
，

保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
。
 

3
9
 
各
課
長
は
，
検
査
の
独
立
性
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
場
合
は
，
本
条
の
職
務
に
加
え
，
当
該
検
査
に
関
す
る
業

務
を
実
施
す
る
。
 

4
0
 
各
課
長
は
，
課
員
を
指
示
・
指
導
し
，
所

管
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
，
各
課
員
は
各
課
長
の
指
示
・
指
導
に

従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

 ※
１

：
廃

止
措

置
工

事
と

は
，

廃
止

措
置

計
画

に
基

づ
く

，
核

燃
料

物
質

に
よ

る
汚

染
の

除
去

工
事

，
汚

染
状

況
の

調
査

お
よ

び
そ

の
他

第
3
1
9
条

に
定

め
る

保
全

対
象

範
囲

以
外

の
設

備
の

解
体

撤
去

工
事

を
い

う
。
（
以

下
，

本
編
に

お

い
て
同
じ
。
）

 

   

2
1
 
施
設
防
護
課
長
は
，
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
2
 
発
電
部
長
は
，
発
電
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
3
 
 
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
総
括
業
務
を
行
う
。
 

2
4
 
 
当
直
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
す
る
当
直
業
務
を
行
う
。
な
お
，
本
編
に
お
い
て
当
直
長
は
，
特
に
定
め
の

無
い
限
り
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
の
当
直
長
を
い
う
。
 

2
5
 
保
修
部
長
は
，
保
修
統
括
課
長
，
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
，
計
装
計
画
課
長

お
よ
び
設
備
改
良
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

2
6
 
保
修
統
括
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
総
括
業
務
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
（
総
務
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
，
内
部
溢
水
発
生
時

に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
お
よ
び
火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発
生
し
，
ま
た

は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
（
以
下
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

2
7
 
機
械
計
画
第
一
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
原
子
炉
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実

施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

2
8
 
機
械
計
画
第
二
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
タ
ー
ビ
ン
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が

実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

2
9
 
電
気
計
画
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
電
気
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
0
 
計
装
計
画
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
計
装
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長
が
実
施
す
る

工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
1
 
設
備
改
良
工
事
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
機
械
設
備
，
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
の
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定

検
検
査
課
長
が
実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
な
ら
び
に
機
械
計
画
第
一
課
長
，
機
械
計
画
第
二
課
長
，
電
気
計
画
課
長
お

よ
び
計
装
計
画
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 
 
 

3
2
 
土
木
建
築
部
長
は
，
土
木
建
築
保
守
課
長
お
よ
び
土
木
建
築
工
事
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
3
 
土
木
建
築
保
守
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
の
う
ち
土
木
・
建
築
設
備
の
保
修
，
改
造
に
関
す
る
業
務
（
定
検
検
査
課
長

が
実
施
す
る
工
程
管
理
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
4
 

土
木

建
築

工
事

課
長

は
，

原
子

炉
施

設
の

う
ち

土
木

・
建

築
設

備
の

工
事

に
関

す
る

業
務

（
定

検
検

査
課

長
が

実
施

す
る
工
程
管
理
業
務
お
よ
び
土
木
建
築
保
守
課
長
が
実
施
す
る
業
務
を
除
く
）
を
行
う
。
 

3
5
 
 
廃
止
措
置
室
長
は
，
廃
止
措
置
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
ま
た
，
発
電
所
に
お
け
る
廃
止
措
置
に
関
す

る
業
務
を
総
括
す
る
。
 

3
6
 
廃
止
措
置
課
長
は
，
廃
止
措
置
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

3
7
 
総
務
広
報
部
長
は
，
総
務
課
長
の
所
管
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

3
8
 

総
務

課
長

は
，

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
の

う
ち

初
期

消
火

活
動

に
関

す
る

業
務

を
行
う
。
 

3
9
 
各
課
長
（
当
直
長
を
含
む
。
）
は
，
所
掌
業
務
に
も
と
づ
き
，
廃
止
措
置
工
事

※
１
に
関
す
る
業
務
，
火
災
発
生
時
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
内
部
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，

火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
等
，
非
常
時
の

措
置
，

保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
。
 

4
0
 
各
課
長
は
，
検
査
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
，
本
条
の
職
務
に
加
え
，
当
該
検
査
に
関
す
る
業

務
を
実
施
す
る
。
 

4
1
 
各
課
長
は
，
課
員
を
指
示
・
指
導
し
，
所
管
す
る
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
，
各
課
員
は
各
課
長
の
指
示
・
指
導
に

従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

 ※
１

：
廃

止
措

置
工

事
と

は
，

廃
止

措
置

計
画

に
基

づ
く

，
核

燃
料

物
質

に
よ

る
汚

染
の

除
去

工
事

，
汚

染
状

況
の

調
査

お
よ

び
そ

の
他

第
3
1
9
条

に
定

め
る

保
全
対

象
範

囲
以

外
の

設
備

の
解

体
撤

去
工

事
を

い
う

。
（
以

下
，

本
編
に

お

い
て
同
じ
。
）
 

組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
伊
方
発
電
所

安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
2
0
7
条
 
発
電
所
に
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
 
運
営
委
員

会
は
，
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
，
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
，
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
，
審
議
事
項

に
該
当
し
な

い
。
 

 
(
1
)
 
廃
止
措

置
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
運
転

員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
当
直

の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
廃
止

措
置
工
事
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
d
)
 
安
全

貯
蔵
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
e
)
 
巡
視

に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
f
)
 
警
報

発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
g
)
 
原
子

炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
h
)
 
定
期

的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

(
2
)
 
燃
料
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
新
燃

料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
新
燃

料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

 
(
3
)
 
放
射
性

廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
放
射

性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
放
射

性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
放
射

性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
(
d
)
 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
(
4
)
 
放
射
線

管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
(
a
)
 
管
理
区
域
の
設
定
，
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
b
)
 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
c
)
 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
d
)
 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
e
)
 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
f
)
 
除
染
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
g
)
 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
h
)
 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
(
5
)
 
施
設
管

理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
(
6
)
 
改
造
の

実
施
に
関
す
る
事
項
 

(
7
)
 
非
常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第
3
2
2
条
）
 

(
8
)
 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
3
3
0
条
）
に
関
す
る
事
項
 

(
9
)
 
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

(
1
0
)
 
 
そ
の
他
運
営
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
 
所
長
を
委

員
長
と
す
る
。
 

４
 

運
営

委
員

会
は

，
委

員
長

，
廃

止
措

置
主

任
者

，
第

20
5
条

第
1
1
項

か
ら

第
37

項
（

第
2
5
項

を
除

く
）

に
定

め
る

職

位
の
者
に
加

え
，
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

 

（
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
2
0
7
条
 
発
電
所
に
伊
方
発
電
所
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
 
運
営
委
員
会
は
，
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
，
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
，
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
ま
た
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
，
審
議
事
項

に
該
当
し
な
い
。
 

 
(
1
)
 
廃
止
措
置
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
運
転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
当
直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
廃
止
措
置
工
事
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
d
)
 
安
全
貯
蔵
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
e
)
 
巡
視
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
f
)
 
警
報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
g
)
 
原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
h
)
 
定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

(
2
)
 
燃
料
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

 
(
3
)
 
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
 
 
(
a
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
b
)
 
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
 
(
c
)
 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

 
 
 
(
d
)
 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
(
4
)
 
放
射
線
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
 
(
a
)
 
管
理
区
域
の
設
定
，
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
b
)
 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
c
)
 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
d
)
 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
e
)
 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
f
)
 
除
染
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
g
)
 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
h
)
 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

 
 
(
i
)
 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

 
(
5
)
 
施
設
管
理
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

 
(
6
)
 
改
造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

(
7
)
 
非
常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
内
規
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第
3
2
2
条
）
 

(
8
)
 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
3
3
0
条
）
に
関
す
る
事
項
 

(
9
)
 
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

(
1
0
)
 
 
そ
の
他
運
営
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
 
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。
 

４
 

運
営

委
員

会
は

，
委

員
長

，
廃

止
措

置
主

任
者

，
第

20
5
条

第
1
1
項

か
ら

第
38

項
（

第
2
4
項

を
除

く
）

に
定

め
る

職

位
の
者
に
加
え
，
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

 

                                        
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
原
子
炉
の
運

転
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
）
 

第
2
1
6
条
 
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
内
に
燃
料
を
装
荷
し
な
い
措
置
と
し
て
，
燃
料
移
送
管
の
仕
切
弁
を
閉
止
後
，
施
錠
す

る
。
 

２
 

各
課

長
は

，
燃

料
以

外
を

移
送

す
る

た
め

に
燃

料
移

送
管

の
仕

切
弁

を
開

閉
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
，

廃
止

措
置

主
任
者
の
確

認
を
得
て
，
施
錠
を
解
除
し
仕
切
弁
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
安
全
技
術
課
長
は
，
燃
料
を
譲
り
渡
す
場
合
は
，
表
2
1
6
に
定
め
る
譲
渡
し
先
に
搬
出
す
る
。
 

 表
2
1
6
 

種
 
 
別
 

譲
渡
し
先
 

使
用
済
燃
料
 

再
処
理
事
業
者
 

新
燃
料
 

加
工
事
業
者
 

 

（
原
子
炉
の
運
転
停
止
に
関
す
る
恒
久
的
な
措
置
）
 

第
2
1
6
条
 
発
電
課
長
は
，
原
子
炉
内
に
燃
料
を
装
荷
し
な
い
措
置
と
し
て
，
燃
料
移
送
管
の
仕
切
弁
を
閉
止
後
，
施
錠
す

る
。
 

２
 

各
課

長
は

，
燃

料
以

外
を

移
送

す
る

た
め

に
燃

料
移

送
管

の
仕

切
弁

を
開

閉
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
，

廃
止

措
置

主
任
者
の
確
認
を
得
て
，
施
錠
を
解
除
し
仕
切
弁
を
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
燃
料
を
譲
り
渡
す
場
合
は
，
表
2
1
6
に
定
め
る
譲
渡
し
先
に
搬
出
す
る
。
 

 表
2
1
6
 

種
 
 
別
 

譲
渡
し
先
 

使
用
済
燃
料
 

再
処
理
事
業
者
 

新
燃
料
 

加
工
事
業
者
 

 

     
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
火
災
発
生
時

の
体
制
の
整
備
）
 

第
2
1
7
条
 
防
災
課
長
は
，
火
災
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保

全

の
た
め
の
活

動
※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
事
項
を
含
む
火
災
防
護
計
画
を
定
め
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

   

(
1
)
 

火
災

の
発

生
を

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
に

，
中

央
制

御
室

か
ら

消
防

機
関

へ
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設

備
の
設
置

に
関
す
る
こ
と

※
２
 

(
2
)
 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実
施

に

関
す
る
こ

と
 

(
4
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ

と
 

(
5
)
 
発
電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
 

(
a
)
 

防
災

課
長

は
，

発
電

所
か

ら
消

防
機

関
へ

通
報

す
る

た
め

，
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設
備

を
中

央
制

御
室

に
設
置

す
る

※
２
。

 

(
b
)
 

防
災

課
長

は
，

初
期

消
火

活
動

を
行

う
要

員
と

し
て

，
11

名
以

上
（

発
電

所
合

計
数

）
を

常
駐

さ
せ

る
と

と
も

に
，
こ

の
要
員
に
対
す
る
火
災
発
生
時
の
通
報
連
絡
体
制
を
定
め
る
。
 

(
c
)
 
防
災
課
長
は
，
初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
，
表
2
1
7
に
示
す
化
学
消
防
自
動
車
お
よ
び
泡
消
火
薬
剤
を
配
備
す

る
。
ま

た
，
初
期
消
火
活
動
に
必
要
な
そ
の
他
資
機
材
を
定
め
，
配
備
す
る
。
 

(
d
)
 
当
直
長
（
３
号
炉
の
当
直
長
を
含
む
）
は
，
第

21
3
条
に
定
め
る
巡
視
に
よ
り
，
火
災
発
生
の
有
無
を
確
認
す
る
。
 

(
e)

 
 
各

課
長

は
，

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

，
地
震
終

了
後
，
原
子
炉
施
設
の
火
災
発
生
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
,
そ
の
結
果
を
所
長
お
よ
び
廃
止
措
置
主
任
者
に

報
告
す

る
。
 

(
f
)
 

防
災

課
長

は
，

前
各

号
に

定
め

る
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
に

つ
い

て
，

総
合

的
な

訓
練

お
よ

び
初

期
消

火
活

動
の

結
果

を
１

年
に

１
回

以
上

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
結

果
に

基
づ

き
，

よ
り

適
切

な
体

制
と

な
る
よ

う
必
要

な
見
直
し
を
行
う
。
 

２
 
各
課
長
は

，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

防
災

課
長

に
報

告
す

る
。

防
災

課
長

は
，

第
１

項
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
定

期
的

に
評

価
を

行
う

と

と
も
に
，
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
火

災
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は
，
所
長

，
廃
止
措
置
主
任
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
消

防
機

関
へ

の
通

報
，

消
火

ま
た

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
機

関
の

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
行
う

活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２
：
一
般
回
線
の
代
替
設
備
で
あ
る
専
用
回
線
，
通
報
設
備
が
点
検
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
を

除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
ま
た
は
修
復
後
は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。
 

 表
2
1
7
 

設
 
備
 

数
 
量
 

化
学
消
防
自
動
車

※
３
 

１
台
 

※
４

※
５
 

泡
消
火
薬
剤
（
化
学
消
防
自
動
車
保
有
分
を
含
む
）
 

1
,
5
0
0
L
以
上

※
５
 

※
３
：
4
0
0
L
毎
分
の
泡
放
射
を
同
時
に
２
口
行
う
こ
と
が
可
能
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
 

※
４

：
化

学
消

防
自

動
車

が
，

点
検

ま
た

は
故

障
の

場
合

に
は

，
※

３
に

示
す

能
力

を
有

す
る

水
槽

付
消

防
ポ

ン
プ

自

動
車

等
を
も
っ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
５
：
発
電

所
合
計
数
 

（
火
災
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
2
1
7
条
 
保
修
統
括
課
長
は
，
火
災
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
「
火
災
発
生
時
」
と
い
う

。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の

活
動

※
１
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の
(
3
)
お

よ
び

(
5
)
を

含
む

火
災

防
護

計
画

（
総

務
課

長
が

定

め
る
計
画
に
含
ま
れ
る
事
項
を
除
く
）
を
定
め
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 
 

総
務

課
長

は
，

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

体
制

の
整

備
と

し
て

，
次

の

(
1
)
,
(
2
)
,
(
3
)
,
(
4
)
お
よ
び
(
6
)
を
含
む
火
災
防
護
計
画
を
定
め
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

(
1
)
 

火
災

の
発

生
を

消
防

機
関

へ
通

報
す

る
た

め
に

，
中

央
制

御
室

か
ら

消
防

機
関

へ
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設

備
の
設
置
に
関
す
る
こ
と

※
２
 

(
2
)
 
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
3
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

教
育

お
よ

び
訓

練
の

実
施

に

関
す
る
こ
と
 

(
4
)
 

火
災

発
生

時
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

た
め

に
必

要
な

資
機

材
の

配
備

に
関

す
る

こ

と
 

(
5
)
 
発
電
所
に
お
け
る
可
燃
物
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
初
期
消
火
活
動
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
 

(
a
)
 

総
務

課
長

は
，

発
電

所
か

ら
消

防
機

関
へ

通
報

す
る

た
め

，
専

用
回

線
を

使
用

し
た

通
報

設
備

を
中

央
制

御
室

に
設
置
す
る

※
２
。

 

(
b
)
 

総
務

課
長

は
，

初
期

消
火

活
動

を
行

う
要

員
と

し
て

，
1
1
名

以
上

（
発

電
所

合
計

数
）

を
常

駐
さ

せ
る

と
と

も

に
，
こ
の
要
員
に
対
す
る
火
災
発
生
時
の
通
報
連
絡
体
制
を
定
め
る
。
 

(
c
)
 
総
務
課
長
は
，
初
期
消
火
活
動
を
行
う
た
め
，
表
2
1
7
に
示
す
化
学
消
防
自
動
車
お
よ
び
泡
消
火
薬
剤
を
配
備
す

る
。
ま
た
，
初
期
消
火
活
動
に
必
要
な
そ
の
他
資
機
材
を
定
め
，
配
備
す
る
。
 

(
d
)
 
当
直
長
（
３
号
炉
の
当
直
長
を
含
む
）
は
，
第
2
1
3
条
に
定
め
る
巡
視
に
よ
り
，
火
災
発
生
の
有
無
を
確
認
す
る
。 

(
e)

 
 
各

課
長

は
，

寄
り

の
気

象
庁

震
度

観
測

点
に

お
い

て
震

度
５

弱
以

上
の

地
震

が
観

測
さ

れ
た

場
合

，
地

震
終

了
後
，
原
子
炉
施
設
の
火
災
発
生
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
,
そ
の
結
果
を
所
長
お
よ
び
廃
止
措
置
主
任
者
に

報
告
す
る
。
 

(
f
)
 

総
務

課
長

は
，

前
各

号
に

定
め

る
初

期
消

火
活

動
の

た
め

の
体

制
に

つ
い

て
，

総
合

的
な

訓
練

お
よ

び
初

期
消

火
活

動
の

結
果

を
１

年
に

１
回

以
上

評
価

す
る

と
と

も
に

，
評

価
結

果
に

基
づ

き
，

よ
り

適
切

な
体

制
と

な
る

よ

う
必
要
な
見
直
し
を
行
う
。
 

２
 
各
課
長
は
，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
実
施
す
る
。
 

３
 

各
課

長
は

，
第

２
項

に
定

め
る

事
項

に
つ

い
て

定
期

的
に

評
価

を
行

う
と

と
も

に
，

評
価

の
結

果
に

基
づ

き
必

要
な

措
置

を
講

じ
，

保
修

統
括

課
長

ま
た

は
総

務
課

長
に

報
告

す
る

。
保

修
統

括
課

長
お

よ
び

総
務

課
長

は
，

第
１

項
に

定

め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
 

各
課

長
は

，
火

災
の

影
響

に
よ

り
，

原
子

炉
施

設
の

保
安

に
重

大
な

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

と
判

断
し

た
場

合
は
，
所
長
，
廃
止
措
置
主
任
者
お
よ
び
関
係
課
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
，
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

 ※
１

：
消

防
機

関
へ

の
通

報
，

消
火

ま
た

は
延

焼
の

防
止

そ
の

他
消

防
機

関
の

消
防

隊
が

火
災

の
現

場
に

到
着

す
る

ま
で

に
行
う
活
動
を
含
む
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

※
２
：
一
般
回
線
の
代
替
設
備
で
あ
る
専
用
回
線
，
通
報
設
備
が
点
検
ま
た
は
故
障
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
を

除
く
。
た
だ
し
，
点
検
後
ま
た
は
修
復
後
は
遅
滞
な
く
復
旧
さ
せ
る
。
 

 表
2
1
7
 

設
 
備
 

数
 
量
 

化
学
消
防
自
動
車

※
３
 

１
台
 

※
４
※
５
 

泡
消
火
薬
剤
（
化
学
消
防
自
動
車
保
有
分
を
含
む
）
 

1
,
5
0
0
L
以
上

※
５
 

※
３
：
4
0
0
L
毎
分
の
泡
放
射
を
同
時
に
２
口
行
う
こ
と
が
可
能
な
能
力
を
有
す
る
こ
と
。
 

※
４

：
化

学
消

防
自

動
車

が
，

点
検

ま
た

は
故

障
の

場
合

に
は

，
※

３
に

示
す

能
力

を
有

す
る

水
槽

付
消

防
ポ

ン
プ

自

動
車
等
を
も
っ
て
代
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

※
５
：
発
電
所
合
計
数
 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
内
部
溢
水
発

生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
2
1
7
条
の
３
 
防
災
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
，
「
内
部
溢
水
発
生
時
」
と
い

う
。

）
ま

た
は

火
山

影
響

等
発

生
時

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次

の
事
項
を
含

む
計
画
を
策
定
し
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

安
全
技

術
課
長
お
よ

び
訓
練
計
画

課
長
は
，
重

大
事
故

※
１
等
発

生
時
ま
た

は
大
規
模
な

自
然
災
害
ま

た
は
故
意
に
よ

る
大
型
航
空

機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
，
「
大

規
模

損
壊

発
生

時
」

と
い

う
。

）
で

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
を

冷
却

す
る

す
べ

て
の

設
備

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

等

に
お

け
る

原
子

炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の

活
動

を
行

う
体

制
の

整
備

と
し

て
，

次
の

事
項

を
含

む
計

画
を

策
定

し
，

所

長
の
承
認
を

得
る
。
 

(
1)

 
 
内

部
溢

水
発

生
時

，
火

山
影

響
等

発
生

時
，

重
大

事
故

等
発

生
時

ま
た

は
大

規
模

損
壊

発
生

時
で

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
を

冷
却

す
る

す
べ

て
の

設
備

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

等
（

以
下

，
「

内
部

溢
水

発
生

時
等

」
と

い
う
。
）

に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

 
(2
)
 
 
内

部
溢

水
発

生
時

等
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

１
年

に
１

回
以

上
の

教
育
訓
練

 

(
3
)
 
 
内
部
溢
水
発
生
時
等
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

２
 
各
課
長
は

，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
内
部
溢
水
発
生
時
等
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
実
施

す
る
。
 

３
 
各
課
長
は

，
第
２
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な

措
置
を
講
じ

，
防
災
課
長
，
安
全
技
術
課
長
ま
た
は
訓
練
計
画
課
長
に
報
告
す
る
。
防
災
課
長
，
安
全
技
術
課
長
お
よ

び
訓
練
計
画

課
長
は
，
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き

必
要
な
措
置

を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
重
大
事

故
と
は
，
実
用
炉
規
則
第
４
条
に
掲
げ
る
「
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
又
は
使
用
 

済
燃
料

の
著
し
い
損
傷
」
を
い
う
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
 

 

（
内
部
溢
水
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
2
1
7
条
の
３
 
保
修
統
括
課
長
は
，
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
，
「
内
部
溢
水
発
生
時
」

と
い
う
。
）
ま
た
は
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
，

次
の
事
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

安
全
技
術
課
長

は
，
重
大
事

故
※
１
等
発
生

時
ま
た
は
大

規
模
な
自
然

災
害
ま
た
は

故
意
に
よ
る

大
型
航
空
機

の
衝

突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

原
子

炉
施

設
の

大
規

模
な

損
壊

が
発

生
し

た
場

合
（

以
下

，
「

大
規

模
損

壊
発

生
時

」

と
い

う
。

）
で

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
を

冷
却

す
る

す
べ

て
の

設
備

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

等
に

お
け

る
原

子
炉

施

設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
，
次
の
事
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
，
所
長
の
承
認
を
得

る
。
 

 (
1)

 
 
内

部
溢

水
発

生
時

，
火

山
影

響
等

発
生

時
，

重
大

事
故

等
発

生
時

ま
た

は
大

規
模

損
壊

発
生

時
で

，
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
を

冷
却

す
る

す
べ

て
の

設
備

の
機

能
が

喪
失

し
た

場
合

等
（

以
下

，
「

内
部

溢
水

発
生

時
等

」
と

い
う

。
）

に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
要
員
の
配
置
 

 
(2

)
 
 
内

部
溢

水
発

生
時

等
に

お
け

る
原

子
炉

施
設

の
保

全
の

た
め

の
活

動
を

行
う

要
員

に
対

す
る

１
年

に
１

回
以

上
の

教
育
訓
練
 

(
3
)
 
 
内
部
溢
水
発
生
時
等
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
 

２
 
各
課
長
は
，
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
，
内
部
溢
水
発
生
時
等
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を

実
施

す
る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
第
２
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必

要
な

措
置
を
講
じ
，
保
修
統
括
課
長
ま
た
は
安
全
技
術
課
長
に
報
告
す
る
。
保
修
統
括
課
長
お
よ
び
安
全
技
術
課
長
は

，
第

１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
，
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

  ※
１
：
重
大
事
故
と
は
，
実
用
炉
規
則
第
４
条
に
掲
げ
る
「
核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
す
る
燃
料
体
又
は
使
用
 

済
燃
料
の
著
し
い
損
傷
」
を
い
う
。
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

第
５

章
 
燃

料
管

理
 

 （
新
燃
料
の
運
搬
）
 

第
2
9
3
条
 
安
全
技
術
課
長
は
，
新
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
新
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
補
助
建
家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ

レ
ベ
ー
タ
，

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
。
 

２
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，
新
燃

料
輸
送
容
器

に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
補
助
建

家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設

備
を
使
用

す
る
こ
と
 

(
3
)
 
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
か
ら
燃
料
棒
を
引
き
抜
き
，
燃
料
棒
表
面
を
除
染
し
，
燃
料
集

合
体
形
状
へ

の
再
組
立
て
を
行
う
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

(
1
)
 
取
り
扱
う
数
量
を
燃
料
集
合
体
１
体
毎
か
つ
そ
の
１
体
分
の
燃
料
棒
に
限
定
す
る
こ
と
 

(
2
)
 
燃
料
集
合
体
形
状
へ
の
再
組
立
て
を
行
っ
た
新
燃
料
は
，
新
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
，
も
し
く
は
新
燃
料
貯
蔵
庫

に
貯
蔵
し

た
後
に
新
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
 

４
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
収
納
し
た
新
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
「
輸

送
物
」
と
い

う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
ま
た
は
船
舶
輸
送
に
伴
い
車
両
に
よ
っ
て
運
搬
す
る
場
合
は
，

運
搬
前
に
次

の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物

の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に

定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経

路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も

に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行

わ
せ
る
こ
と
 

(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

５
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
４
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い

な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
（
以
下
「
表
面
汚
染
密
度
」
と
い
う
。
）
が
法

令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
（
１
）
に

定
め
る
区
域

か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
安
全
技
術
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場

合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

７
 
安
全
技
術

課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
3
)
 
未
臨
界
検
査
 

(
4
)
 
吊
上
検
査
 

(
5
)
 
重
量
検
査
 

(
6
)
 
収
納
物
検
査
 

(
7
)
 
表
面
密
度
検
査
 

８
 
安
全
技
術

課
長
は
，
新
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

  

第
５

章
 
燃

料
管

理
 

 （
新
燃
料
の
運
搬
）
 

第
2
9
3
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
新
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
新
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
補
助
建
家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ

レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設
備
を
使
用
す
る
。
 

２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，
新
燃

料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
補
助
建
家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設

備
を
使
用
す
る
こ
と
 

(
3
)
 
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
か
ら
燃
料
棒
を
引
き
抜
き
，
燃
料
棒
表
面
を
除
染
し
，
燃
料
集

合
体
形
状
へ
の
再
組
立
て
を
行
う
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

(
1
)
 
取
り
扱
う
数
量
を
燃
料
集
合
体
１
体
毎
か
つ
そ
の
１
体
分
の
燃
料
棒
に
限
定
す
る
こ
と
 

(
2
)
 
燃
料
集
合
体
形
状
へ
の
再
組
立
て
を
行
っ
た
新
燃
料
は
，
新
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
，
も
し
く
は
新
燃
料
貯
蔵
庫

に
貯
蔵
し
た
後
に
新
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
 

４
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
新
燃
料
を
収
納
し
た
新
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お
い
て
「
輸

送
物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
ま
た
は
船
舶
輸
送
に
伴
い
車
両
に
よ
っ
て
運
搬
す
る
場
合
は
，

運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
４
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
（
以
下
「
表
面
汚
染
密
度
」
と
い
う
。
）
が
法

令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し

，
第
3
0
5
条
第
１
項
（
１

）
に

定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場
合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

７
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
3
)
 
未
臨
界
検
査
 

(
4
)
 
吊
上
検
査
 

(
5
)
 
重
量
検
査
 

(
6
)
 
収
納
物
検
査
 

(
7
)
 
表
面
密
度
検
査
 

８
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
新
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

 

   
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
新
燃
料
の
貯

蔵
）
 

第
2
9
4
条
 
安
全
技
術
課
長
は
，
新
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
新
燃
料

貯
蔵
庫
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

(
2
)
 
貯
蔵
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
補
助
建

家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設

備
を
使
用

す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
貯
蔵
施

設
に
お
い
て
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 

（
新
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
2
9
4
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
新
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
新
燃
料
貯
蔵
庫
ま
た
は
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と
い
う
。
）
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

(
2
)
 
貯
蔵
施
設
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
補
助
建
家
ク
レ
ー
ン
，
新
燃
料
エ
レ
ベ
ー
タ
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
の
う
ち
か
ら
必
要
な
燃
料
取
扱
設

備
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
新
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

の
貯
蔵
）
 

第
2
9
7
条
 
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
使
用
済
燃
料
を
表
2
9
7
に
定
め
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と

 

 
(
3
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 表
2
9
7
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
 

の
使
用
済
燃
料
 

貯
蔵
可
能
な
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

１
号
炉
 

１
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

２
号
炉
 

２
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

※
１
：
３
号
炉

使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
貯
蔵
に
つ
い
て
は
，
第
１
編
第
9
7
条
に
て
実
施
す
る
。
 

 

（
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
）
 

第
2
9
7
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
貯
蔵
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
遵
守
す
る
。
 

 
(
1
)
 
使
用
済
燃
料
を
表
2
9
7
に
定
め
る
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
目
に
つ
き
や
す
い
箇
所
に
燃
料
貯
蔵
施
設
で
あ
る
旨
お
よ
び
貯
蔵
上
の
注
意
事
項
を
掲
示

す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
 

(
5
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
内
に
お
い
て
燃
料
配
置
変
更
を
行
う
場
合
は
，
大
規
模
漏
え
い
発
生
時
に
お
い
て
も
臨
界
に

達
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
燃
料
配
置
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
 

 表
2
9
7
 

１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
 

の
使
用
済
燃
料
 

貯
蔵
可
能
な
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
 

１
号
炉
 

１
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

２
号
炉
 

２
号
炉
，
３
号
炉

※
１
 

※
１
：
３
号
炉
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
貯
蔵
に
つ
い
て
は
，
第
１
編
第
9
7
条
に
て
実
施
す
る
。
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
使
用
済
燃
料

の
運
搬
）
 

第
2
9
8
条
 
安
全
技
術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
使
用
済
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お

い
て
，
使
用

済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
。
 

２
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク
ピ

ッ
ト
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済

燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
使
用
済

燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
収
納
す

る
使
用
済
燃
料
の
タ
イ
プ
お
よ
び
冷
却
期
間
が
，
容
器
の
収
納
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
 

３
 
安
全
技
術

課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お

い
て
「
輸
送

物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物

の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に

定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経

路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も

に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
車
両
を

徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
核
燃
料

物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行

わ
せ
る
こ
と
 

 
(
6
)
 
輸
送
物

お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い

な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い
て
確
認

を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
安
全
技
術
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場

合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

６
 
安
全
技
術

課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
よ
う

措
置
を
講
じ
る
。
 

７
 
所
長
は
，

輸
送
物
が
法
令
で
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
を
統

括
す
る
。
 

８
 
所
長
は
，
第

20
4
条
に
定
め
る
保
安
に
関

す
る
組
織
の
う
ち
，
検
査
対
象
と
な
る
作
業
を
実
施
す
る
組
織
と

は
別
の
組

織
の
者
を
，

検
査
責
任
者
と
し
て
指
名
す
る
。
 

９
 
 
前
項
の
検

査
責
任
者
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準

に
適
合
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
 
気
密
漏
え
い
検
査
 

(
3
)
 
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
5
)
 
 
未
臨
界
検
査
 

(
6
)
 
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 
表
面
密
度
検
査
 

1
0
 
安
全
技
術

課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

（
使
用
済
燃
料
の
運
搬
）
 

第
2
9
8
条
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
か
ら
使
用
済
燃
料
を
取
り
出
す
場
合
は
，
キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お

い
て
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
。
 

２
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
し
，

キ
ャ
ス
ク
ピ
ッ
ト
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
に
収
納
す
る
。
 

 
(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
ク
レ
ー
ン
を
使
用
す
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
使
用
済
燃
料
が
臨
界
に
達
し
な
い
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
収
納
す
る
使
用
済
燃
料
の
タ
イ
プ
お
よ
び
冷
却
期
間
が
，
容
器
の
収
納
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
 

３
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
発
電
所
内
に
お
い
て
，
使
用
済
燃
料
を
収
納
し
た
使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
（
以
下
，
本
条
に
お

い
て
「
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
輸
送
物
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
3
)
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

 
(
4
)
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

 
(
5
)
 
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要
な

監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

 
(
6
)
 
輸
送
物
お
よ
び
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

４
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
３
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い
て
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

５
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
輸
送
物
を

移
動
す
る
場
合
は
，
移
動
前
に
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

６
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適

合
す
る
よ
う
措
置
を
講
じ
る
。
 

７
 
所
長
は
，
輸
送
物
が
法
令
で
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
検
査
を
統

括
す
る
。
 

８
 
所
長
は
，
第
2
0
4
条
に
定
め
る
保
安
に
関
す
る
組
織
の
う
ち
，
検
査
対
象
と
な
る
作
業
を
実
施
す
る
組
織
と
は
別
の
組

織
の
者
を
，
検
査
責
任
者
と
し
て
指
名
す
る
。
 

９
 
 
前
項
の
検
査
責
任
者
は
，
輸
送
物
を
管
理
区
域
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
輸
送
物
が
法
令
に
定
め
ら
れ
た
技
術
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
次
の
検
査
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
 
外
観
検
査
 

(
2
)
 
 
気
密
漏
え
い
検
査
 

(
3
)
 
 
圧
力
測
定
検
査
 

(
4
)
 
 
線
量
当
量
率
検
査
 

(
5
)
 
 
未
臨
界
検
査
 

(
6
)
 
 
温
度
測
定
検
査
 

(
7
)
 
 
吊
上
検
査
 

(
8
)
 
 
重
量
検
査
 

(
9
)
 
 
収
納
物
検
査
 

(
1
0
)
 
表
面
密
度
検
査
 

1
0
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
を
発
電
所
外
に
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

 
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
放
射
性
固
体

廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
2
9
9
条
 
各
課
長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当

該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置

で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）

に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
放
射
線
・
化
学
管

理
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。 

 
(3
)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
お

よ
び

２
号

炉
共

用
）

ま
た

は
セ

メ
ン
ト
固

化
装

置
（

１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
共

用
）

で
固

型
化

し
，

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

が
廃

棄
物

庫
に
保
管

す
る
｡
 

(
4
)
 
 
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外

し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械

計
画
第
一
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器

保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
炉
内
構
造
物
の
取
替
え
に
伴
い

取
り
外
し
た
炉
内
構
造
物
等
は
，
設
備
改
良
工
事
課
長
が
遮
へ
い
機
 

能
を
有
し
た
鋼
製
の
保
管
容
器
に
収
納
し

た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す

る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御

棒
等
は
，
安
全
技
術
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6
)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，

ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却

す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮

減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ

，
表
3
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は

，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1
)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

等
，

原
子

炉
容

器
上

部
ふ

た
等

お
よ

び
炉

内
構

造
物

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１
週
間

に
１
回
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。 

 
(
2
)
 
 
当
直
長

は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用

済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，

確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
安
全
技

術
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３

ヶ
月
に
１

回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・

化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示

す
る
。
 

５
 
各
課
長
は

，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施

状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に

適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射

能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令
に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は

，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
2
9
9
条
 
各
課
長
は
，
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
，
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た

う
え
で
，
当
該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
濃
縮
廃
液
は
，
発
電
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
「
廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。
）
に
保
管
す
る
。
 

 
(
2
)
 
 
強
酸
ド
レ
ン
等
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。 

 
(3

)
 
 
脱

塩
塔

使
用

済
樹

脂
は

，
発

電
課

長
が

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
貯

蔵
す

る
。

脱
塩

塔
使

用
済

樹
脂

を
ド

ラ
ム

缶
に

固
型

化
す

る
場

合
は

，
発

電
課

長
が

セ
メ

ン
ト

固
化

装
置

（
１

号
お

よ
び

２
号

炉
共

用
）

ま
た

は
セ

メ
ン

ト
固

化
装

置
（

１
号

炉
，

２
号

炉
お

よ
び

３
号

炉
共

用
）

で
固

型
化

し
，

放
射

線
・

化
学

管
理

課
長

が
廃

棄
物

庫
に

保
管

す
る
｡
 

(
4
)
 
 
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外

し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
，
機
械
計
画
第
一
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
，

放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
炉
内
構
造
物
の
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
炉
内
構
造
物
等
は
，
設
備
改
良
工
事
課
長
が
遮
へ
い
機
 

能
を
有
し
た
鋼
製
の
保
管
容
器
に
収
納
し
た
う
え
で
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す

る
。
 

 
(
5
)
 
 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
，
原
子
燃
料
課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

 
(6

)
 
 
そ

の
他

の
雑

固
体

廃
棄

物
は

，
ド

ラ
ム

缶
等

の
容

器
に

封
入

す
る

こ
と

等
に

よ
り

汚
染

の
広

が
り

を
防

止
す

る
措

置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
確
認
し
た
う
え
で
，
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
な
お
，
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
，
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 
 
 
イ
 
焼
却
す
る
場
合
は
，
発
電
課
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備
で
焼
却
す
る
。
 

 
 
 
 
ロ
 
 
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
，
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
，
か
つ
，
表
3
3
2
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理
番
号
を
つ
け

る
。
 

３
 
各
課
長
は
，
次
の
事
項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
結
果
，
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

 
(1

)
 
 
放

射
線

・
化

学
管

理
課

長
は

，
廃

棄
物

庫
に

お
け

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
な

ら
び

に
蒸

気
発

生
器

保
管

庫
に

お
け

る
蒸

気
発

生
器

等
，

原
子

炉
容

器
上

部
ふ

た
等

お
よ

び
炉

内
構

造
物

等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た

め
に

，
１

週
間

に
１
回
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
，
３
ヶ
月
に
１
回
，
保
管
量
を
確
認
す
る
。 

 
(
2
)
 
 
当
直
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
，
１
日
に
１

回
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月

に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

 
(
3
)
 
原
子
燃
料
課
長
は
，
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３

ヶ
月
に
１
回
，
確
認
す
る
。
 

４
 
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
 
各
課
長
は
，
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
次
の
措
置
を
講
じ
，
運
搬
前
に
こ
れ
ら
の

措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

 
(
1
)
 
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
 

た
だ
し
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が
法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
，
法
令

に
定

め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
，
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(
2
)
 
 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
，
運
搬
中
に
移
動
，
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る
こ
と
 

 
(
3
)
 
 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
 

 
(
4
)
 
 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
 

(
5
)
 
 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
，
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す

る
と
と
も
に
，
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
 

(
6
)
 
 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
 

                
組
織
整
備
に
伴
う
変
更

（
以
下
，
本
頁
に
お
い

て
同
じ
）
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の

運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の

表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す
る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚

染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固

体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外

に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に

次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に

容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定

め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で

，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。

(以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
) 

(
7
)
 
 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
，
相
当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
，
保
安
の
た
め
に
必
要

な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
 

６
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度

に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
各
課
長
が
管
理
区
域
内
で
第
3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
に
放
射
性
固
体
廃
棄

物
を
移
動
す
る
場
合
は
，
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
1
0
分
の
１
を
超
え
て
い
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
，
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1
)
 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
，
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状
況
を
確

認
す
る
。
 

(
2
)
 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3
)
 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
，
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

1
0
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1
)
 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
 

(
2
)
 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
 

1
1
 
放
射
線
・
化
学
管
理
課
長
は
，
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
，
お

よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
，
第

3
0
5
条
第
１
項
(
1
)
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
，
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
，
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
，
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
。

(以
下
，
本
条
に
お
い
て
同
じ
｡
) 

 
本
頁
変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

備
考
 

 （
中
略
）

 
 （
中
略
）
 

 

附
 
 
則
（
令
和
 
 
年
 
 
月
 
日
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
定
は
，
原
子
力
規
制
委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
後
，
当
社
が
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

     
附
則
の
追
加
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添付資料 

伊方発電所原子炉施設保安規定の変更について 

 

（１）組織整備に伴う変更 

伊方発電所における組織について、以下のとおり保安に関する組織および職務の

変更を行う。 
ａ．原子燃料課の新規設置 
  安全技術課で実施している原子燃料関係業務については専門性が高く、また、 

今後新たに乾式貯蔵施設に係る業務が発生することから、これらの業務を円滑に

遂行できるよう、原子燃料課を新規設置する。 
  

（変更する条文） 

  ・第４条（保安に関する組織） 

  ・第５条（保安に関する職務） 

  ・第７条（伊方発電所安全運営委員会） 

  ・第20条（臨界ボロン濃度） 

  ・第21条（減速材温度係数） 

  ・第22条（制御棒動作機能） 

  ・第23条（制御棒の挿入限界） 

  ・第24条（制御棒位置指示） 
  ・第26条（炉物理検査 －モード２－） 
  ・第28条（原子炉熱出力） 

  ・第29条（熱流束熱水路係数 (FＱ(Z)) 
 ・第30条（核的エンタルピ上昇熱水路係数 (FＮ

ΔＨ)) 

 ・第31条（軸方向中性子束出力偏差) 
 ・第32条（1/4炉心出力偏差） 

 ・第33条（計測および制御設備） 
 ・第49条（１次冷却材中のよう素131濃度） 

 ・第69条（中央制御室非常用循環系） 
 ・第71条（燃料取扱建屋空気浄化系） 
 ・第72条（外部電源） 

 ・第74条（ディーゼル発電機 －モード５，６および使用済燃料ピットに燃料

体を貯蔵している期間－） 
・第77条（非常用直流電源 －モード５，６および照射済燃料移動中－）  

・第79条（所内非常用母線 －モード５，６および照射済燃料移動中－）  
・第83条（使用済燃料ピットの水位および水温）  
・第84条（重大事故等対処設備）  
・第93条（新燃料の運搬） 

・第94条（新燃料の貯蔵） 
・第95条（燃料の検査） 
・第96条（燃料の取替等） 
・第97条（使用済燃料の貯蔵） 
・第97条の２（使用済燃料ピットの管理） 
・第98条（使用済燃料の運搬） 
・第99条（放射性固体廃棄物の管理） 

・第204条（保安に関する組織） 
・第205条（保安に関する職務） 
・第207条（伊方発電所安全運営委員会） 

・第216条（原子炉の運転停止に関する恒久的な措置） 
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・第293条（新燃料の運搬） 

・第294条（新燃料の貯蔵） 
・第297条（使用済燃料の貯蔵） 
・第298条（使用済燃料の運搬） 

・第299条（放射性固体廃棄物の管理） 
 

 
ｂ．訓練計画課業務を安全技術課業務に統合 

訓練計画課は、新規制基準で要求される緊急時対応要員の教育訓練や力量管理の

仕組みを考案・運用することにより、訓練体制を確立し、当初の設置目的を達成し

た。現在はこれを維持・向上させる段階に移行していることから、原子力防災組織

の整備、運用を担う安全技術課において原子力防災に係る運用、教育管理を一元的

に実施することとし、これら業務を安全技術課に移管し、訓練計画課は廃止する。 
 

（変更する条文） 

  ・第４条（保安に関する組織） 

  ・第５条（保安に関する職務） 

  ・第７条（伊方発電所安全運営委員会） 

  ・第８条（原子炉主任技術者の選任） 

・第12条（運転員等の確保） 

 ・第17条の５（重大事故等発生時の体制の整備） 

 ・第17条の６（大規模損壊発生時の体制の整備） 

・第204条（保安に関する組織） 
・第205条（保安に関する職務） 
・第207条（伊方発電所安全運営委員会） 
・第217条の３（内部溢水発生時等の体制の整備） 

 ・添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

 
 

ｃ．防災課業務を保修統括課業務および総務課業務に移管 
 防災課は、新規制基準で要求される火災防護や自然災害への対応体制を構築する

とともに、防災・火災防護活動の定着化を牽引してきた。現在、これらの活動は、

発電所において定着が図られてきたことから、設備を主管する保修統括課において

一元管理する。また、防災課が所掌する消防防災・作業安全の業務は、労務を主管

する総務課に移管し、防災課を廃止する。 
 
（変更する条文） 

  ・第４条（保安に関する組織） 

  ・第５条（保安に関する職務） 

  ・第７条（伊方発電所安全運営委員会） 

  ・第８条（原子炉主任技術者の選任） 

 ・第17条（火災発生時の体制の整備） 

 ・第17条の２（内部溢水発生時の体制の整備） 

 ・第17条の２の２（火山影響等発生時の体制の整備） 

・第17条の３（その他自然災害発生時等の体制の整備） 

・第204条（保安に関する組織） 
・第205条（保安に関する職務） 
・第207条（伊方発電所安全運営委員会） 
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・第217条（火災発生時の体制の整備） 

・第217条の３（内部溢水発生時等の体制の整備） 

・添付２ 火災，内部溢水，火山現象（降灰），自然災害および有毒ガス対応

に係る実施基準 

 ・添付３ 重大事故等および大規模損壊対応に係る実施基準 

 

 
 
 ｄ．土木建築部内の名称変更 

耐震工事課は、今後予定されている乾式貯蔵施設や、１・２号機廃止措置に伴う

新規の土木建築工事対応を行うこととし、課名を土木建築工事課に改める。これに

伴い、土木建築課は、発電施設の施設管理に対応する組織であることを明確化する

ため、土木建築保守課に課名を改める。 
 

（変更する条文） 

  ・第４条（保安に関する組織） 

  ・第５条（保安に関する職務） 

・第84条（重大事故等対処設備）  

・第204条（保安に関する組織） 
・第205条（保安に関する職務） 
 

 

 

以   上 

 




